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環境報告書を開いてくださいまして 

ありがとうございます 

 

この報告書は、「岩⼿県環境の保全及び創造に関する基本条例」（平

成 10 年岩⼿県条例第 22 号）第 9 条の規定により、令和３年度の本県

における環境の現状や課題、その解決に向けた施策を取りまとめたも

のです。 

報告書は、岩⼿県公式ホームページにも掲載しています。 

https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/kankyou/seisaku/1

005516/1005518.html 

また、関連事項の URL を巻末に掲載していますので、参考にしてく

ださい。 

 

【表紙の説明】 

（左側）  

「令和３年度岩⼿県愛⿃週間ポスターコンクール」において、⼩

学校の部最優秀賞を受賞した北上市⽴江釣⼦⼩学校５年（当時）の

伊藤 和奏さんの作品です。 

（右側） 

  「令和３年度いわてごみゼロ・３Ｒ推進ポスターコンクール」に

おいて、⼩学校⾼学年の部優秀賞を受賞した盛岡市⽴城北⼩学校５

年（当時）の折居 潤希さんの作品です。 

 

※キャラクターの説明は裏表紙裏に記載 
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第２部 岩手県環境基本計画の進捗状況 
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排出量
（千トン）

構成比
排出量
（千トン）

構成比
排出量
（千トン）

構成比
対前年
増減量

対前年
増減比

対基準年
増減量

対基準年
増減比

産業 4,026 27.9% 3,551 26.1% 3,389 25.7% △ 162 △ 4.6% △ 637 △ 15.8%

民生家庭 2,847 19.7% 2,394 17.6% 2,325 17.6% △ 69 △ 2.9% △ 523 △ 18.4%

民生業務 2,418 16.7% 2,104 15.5% 2,098 15.9% △ 6 △ 0.3% △ 320 △ 13.2%

運輸 2,368 16.4% 2,310 17.0% 2,215 16.8% △ 95 △ 4.1% △ 153 △ 6.5%

エネルギー転換 72 0.5% 87 0.6% 81 0.6% △ 6 △ 6.5% 9 11.9%

工業プロセス 1,399 9.7% 1,686 12.4% 1,564 11.9% △ 122 △ 7.3% 166 11.8%

廃棄物 225 1.6% 349 2.6% 351 2.7% 2 0.7% 126 55.9%

13,355 92.4% 12,480 91.8% 12,023 91.2% △ 458 △ 3.7% △ 1,332 △ 10.0%

632 4.4% 676 5.0% 682 5.2% 5 0.8% 50 7.9%

432 3.0% 417 3.1% 423 3.2% 6 1.4% △ 8 △ 2.0%

14 0.1% 14 0.1% 13 0.1% △ 0 △ 1.8% △ 1 △ 4.1%

- - - - - - - - - -

2 0.0% 2 0.0% 3 0.0% 1 41.4% 1 43.0%

12 0.1% 8 0.1% 46 0.3% 38 455.2% 34 290.3%

1,091 7.6% 1,117 8.2% 1,167 8.8% 50 4.4% 76 7.0%

14,445 100.0% 13,597 100.0% 13,189 100.0% △ 408 △ 3.0% △ 1,256 △ 8.7%

二酸化
炭素

エネルギー起源

非エネルギー起源

その他
ガス

メタン（CH4）

一酸化二窒素（N2O）

ハイドロフルオロカーボン類（HFCs）

パーフルオロカーボン類（PFCs）

六フッ化硫黄（SF6）

三フッ化窒素（NF3）

合計

2019年度

合計

温室効果ガス合計

部門

2013
（基準年）

2018年度

 

 

【概要】 
国は、令和３(2021)年に改訂した地球温暖化対策計画において、パリ協定を踏まえた長期的目標として2050

年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする「カーボンニュートラル」を実現すること、中期目標

として2030年度に46％削減することを定めています。国内の直近６年間（平成26(2014)年度～令和元(2019)

年度）の温室効果ガス排出量は連続して減少しており、東日本大震災津波後の節電や省エネの進展、再生可

能エネルギーの普及や原発の再稼働などがその主な要因となっています。一方、温室効果の高いフロン類の

排出量が増加しており、冷凍空調機器の廃棄時のフロン回収率の向上に向けた対策の強化が求められていま

す。 

本県は、令和３(2021)年度から令和12(2030)年度を計画期間とする「第２次岩手県地球温暖化対策実行計

画」において、温室効果ガスの排出削減目標、再生可能エネルギーの導入目標、森林吸収量の見込みを定め、

取組を進めてきました。 

このうち、温室効果ガス排出量については、平成25(2013)年度以降、減少傾向にあります。 

再生可能エネルギーについては、全国トップクラスの高いポテンシャルを生かして、太陽光や風力を中心

に順調に導入が進んでおり、令和３(2021)年度の再生可能エネルギー導入量は1,681MW 、再生可能エネルギ

ーの電力自給率は38.6％となっており、更に自給率が向上する見込みですが、送配電網への接続に制約が生

じている状況となっています。 

また、森林吸収源対策については、豊富な森林資源を背景に、造林や間伐などの森林整備や、木質バイオ

マスの利用拡大が図られており、造林については近年増加傾向にあります。 

 

 

 

 

（１）温室効果ガスの排出量の状況 

本県における令和元（2019）年度の

温室効果ガス排出量（実排出量）は

1,318万９千トンであり、第２次岩手県

地球温暖化対策実行計画（令和３年３

月策定）の基準年（2013年）比で125万

６千トンの減少（△8.7％）でした。 

森林吸収による削減効果（△9.8％）

及び再生可能エネルギー導入による削

減効果（△3.4％）を含めた排出量は、

1,128万２千トンであり、基準年比316

万３千トンの減少（△21.9％）でした。

(図1-1-1) 

前年度（2018年度）との比較では、

実排出量は40万８千トンの減少（△

3.0％）、森林吸収等を含めた排出量

は60万９千トンの減少（△5.1％）で

した。 

前年度との比較で、減少量が多い上

位３部門は、産業部門（△16万２千ト

ン（△4.6%））、工業プロセス部門（△

12万２千トン（△7.3%））、運輸部門

（△９万５千トン（△4.1％））でした。

(表1-1-1) 

 

 
 
 
 
 
 

１ 温室効果ガスの排出量 
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第１章 気候変動 

表 1-1-1 部門別温室効果ガス排出量 

図 1-1-1 温室効果ガス排出量の現状 
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（２）その他の温室効果ガス(フロン類)の回収状況 

我が国では、ウィーン条約及びモントリオール議定書に批准し、昭和63年に「特定物質の規制等による

オゾン層の保護に関する法律(オゾン層保護法)」を制定し、オゾン層破壊物質の生産・消費の削減に向け

て取り組み始めました。 

また、平成13年に「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)」、平成14年に「特定製品に係るフ

ロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収・破壊法)」、平成17年に「使用済自動車

の再資源化等に関する法律(自動車リサイク

ル法)」が施行され、ＣＦＣ、ＨＣＦＣ等のオ

ゾン層破壊物質の回収・破壊について法整備

されました。さらに、フロン類製造から廃棄

までのライフサイクルにわたる包括的な対策

が取られるよう、平成27年４月１日からフロ

ン回収・破壊法が改正され、「フロン類の使

用の合理化及び管理の適正化に関する法律

(フロン排出抑制法)」として施行されました。

しかしながら、第一種特定製品の廃棄時のフ

ロン類回収率が依然低迷していることから、

回収率向上を図るため直接罰の導入や建築物

等の解体工事に係る規制の厳格化などを定め

た改正フロン排出抑制法が令和２年４月１日

から施行されました。 

県内のフロン類回収量は横ばいで推移して

います。(図1-1-2) 

 

 

 

 

 

再生可能エネルギーに関する目標として「再生可能エネルギーによる電力自給率」を掲げ、令和12（2030）

年度までに 65％にすることを目指しています。令和３年度末の再生可能エネルギー導入量（電力利用）（累

計）は、太陽光の導入が進み、1,681 MW となりました。また、再生可能エネルギーによる電力自給率は 38.6％

となっています。(表 1-2-1，表 1-2-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

県では、森林の二酸化炭素の吸収・固定など森林の多面的な機能を持続的に発揮させるため、間伐・再

造林などの森林整備に取り組み、令和３年度の間伐面積は 4,228ha（前年比 100％）、間伐材利用率は 42.5％

（前年度 42.0％）となっています。また、造林面積は 1,103ha（前年比 111％）、このうち再造林面積は 993ha

（前年比 113％）となっています。 

 

表 1-2-2 再生可能エネルギーの導入実績 

エネルギー種別 平成22年度 
令和３年度 

実績 
増減率 

電
力
利
用 

太陽光 35 MW 1,011 MW 2,889 % 

風力 67 MW 154 MW 230 % 

バイオマス 2 MW 128 MW 6,400 % 

地熱 104 MW 111 MW 107 % 

水力 275 MW 278 MW 101 % 

小計 482 MW 1,681 MW 349 % 

 

表 1-2-1 再生可能エネルギーによる電力自給率 

目標 平成22年度 令和３年度 
令和12年度 

目標 

再生可能エネルギー

による電力自給率 
18.1 % 38.6 ％ 65 % 

２ 再生可能エネルギー導入状況 

３ 森林等による二酸化炭素吸収源対策の推進 
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【概要】 
持続可能な地域社会の形成に向け、環境中に排出されること等により海洋生態系に影響を与えることが懸

念されているプラスチックごみや、生活や事業活動により発生する食品ロス（本来食べられるにもかかわら

ず、捨てられている食品）の発生抑制など、廃棄物の発生抑制（リデュース）、再使用（リユース）、再生利用

（リサイクル）の３Ｒを基調とするライフスタイルの定着や環境に配慮した事業活動を促進する必要があり

ます。 

また、産業廃棄物の適正処理推進のため、産廃Ｇメンなどによる監視・指導を継続する必要があります。 

さらに、いわてクリーンセンターの後継となる最終処分場の整備に向けた取組を確実に進める必要があり

ます。 

 
 
 
 

令和２年度における岩手県のごみ排出量（※）は、406 千トン(対前年度：3.5％減)であり、このうち各

家庭から排出された生活系ごみの排出量は 285 千トン(対前年度：1.0％減)、生活系ごみから資源となるも

のを除いた家庭系ごみ排出量（資源ごみと集団回収量を除く）は 232 千トン（対前年度：0.1％増）、事業

所から排出された事業系ごみの排出量は 120 千トン(対前年度：8.9％減)でした。 

また、ごみ排出量のうち、資源として再生利用された量（以下「リサイクル量」という。）は 71 千トン

(対前年度：4.0％減)で、環境負荷の高い焼却処理量及び埋立処分量は 332 千トン(対前年度：2.9％減)で

した。 

また、浄化槽汚泥の処理量は、増加傾向にありましたが、令和元年度から２年連続で減少しました。し

尿の処理量は、公共下水道等の普及により減少傾向にあります。 

※ごみ排出量は、各家庭やスーパー等の事業所から排出されるごみの総量（産業廃棄物を除く）。 

（１）一人１日当たりごみ排出量 

岩手県のごみ排出量は、東日本大震災津波の影響等により増加傾向にありましたが、平成 25年度をピー

クに減少傾向となり、近年は横ばいで推移しています。令和２年度の一人１日当たりごみ排出量は、908 グ

ラム、一人１日当たり生活系ごみ排出量は 639 グラム、一人１日当たり家庭系ごみ（生活系ごみから資源

ごみを除いたもの）排出量は 520 グラム、一人１日当たり事業系ごみ排出量は 269 グラムでした。(図 2-

1-1，表 2-1-1) 

 

 

（２）リサイクル量・リサイクル率 

令和２年度におけるリサイクル量は 71 千トンで、ごみ処理量全体に占める割合（以下「リサイクル率」

という。）は 17.5 ％（対前年度：0.1 ポイント減）でした。ここ数年、リサイクル量・リサイクル率とも

にほぼ横ばいの状況が続いています。(図 2-1-2) 

市町村における分別収集品目数は以前よりも増えており、ペットボトルや食品トレイ以外のプラスチッ

ク製容器包装類や紙パック以外の紙製容器包装類等を新たに分別収集する取組が進められています。 

また、スーパー等の小売店舗における店頭資源回収の取組も広がっており、その利便性から店頭回収を

第２章 資源循環 

 
項  目 全国平均 本 県 

一人１日当たり 

ごみ排出量 
901 ｇ 908 ｇ 

 

うち生活系ごみ 649 ｇ 639 ｇ 

 うち家庭系ごみ 520 ｇ 520 ｇ 

うち事業系ごみ 252 ｇ 269 ｇ 

一人１日当たり 

ごみ処理量 
711 ｇ 743 ｇ 

リサイクル率 20.0 ％ 17.5 ％ 

 

表 2-1-1 全国との比較（令和２年度） 

※「一般廃棄物処理事業実態調査（令和２年度実績）」

（環境省）に基づくごみ排出量 

 １ 一般廃棄物 

図 2-1-1 ごみ排出量の推移 
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利用する県民も増えています。 

 

（３）一人１日当たりごみ処理量 

令和２年度におけるごみの焼却処理量及び埋立処分量は 332 千トンで、一人１日当たりのごみ処理量は、

743 グラムと、前年度から 11 グラム減少しました。(図 2-1-3) 

また、県内の最終処分場の残余容量は 652 千 m3で、残余年数は 14.1 年です。 

さらに、ごみ処理に要する経費のうち、処理及び維持管理に要した経費は 12,064 円で、前年度と比較し

て 706 円増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

（１）産業廃棄物の排出量 

令和２年度における産業廃棄物の排出量(家畜排せつ物を除く)は、年間約 2,513 千トンとなっており、

主な産業廃棄物は、汚泥 973 千トン（39%）、がれき類 998 千トン（40％）等となっています。(図 2-2-

1) 

業種別で見ると、建設業

1,201 千トン、電気・水道業

704 千トン、製造業 501 千ト

ン等となっています。 

東日本大震災津波からの復

興関連工事の増大や経済活動

の回復のため、震災直後は産

業廃棄物排出量等が増加傾向

にありましたが、平成 26年度

から減少傾向となっていま

す。 

県では、岩手県産業・地域ゼ

ロエミッション推進事業等

により、県内の事業者等にお

ける産業廃棄物等の発生抑

制やリサイクル、省資源化等の取組を促進・支援しています。 

 

（２）産業廃棄物の処理業者・施設数 

産業廃棄物処理業者については、年々増加傾向にあり、令和４年３月末現在 2,003 業者が許可を受け

ており、このうち 1,830 業者が収集・運搬のみの業者です。(表 2-2-1) 

また、産業廃棄物処理施設については、令和４年３月末現在中間処理施設 316 件、最終処分場 26 件、

計 342 件が設置されています。(表 2-2-2，表 2-2-3) 

図 2-1-2 リサイクルの推移 
図 2-1-3 焼却・最終処分量の推移 

 ２ 産業廃棄物 

図 2-2-1 産業廃棄物の排出状況等 
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表 2-2-1 産業廃棄物処理業許可業者数(各年度末現在) 

年度 収集運搬 中間処理 
収集運搬 
中間処理 

収集運搬 
最終処分 

29 1,705(235) 35(3) 128(6) 3(0)

30 1,746(233) 32(3) 128(6) 3(0)

R1 1,779(240) 32(3) 125(6) 3(0)

R2 1,813(251) 29(3) 126(6) 3(0)

R3 1,830(257) 28(3) 125(6) 3(0)

年度 
中間処理 
最終処分 

収集運搬 
中間処理 
最終処分 

最終処分 計 

29 1(0) 14(0) 3(1) 1,889(245)
30 1(0) 14(0) 2(1) 1,926(243)
R1 1(0) 14(0) 2(1) 1,956(250)
R2 1(0) 14(0) 2(1) 1,988(261)
R3 1(0) 14(0) 2(1) 2,003(267)

注)( )は特別管理産業廃棄物処理業者である。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（３）産業廃棄物処理指導 

平成 11 年度から県内に産業廃棄物適正処理指導員（産廃Ｇメン）を配置し、廃棄物の不法投棄、野焼

き等の不適正処理の調査・指導や適正処理のための啓発を行っています。(表 2-2-4) 

表 2-2-4 産廃Ｇメン配置状況 
年度 Ｈ11 Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14～Ｒ３ 

配置数 4 人 6 人 9 人 11 人 

表 2-2-2 産業廃棄物処理施設設置状況 

（令和４年３月末現在） 
施 設 の 種 類 総数 事業者 処理業者 公共 

中
間
処
理
施
設 

汚泥の脱水施設 25 10 8 7 

汚泥の乾燥施設 0 0 0 0 

汚泥の天日乾燥施設 0 0 0 0 

汚泥の焼却施設 7 1 6 0 

廃油の油水分離施設 1 0 1 0 

廃油の焼却施設 4 0 4 0 

廃酸又は廃ｱﾙｶﾘの中和施設 0 0 0 0 

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類の破砕施設 24 0 24 0 

がれき類等の 

破砕施設 

がれき 138 1 137 0 

木くず 104 3 101 0 

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類の焼却施設 6 0 6 0 

PCB 廃棄物の焼却施設 0 0 0 0 

産業廃棄物の焼却施設 7 1 6 0 

有害物質を含む汚泥の 

ｺﾝｸﾘｰﾄ固型化施設 
0 0  0 

水銀含有汚泥のばい焼施設 0 0 0 0 

ｼｱﾝ化合物の分解施設 0 0 0 0 

PCB 廃棄物の分解施設 0 0 0 0 

PCB 廃棄物の洗浄施設 0 0 0 0 

(焼却施設の実数) 10 2 8 0 

小    計 316 16 293 7 

最
終
処
分
場 

遮断型最終処分場 0 0 0 0 

安定型最終処分場 21 1 20 0 

管理型最終処分場 5 0 3 2 

小    計 26 1 23 2 

合    計 342 17 316 9 

表 2-2-3 がれき類等破砕施設の詳細 

（令和４年３月末現在） 
  総数 事業者 処理業者 

がれき類 

移動専用 29 0 29 

定置等 109 1 108 

計 138 1 137 

木くず 

移動専用 31 1 30 

定置等 73 2 71 

計 104 3 101 

 

- 6 -



 

（１）事案の概要 

平成 12 年５月、青森県の産業廃棄物処分業の許可を得ていた八戸市の業者が青森との県境に大規模な不

法投棄を行っていたことが明らかになり、関係者が逮捕されました。 

現場は、二戸市（16ha）と青森県田子町（11ha）にまたがる原野（27ha）で、燃え殻、汚泥、廃油、ＲＤ

Ｆ様物（可燃性廃棄物を圧縮し固形燃料化したものの偽装物）等様々な廃棄物が投棄されており、その量

は両県で約 151 万トン、うち岩手県側は約 35 万８千トンでした。 

この不法投棄には埼玉県の産業廃棄物処理業者も共謀しており、両法人及びその代表者は、廃棄物処理

法違反で有罪となりました。 

県は、これら不法投棄を行った者に対し廃棄物の撤去や汚染状況の調査を命ずるとともに、当該法人の

財産の仮差押えを行い、命令の履行費用に充てさせました。 

 

（２）行政代執行による原状回復対策 

廃棄物の撤去は、本来、不法投棄を行った者

が行うべきですが、既に破産又は清算中である

ことから、これらの者による原状回復は見込め

ない状況にあります。 

一方、地域住民の健康被害を未然に防止し、

安心して暮らしていくためには、廃棄物の全量

を撤去することが必要な状況でした。 

このため、県では不法投棄を行った者に代わ

り、国の財政支援を受けて廃棄物を撤去（行政

代執行）することとし、平成 14 年 10 月に行政

代執行に着手しました。  

行政代執行に着手した当初は、周辺への汚染

拡散の防止に万全を期すため、キャッピング工

事（埋立廃棄物を覆う遮水シート設置）や環境モニタリング調査を行いました。平成 17 年度からは、現地

に整備した廃棄物選別施設を活用し、本格的に撤去を進め、平成 26 年３月をもって、現場から全ての廃棄

物の撤去を完了しました。(表 2-3-1) 

この他、現場には廃棄物から染み出した汚染による汚染土壌、汚染地下水があり、ベンゼン等の揮発性

有機化合物による汚染土壌については、平成 19 年度から汚染状況に応じて複数の浄化工法を組み合わせて

実施し、平成 28 年７月に浄化作業を完了しています。 

汚染地下水については、新たに地下水の環境基準項目に追加された1,4-ジオキサンの浄化を目的として、

地下水を揚水し水処理する等の対策を講じ、令和４年度で原状回復事業は終了する見込みです。 

 

（３）不法投棄の行為者及び排出事業者等の責任追及 

廃棄物の撤去等に要した費用については不法投棄を行った者に求償していますが、破産又は清算中であ

ることから、納付されていないのが現状です。このため、県では、不法投棄を行った法人や元役員の財産

の差押・換価により、令和３年度末までに約１億１千万円を回収しました。 

また、不法投棄を行った者に廃棄物の処理を委託した排出事業者は約１万２千者に及ぶことが明らかに

なっていますが、このうち法令に違反して処理を委託した疑いがある者に対しては徹底した調査を行って

おり、違反が明らかとなった場合には、措置命令又は納付命令を行っています。 

措置命令又は納付命令を行った者は 26 者ですが、この他に自主的に撤去（費用拠出）する旨を申し出た

者が 61 者あり、これらを合計すると約 15,781 トンの廃棄物が排出事業者等により撤去されることになり

ます。これを金銭に換算すると、約６億円の公費負担が軽減されることになります。 

表 2-3-1 廃棄物年度別処分状況 
  実績処分量 累計処分量 累計比率 

H16 15,212 t 15,212 t 4.2 % 

H17 30,207 t 45,419 t 12.7 % 

H18 39,095 t 84,514 t 23.6 % 

H19 45,075 t 129,589 t 36.2 % 

H20 46,810 t 176,399 t 49.3 % 

H21 51,307 t 227,706 t 63.6 % 

H22 52,988 t 280,694 t 78.4 % 

H23 23,536 t 304,230 t 84.9 % 

H24 38,158 t 342,388 t 95.6 % 

H25 15,743 t 358,131 t 100.0 % 

 

３ 青森県境不法投棄事案 
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【概要】 

本県は、北海道に次ぐ全国２位の森林面積を有し、「三陸復興国立公園」と「十和田八幡平国立公園」の

２つの国立公園をはじめ、２つの国定公園、７つの県立自然公園、三陸ジオパークや森林公園等が存在する

など、全国に誇れる優れた自然環境に恵まれており、人間と自然との共生が図られ、日常生活の中でも身近

に自然にふれあうことができる環境にあります。こうした豊かで多様な自然環境の中で、森林生態系の食物

連鎖の頂点に立つイヌワシや、早池峰山の固有種であるハヤチネウスユキソウなどの希少野生動植物をはじ

めとする多くの生物が生息・生育しています。 

一方、シカやイノシシ、ツキノワグマなどの野生動物の増加、生息域の拡大による農林業被害や人身被害

や、マツノザイセンチュウによる松くい虫被害が発生しています。 

 

 

 

 

優れた自然環境、身近な自然環境の保全を図るため、

自然環境保全法及び岩手県自然環境保全条例に基づ

き指定した自然環境保全地域及び環境緑地保全地域

は、23地域、6,126 haとなっています。(表3-1-1) 

県内に14箇所指定されている自然環境保全地域に

は、自然保護指導員各１人を配置し、保全地域の巡視

をするとともに、立入者に対し保全上必要な指導を行

っています。 

生物多様性の重要性を理解・認識し、多様な主体  

の参画と協働による自然環境の保全活動に取組んで

います。 

 

 

 

   

（１）鳥獣保護区等の指定 

野生鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化を図るため、県では平成29～令和３年度を計画期間とする

第12次鳥獣保護管理事業計画により、各種施策を実施しました。 

① 鳥獣保護区 

鳥獣保護区は、野生鳥獣の保護繁殖に適している区域を定め、鳥獣の捕獲を禁止して鳥獣の保護繁殖

を図るものです。指定に当たっては、農林水産業の関係者及び市町村等関係機関との調整を十分に図り

ながら行っています。 

令和３年度においては、年度内に指定期限が到来する鳥獣保護区７箇所中７箇所の指定期間を更新し、

鳥獣保護区は129箇所127,973 

haとなりました。(表3-2-1) 

なお、鳥獣保護区の区域で

特に鳥獣の生息環境の優れた

区域を指定する特別保護地区

は、12箇所6,188haとなってい

ます。 

② 特定猟具使用禁止区域 

特定猟具の使用による危険

の予防又は静穏の保持のために特定猟

具使用禁止区域を指定しています。 

特定猟具使用禁止区域は、狩猟者と

住民の接する機会が多いと予想される

地域、見通しが悪く事故発生の危険が

高い地域を指定しています。特定猟具

には、銃器及びわなの２つがあります

が、本県では、現在まで銃器の使用禁

第３章 生物多様性と自然環境 

１ 自然環境保全地域等の指定 

表 3-2-1 鳥獣保護区の状況(単位:ha) 

 
H29 H30 R1 R2 R3 

箇所 面積 箇所 面積 箇所 面積 箇所 面積 箇所 面積 

現計 131 129,885 129 128,286 129 127,973 129 127,973 129 127,973

新設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

更新 19 8,723 18 18,290 10 29,383 11 13,810 7 3,231

継続 112 121,162 111 109,996 119 98,590 116 114,163 122 12,474

表3-1-1 自然環境保全地域等の指定状況 

区 分 箇所数 面積(ha) 
県土に占

める割合

(％) 

備 考 

自然環境

保全地域 
14 4,956 0.3 国指定の

２箇所を

含む 
環境緑地

保全地域 
9 1,170 0.1 

生物多様

性上重要

な地域 

11 － －  

２ 野生生物の保護管理対策 

表3-2-2 特定猟具使用禁止区域の状況(単位:ha) 

年度 
 
区分 

H29 H30 R1 R2 R3 

箇所 面積 箇所 面積 箇所 面積 箇所 面積 箇所 面積 

現計 19083,188 19384,174 19383,856 19283,870 19183,919

新設 3523,722 42 6,609 19 9,317 19 3,653 15 3,123

継続 15559,466 15177,565 17474,539 17383,217 17680,796
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止区域のみを指定しています。 

令和３年度においては、15箇所3,123haを指定しました。この結果、特定猟具使用禁止区域は、191箇

所83,919haとなっています。(表3-2-2) 

③ 指定猟法禁止区域 

狩猟可能な地域で水鳥の飛来が見られる地域のうち、水鳥の飛来が多く、狩猟者が多いなどの花巻・

北上、胆沢・前沢、一関の1,827haを平成17年11月から鉛製散弾を使用する猟法を禁止する指定猟法禁止

区域に設定し、平成27年11月に一部区域を拡大し、2,002haとなっています。 

 

（２）野生鳥獣の実態把握のための調査 

① ガンカモ科鳥類の生息調査 

住民の関心の高いハクチョウなどガンカモ科

の鳥類の渡来状況を１月に一斉調査しました。

(表3-2-3) 

② ニホンジカの生息調査 

五葉山地域の生息数を把握するため、平成４

年度、平成８年度、平成11年度、平成18年度及

び平成24年度の計５回にわたってヘリコプター

からの目視による調査を実施しました。 

また、定点における生息密度調査や冬季のシ

カの採食状況を調べる植生（ササ）調査を毎年

実施しています。 

 

（３）野生鳥獣の保護管理 

① シカ管理対策 

農林業被害が深刻なニホンジカは、生息数の増加や生息域の拡大に伴い、狩猟を中心とした個体数管

理が難しくなっています。 

このため、県では令和４年３月に策定した第６次シカ管理計画に基づき、関係部局等が連携して個体

数管理、被害防止等の総合的な対策を実施しています。 

令和３年度は、狩猟、市町村による有害鳥獣捕獲及び県が実施主体となる指定管理鳥獣捕獲等事業に

より、26,839頭が捕獲されています。また、野生鳥獣の捕獲の担い手となる狩猟者の育成と確保に取り

組みました。 

② イノシシ管理対策 

本県のイノシシについては、生息域の拡大に伴い、農業被害額は増加傾向にあります。また、平成23

年に一関市で初めて捕獲されて以降、年々捕獲頭数が増加し、令和３年度には945頭が捕獲されています。 

このため、県では、国の指定管理鳥獣捕獲等事業を活用して生息状況調査及び捕獲に取り組むととも

に、研修会の開催等により捕獲技術の向上を図っています。 

③ ツキノワグマ管理対策 

平成30～令和２年度にツキノワグマの生息数調査を実施し、

県内の生息数を、およそ3,700頭と推計しました。この推定生

息数を基に、ツキノワグマ地域個体群の長期にわたる安定的

な維持並びに人身被害の防止及び農林業被害の軽減を図り、

人とツキノワグマとの共存を図ることを目的に、令和４年３

月に策定した第５次ツキノワグマ管理計画に基づき、個体数

を3,400頭まで低減を図るとともに、生息環境の整備や被害防

除対策、出没に係る注意報の発表による注意喚起などの総合

的な対策を実施しています。 

また、令和２年度から、出没や被害発生時に迅速かつ円滑

な対応が可能となるようツキノワグマに係る有害鳥獣捕獲許

可の運用を見直しています。 

④ ニホンカモシカ管理対策 

令和２年度にカモシカの生息状況を調査した結果、生息密度は平均0.56頭/㎞２でした。（調査地域は

８市町村、計26箇所) 

これを基に、カモシカ地域個体群の安定的な維持と農林業被害の軽減を図り、人とカモシカとの共存

を図ることを目的として、個体数調整の実施を含む第５次カモシカ管理計画を令和４年３月に策定し、

生息環境の管理、被害防除対策などの総合的な対策を実施しました。 

ツキノワグマ 

表3-2-3 過去５年の渡来数の推移(単位:羽) 
区分

 
年度 

ﾊｸﾁｮｳ 
類 

ｶﾞﾝ類 
ｶﾓ類 

合計 
ｺｶﾞﾓ ｶﾙｶﾞﾓ ｵｼﾄﾞﾘ ﾏｶﾞﾓ その他 計 

H29 6,219 179 2,344 7,003 21 5,259 6,707 21,334 27,732 

H30 4,610 2,392 1,923 7,469 5 5,435 4,590 22,265 29,267 

R1 4,851 1,404 2,207 7,383 99 8,298 5,222 26,428 29,267 

R2 4,569 3,742 961 4,573 12 3,885 4,245 13,676 21,987 

R3 3,906 3,108 831 3,916 6 3,066 2,350 11,166 18,180 

(基準日は毎回１月中旬) 
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⑤ 幼傷病鳥獣の保護(表3-2-4) 

近年、幼傷病鳥獣の保護収容件数は年間約

200件前後で推移していますが、保護について

住民からの問い合わせが依然多くあります。 

その要因としては、鳥獣保護思想の高揚及び

野生鳥獣の生息域と人間の生活域との接近が

考えられます。 

このことから、雛や幼獣を傷病鳥獣と誤認し

て保護することがないように普及啓発を図る

とともに、鳥獣保護センターにおける幼傷病鳥

獣の保護に加え、獣医師会との連携のもと県内

の開業獣医師による保護も実施しています。 

令和３年度の保護実績は、181件であり、ハ

クチョウなどの鳥類が165件、リスなどの獣類

が16件となっています。 

⑥ 有害鳥獣捕獲(表3-2-5) 

鳥獣が農作物に被害を与える場合、生活環境

若しくは自然環境を悪化させる場合、又はそれ

らのおそれがある場合には、都道府県知事等の

許可を受けて有害鳥獣を捕獲することができ

ます。 

知事権限に係る許可事務は広域振興局長に

委任しているほか、平成９年度からカラス等の

鳥類10種、ノウサギ等の獣類５種について、全

ての市町村長に許可権限を移譲しています。 

また、平成18年度からはニホンジカ・アナグ

マ・ハクビシン・カワウの４種についても順次、

希望する市町村長に許可権限を移譲し、現在、

鳥類11種、獣類12種について、全市町村に許可

権限を移譲しています。 

また、有害鳥獣捕獲は、被害状況を調査のう

え、目的を達成するために必要な許可をするこ

ととしています。 

⑦ 狩猟の適正化 

ア 狩猟者登録 

狩猟をしようとする者は、狩猟免許のほか

入猟する県の登録を受けなければならない

こととされています。 

令和３年度中に本県に登録した狩猟者は

県内者が2,592人、県外者が576人、合計3,168

人で、県内の狩猟者は増加傾向にあります。

(表3-2-6) 

県外からの登録は、東北及び関東地方の狩

猟者がほとんどで、登録者が多い県は、第一

種銃猟登録者で、青森県185人、宮城県89人、

秋田県73人、埼玉県41人などとなっています。 

（参考：表3-2-7 狩猟による狩猟鳥獣の捕

獲数の推移） 

 

 

 

 

 

  

 

表3-2-4 幼傷病鳥獣の年度別保護件数の推移 

年度 

区分 
H29 H30 R1 R2 R3 

鳥類
鳥獣保護センター 65 48 60 104 80 

振興局等 91 136 95 85 85 

獣類
鳥獣保護センター 7 4 39 11 10 

振興局等 17 7 11 7 6 

計 224 180 205 207 181 

 (注)鳥獣保護センターの欄には、振興局等で保護し、鳥

獣保護センターに運搬したものを含む。 

表3-2-5 有害鳥獣捕獲の目的による鳥獣の捕獲数 

年 度 
区 分 

捕 獲 数 

R1 R2 R3 

鳥 
 

 
 

類 

許 可 証 交 付 数 138 80 112 

カ モ 類 2,841 1,610 1,379 

カ ラ ス 類 9,660 6,641 5,528 

ス ズ メ 類 336 253 251 

キ ジ バ ト 616 464 432 

ド バ ト 281 105 150 

ヒ ヨ ド リ 554 353 267 

ム ク ド リ 584 305 212 

カ ワ ウ 224 142 106 

そ の 他 272 238 86 

鳥 類 計 15,368 10,111 8,411 

獣 
 

 
 

類 

許 可 証 交 付 数 1,158 1,212 1,120 

ク マ 352 440 385 

シ カ 8,869 11,526 13,677 

イ ノ シ シ 145 422 624 

キ ツ ネ 46 76 49 

タ ヌ キ 314 406 551 

ノ ウ サ ギ 17 17 14 

ノ ネ コ 0 0 0 

ノ イ ヌ 0 0 0 

ハ ク ビ シ ン 656 860 680 

そ の 他 136 184 147 

獣 類 計 10,535 13,931 16,127 

合   計 25,903 24,042 24,538 

表3-2-6 狩猟者登録の状況 

区 分 種 類 
登 録 者 数 

R1 R2 R3 

県内者 

網猟 23 23 22 

わな猟 804 928 1,057 

第一種銃猟 1,494 1,464 1,488 

第二種銃猟 27 29 25 

計 2,348 2,444 2,592 

県外者 

網猟 1 1 1 

わな猟 27 27 26 

第一種銃猟 577 528 544 

第二種銃猟 6 4 5 

計 611 560 576 

合計 

網猟 24 24 23 

わな猟 736 955 1,083 

第一種銃猟 2,099 1,992 2,032 

第二種銃猟 24 33 30 

計 2,959 3,004 3,168
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イ 狩猟事故防止対策 

狩猟者登録証の交付時に狩猟事故防止に

関する資料を配付し、狩猟者の資質の向上に

努めました。 

ウ 狩猟取締り 

狩猟関係法令違反の取締り及び事故防止

のため、令和３年度においては、自然保護課

及び広域振興局等の職員を特別司法警察員

(24人)、立入検査職員にそれぞれ任命しまし

た。 

また、警察官、鳥獣保護巡視員(75人)及び

猟友会の狩猟指導員(44人)とともに狩猟取

締りパトロール隊を編成して、正しい狩猟の

指導と違反及び事故の防止に努めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成14年12月に岩手県希少野生動植物の保護に関する条例に基づき指定した、指定希少野生動植物16種、

特定希少野生動植物10種の監視や保護対策を実施しています。(表3-3-1) 

 

 

表3-3-1 希少野生動植物 

①指定希少野生動植物 (捕獲、採取等を禁止する種) 

ハヤチネウスユキソウ、ナンブトラノオ、ナンブトウウチソウ、トチ

ナイソウ、ヒメコザクラ、ナンブイヌナズナ、チシマツガザクラ、エ

ゾノツガザクラ、チシマギキョウ、ゴヨウザンヨウラク、チシマウス

バスミレ、ホソバノシバナ、リシリシノブ、ゲイビゼキショウ、ゴマ

シジミ、イワテセダカオサムシ 

②特定希少野生動植物 (流通を監視する種) 

ハヤチネウスユキソウ、ナンブトラノオ、ナンブトウウチソウ、トチ

ナイソウ、ヒメコザクラ、ナンブイヌナズナ、チシマツガザクラ、エ

ゾノツガザクラ、チシマギキョウ、リシリシノブ 

 

 

 

 

 

（１）自然公園の適正な利用の推進 

① 自然公園の指定 

本県には、三陸復興、十和田八幡平の２つの国立公園と栗駒、早池峰の２つの国定公園があります。

また、花巻温泉郷、久慈平庭、外山早坂高原、湯田温泉峡、折爪馬仙峡、五葉山、室根高原の７つの県

立自然公園があります。 

４ 自然公園等の整備の推進及び利用の促進 

表3-2-7 狩猟による狩猟鳥獣の捕獲数の推移 
年 度 

区 分 
捕 獲 数 

R1 R2 R3 

鳥 
 

 

類 

キ ジ 1,976 1,886 1,553 

ヤ マ ド リ 2,505 2,366 1,578 

カ モ 類 2,933 2,979 2,682 

カ ラ ス 類 741 531 517 

ス ズ メ 類 780 802 929 

キ ジ バ ト 141 119 154 

ヒ ヨ ド リ 79 81 120 

そ の 他 46 33 23 

鳥 類 計 9,201 8,797 7,556 

獣 
 

 

類 

ク マ 62 96 63 

シ カ 757 903 1,352 

イ ノ シ シ 11 27 50 

キ ツ ネ 54 50 72 

タ ヌ キ 275 243 297 

ノ ウ サ ギ 155 54 61 

テ ン 27 10 16 

ハ ク ビ シ ン 38 52 41 

そ の 他 29 26 22 

獣 類 計 1,408 1,461 1,974 

合   計 10,609 10,258 9,530 

 

ハヤチネウスユキソウ 

３ 希少野生動植物保護対策 

ナンブトウウチソウ 
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本県の自然公園面積は、国立公園が29,206 

ha(県土面積の1.9％)、国定公園が20,219 

ha(同1.3％)、県立自然公園22,817ha(同

1.5％)となっています。その総面積は72,242 

haで県土面積1,527,889haの4.7％を占めてい

ます。(表3-4-1) 

② 自然公園の保護と管理 

ア 開発行為等の規制・許認可 

自然公園内における風致景観を保護する

ため、自然公園内に特別地域、特別保護地

区(国立公園、国定公園)を指定しています。

こうした地区内の風致景観を損なうおそれのある行為は、環境大臣又は知事の許可が義務付けられて

います。また、普通地域においても一定の改変行為については環境大臣又は知事への届出が必要とさ

れています。 

イ 管理・啓発・ボランティア活動 

令和３年度は自然公園内の主要な地区に自然公園保護管理員を配置し、公園管理や啓発指導に努め

ました。 

また、県内の国定・県立自然公園、自然環境保全地域で活動するグリーンボランティアにより、利

用者へのマナーの普及啓発に努めています。 

一方、国においては自然公園指導員を委嘱し、国立公園及び国定公園において、自然の紹介、解説

案内などの活動を行っています。 

ウ 早池峰地域の総合的保全対策 

早池峰地域では、登山者による入込み数の増加に伴い、その人為的影響などで、登山道周辺の高山

植物の踏み荒らしや盗採、山頂避難小屋のし尿処理、登山車両による道路交通混雑等の問題が提起さ

れていることから「早池峰クリーン＆グリーンキャンペーン」を実施し、登山者に対するマナーガイ

ドの配布や携帯トイレの販売、盗採防止パトロール等を行っています。 

 

（２）三陸ジオパークの推進 

三陸ジオパークは、青森県八戸市から岩手県の沿岸全域（県内13市町村）を縦断して宮城県気仙沼市ま

での南北約220㎞、東西約80㎞、その海岸線は約300㎞にも及ぶ日本一広大なジオパークとして、平成25年

９月に日本ジオパークとして認定されました。 

ジオパークは、地域に親しみ、山や川をよく見てその成り立ちと仕組みに気付き、生態系や人間生活と

の関わりを考える場所であり、また、そのような地球を学ぶ旅を楽しむ場所です。 

 三陸地域では、約５億年前から続く地球の営みが長い時間をかけて造り上げた地質や素晴らしい景観、

特異の地質・地形で育つ全国でも貴重な生態系等にも親しむことができます。 

 

 

 

 

 

多様な森林の中で豊かな感性と心を

育てるとともに、森林、自然とのふれ

あいや、さまざまな体験ができる魅力

ある森林づくりの一環として、森林公

園（５箇所）と緑化センターを設置し

ています。(表3-5-1) 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年３月末現在における県内の温泉地は83地域となっています。また、温度では42℃(高温泉)以上が

全体の約６割以上を占めています。 

表 3-4-1 自然公園の地種別区分面積 
(令和４年３月末現在) 

区分 
公園面積 

特別保護 

地区 
比率 特別地域 比率 普通地域 比率 

（ha） （ha） （％） （ha） （％）（ha） （％）

国立公園 29,206 2,323 8.0 25,008 85.6 1,875 6.4 

国定公園 20,219 945 4.7 19,274 95.3 - - 
県立 

自然公園 
22,817 - - 20,638 90.5 2,179 9.5 

計 72,242 占有面積＝72,242/１,527,889≒4.7％ 

 

表3-5-1 森林公園等の概要 

名 称 所在地 
面積

（ha） 
主な施設 

県民の森 八幡平市 360 
森林ふれあい学習館「フォレストI」、木材工

芸センター、キャンプ場、野鳥等観察施設 

滝沢森林公園 滝 沢 市 62 野鳥観察の森「ネイチャーセンター」 

千貫石 〃 金ケ崎町 975 もりの学び舎、野鳥等観察施設 

大窪山 〃 大船渡市 576 もりの学び舎、野鳥等観察施設 

折爪岳 〃 二 戸 市 461 もりの学び舎、展望台 

緑化センター 奥 州 市 5 見本庭園、樹木園、林業展示館 

計  2,439  

５ 森林公園等の整備の推進及び利用の促進 

６ 県内の温泉の状況 
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宿泊施設は、203施設で年間約136万人が保健休養の場として利用しています。 

 
 
 
 

（１）松くい虫被害 

アカマツは、本県民有林針葉樹面積の４割を占

め、資源量、素材生産量ともに全国１位となって

います。 

昭和54年に県内で初めて被害が確認された松く

い虫被害は、平成26年度以降、被害量が減少し、

令和３年度の被害量は約１万８千m3と平成25年度

の約４割となっているものの、被害区域の拡大が

見られます。(図3-7-1，表3-7-1) 

このため、被害先端地域では、監視の強化と感

染源の徹底駆除により、被害の北上阻止に努める

とともに、被害のまん延地域では、史跡・名勝等

の公益性の高い松林での薬剤散布等による予防や

感染源の駆除に加え、樹種転換を進めるなど、被

害対策を講じています。 

 

表3-7-1 松くい虫被害市町村数の推移 
年度 

区分 
H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 

被害市町村数 13 12 18 18 19 17 17 17 16 16 17 

 

（２）シカ被害 

県では、市町村が策定している鳥

獣被害防止計画を踏まえて、有害捕

獲や侵入防止柵の普及、さらに造林

木を守るための防護柵の整備や忌避

剤の散布等に取り組んできた結果、

シカによる農林業被害額は、平成25

年度のピーク時(29,761万円)より減

少しています。(表3-7-2) 
 

 

 

 

 

森林の持っている、水源のかん養、国土・生活環

境の保全、保健休養の場の提供など、公益的機能の

維持増進が期待される重要な森林を、森林法に基づ

いて「保安林」に指定しています。 

保安林には、その指定の目的により、水源かん養、

土砂流出防備、土砂崩壊防備、潮害防備、干害防備、

なだれ防止、魚つき、保健など17種類があります。 

本県では、地域森林計画に基づき、保安林の指定

を計画的に進めており、令和４年３月末の保安林面

積は、国有林、民有林合わせて約477千haとなり、本

県の森林面積に対して40.6%の配備率となっていま

す。(図3-8-1) 

 
 

 

８ 保安林の適正な管理 

表3-7-2 シカ農林業被害額の状況 
年度

区分 
26 27 28 29 30 R1 R2 R3 

農業被害額 

（万円） 
25,647 21,721 21,978 19,227 18,844 21,209 22,749 21,354 

林業被害額 

（万円） 
734 87 679 918 937 1,693 1,710 3,577 

合計 

（万円） 
26,381 21,808 22,657 20,145 19,781 22,902 24,459 24,931 

７ 森林・農地の被害対策 

図 3-7-1 松くい虫被害量の推移 
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図 3-8-1 本県の保安林(令和４年３月末現在) 

水源かん養保安林

土砂流出防備･土砂崩壊防備保安林

その他の保安林

4.90% 
23,379ha 

0.46% 
2,181ha 

1.55% 
7,393ha 

6.79% 
32,408ha 

民有林 

30.02% 

143,275ha 

21.68%  

103,474ha 

保安林面積 

477,292ha 

（本県森林面積

の40.6％） 

国有林 

69.98% 

334,017ha 

64.62% 

308,457ha 

㎥ 
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【概要】 

世界では、急速な経済成長を遂げている途上国で未だ深刻な大気汚染や水質汚濁に直面しているほか、先

進国でも化学物質による汚染が発覚するなど常に環境リスクに苛まれています。国内では、現在、大気中の

硫黄酸化物や窒素酸化物の濃度は改善の傾向がみられる一方で、広域的な移流の影響があるとされる光化学

オキシダントや微小粒子状物質(ＰＭ2.5)への対応など大気環境の課題があります。また、工場や工事現場な

どから油や有害物質が河川に流れ込む水質事故や、トリクロロエチレン等の有害物質の漏えいによる地下水

の汚染が毎年のように確認されています。こうした状況を踏まえ、国は、大気、水質等に係る環境基準の設

定や見直しを進めるとともに、環境法令の改正等による規制強化を図っています。 

本県の大気環境は、二酸化窒素をはじめとする大気汚染物質の環境基準をおおむね達成していますが、微

小粒子状物質などの濃度上昇が時期によっては観測されています。 

水環境は、公共用水域の水質汚濁の代表的な指標であるＢＯＤ(又はＣＯＤ)の環境基準をおおむね達成し

ています。 

また、人の健康や生態系の保全をより一層図るために、環境中の未規制物質による汚染物質のモニタリン

グや水生生物の保全に係る環境基準項目の監視を行う必要があります。 

 ひとたび公害が発生すると、自然環境を元の状態に回復させるには、多くの人々の努力と長い年月が必要

となります。北上川は、かつて旧松尾鉱山からのヒ素や鉄を含んだ強酸性の坑廃水が流出したため、著しく

黄濁し魚のすめない「死んだ川」と呼ばれていましたが、昭和57年の新中和処理施設の本格稼働により清流

を取り戻し、「母なる川」としてよみがえりました。しかしながら、この北上川の清流を維持するためには、

坑廃水処理を24時間365日休むことなく確実に実施していかなければなりません。 

私たちは、こうした北上川の清流化対策の歴史を記憶にとどめ、本県の大気や水環境等の質の維持向上を

図り、将来にわたり豊かな環境を守り育んでいく必要があります。 

 

 

 

 

 

（１）大気汚染状況常時監視測定 

① 環境基準と常時監視の体制 

大気汚染物質は、ぜん息などの健康被害

を引き起こすことから、人の健康を保護す

る上で維持されることが望ましい基準とし

て環境基準が定められています。(表4-1-1) 

県及び盛岡市では、県内の大気環境の環

境基準の達成状況を把握するため、11市１

町の15局で常時監視を実施しています。 

(115ページにＵＲＬ記載) 

○ 一般環境大気測定局 

大気汚染状況を常時監視するための11

市１町の13局(盛岡市・滝沢市・紫波町・

花巻市・北上市・奥州市・一関市・大船

渡市・釜石市・宮古市・久慈市・二戸市)  

○ 自動車排出ガス測定局 

自動車の走行による大気汚染を常時監

視するための２市の２局(盛岡市・一関

市) 

なお、大気汚染の関連指標であるばい

煙発生施設数及び自動車保有台数につい

ては、ここ数年横ばいで推移しています。

(図4-1-1) 

 

 

 

表4-1-1 大気環境基準 

汚染物質 環境基準 主な発生原因 
人の健康への 

主な影響 

二酸化硫黄 

(SO2) 

１時間値の１日平均値が 0.0

4ppm 以下、かつ、１時間値

が 0.1ppm 以下 

石油・石炭などの化

石燃料の燃焼に伴

って発生 

の ど や 肺 を 刺 激

し、気管支炎など

を起こす 

一酸化炭素 

(CO) 

１時間値の１日平均値が 10

ppm 以下、かつ、１時間値

の８時間平均値が 20ppm 以

下 

不完全燃焼に伴っ

て発生(主に自動車

排出ガス) 

血液中のヘモグロ

ビンと結びつき、

神経系に影響す

る 

浮  遊 

粒子状物質 

(SPM) 

１時間値の１日平均値が 0.1

0mg/㎥以下、かつ、１時間

値が 0.20mg/㎥以下 

工場などからのばい

じん、粉じん、ディー

ゼル黒煙及び自然

起源 

の ど や 肺 を 刺 激

し、気管支炎など

を起こす 

二酸化窒素 

(NO2) 

１時間値の１日平 均値が

0.04ppm から 0.06ppm まで

のゾーン内又はそれ以下 

燃焼に伴って発生

(工場・事業場及び

自動車などの移動

発生源) 

の ど や 肺 を 刺 激

し、気管支炎など

を起こす 

光化学 

オキシダント 

(Oｘ) 

１時間値が 0.06ppm 以下 窒素酸化物と炭化

水素類の光化学反

応によって２次的に

発生 

のどや目などを強

く刺激する。 

微  小 

粒子状物質 

(PM2.5) 

１年平均値が 15μg/m3 以

下、かつ、１日平均値が 35

μg/m3 以下 

燃料の燃焼(一次生

成)、光化学反応(二

次生成)など 

肺胞へ吸着し、呼

吸 器 系、 循環 器

系に影響する 

 

１ 大気環境の保全 
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② 環境大気常時監視測定結果 

県内の大気の状況は、光化学オキシダントを除き環境基準を達成しており、年平均値はほぼ横ばいで

推移しています。各測定項目の測定結果については以下のとおりです。 

ア 二酸化窒素(図4-1-2) 

11市１町の全14測定局で環境基準を達成しました。10年間継続して測定している局の年平均値は一

般環境大気測定局(10局)では0.005ppm、自動車排出ガス測定局(２局)では0.008ppmで、減少傾向にあ

ります。 

イ 浮遊粒子状物質(図4-1-3) 

８市の全10測定局で１日平均値の環境基準を達成しました。10年間継続して測定している局の年平

均値は、一般環境大気測定局(７局)、自動車排出ガス測定局(２局)とも0.010㎎/m3でした。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ウ 二酸化硫黄(図4-1-4) 

８市の全８測定局で環境基準を達成しました。10年継続して測定している局の年平均値は一般環境

大気(７測定局)では0.000ppmでした。 

エ 光化学オキシダント(図4-1-5) 

５市の５測定局いずれにおいても環境基準を達成できませんでしたが、光化学オキシダント注意報

の発令はありませんでした。10年継続して測定している局の昼間の１時間値の年平均値は0.032ppmで、

近10年間で見るとほぼ横ばいで推移しています。 

 

 

 

 

 

※大気汚染の環境基準による評価 

環境基準による大気汚染の状況の評価については、次のとおり

取り扱うこととされています。 

１ 短期的評価 

(1) 二酸化硫黄、光化学オキシダント、浮遊粒子状物質、一酸

化炭素 

測定を行った日の１時間値の１日平均値若しくは８時間

平均値又は１時間値を環境基準と比較して評価する。 

２ 長期的評価 

(1) 二酸化窒素 

１年間の測定を通じて得られた１日平均値のうち、低い方

から数えて98%に当たる値を環境基準と比較して評価する。 

(2) 浮遊粒子状物質、二酸化硫黄、一酸化炭素 

１年間の測定を通じて得られた１日平均値のうち、高い方

から数えて２%の範囲にある測定値を除外した後の 高値を

環境基準と比較して評価する。ただし、１日平均値の環境基

準を超える日が２日以上連続した場合には、非達成とする。 

(3) 微小粒子状物質(PM2.5) 

(1)と同様に評価するほか、１年平均値を長期基準と比較

し、その両者の基準を満たした場合に達成とする。 

図 4-1-1 大気汚染関連指標の推移 

図 4-1-2 二酸化窒素の年平均値 図4-1-3 浮遊粒子状物質の年平均値 
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オ 一酸化炭素 

盛岡市の自動車排出ガス測定局１局で、昭和49年度の開局以降、長期的及び短期的評価の環境基準

を達成しています。 

カ 微小粒子状物質(ＰＭ2.5)（図4-1-6） 

平成21年９月に新たに環境基準が告示されたことから、平成24年度までに８市に全10測定局を整備

しました。 

令和３年度は全10測定局で環境基準を達成し、注意喚起の実施もありませんでした。 

    なお、成分の分析を実施するとともに知見を蓄積し、原因等についての調査を進めています。 

③ 有害大気汚染物質測定結果 

平成８年５月に大気汚染防止法が改正され、新たに有害大気汚染物質の調査を実施することになり、

平成９年10月から県と盛岡市で、モニタリングを開始しました。 

環境基準が定められているテトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ジクロロメタン及びベンゼ

ンは、全ての地点において環境基準を達成しました。(図4-1-7) 

  
 

 

 

 

（２）大気汚染物質の発生源の規制及び指導 

① 法律・条例による規制の概要 

大気汚染防止法及び県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例では、ばい煙

及び粉じんについて大気汚染物質の排出が規制されています。 

なお、中核市である盛岡市、県の事務の権限移譲を受けている宮古市、花巻市及び北上市では、法に

基づく規制事務を行っています。 

ア 硫黄酸化物 

硫黄酸化物は、ばい煙発生施設ごとに、排出口の高さに応じて許容限度を定めるＫ値規制方式がと

られています。 

本県におけるＫ値は、盛岡市(旧都南村及び旧玉山村の地域を除く)、宮古市(旧田老町、旧新里村及

図4-1-4 二酸化硫黄の年平均値 図4-1-5 光化学オキシダントの昼間の 

１時間値の年平均値 

図4-1-7 ベンゼンの年平均値 図4-1-6 微小粒子状物質(ＰＭ2.5)の 

日平均値の年平均値 

- 16 -



 
 

び旧川井村の地域を除く)及び釜石市が14.5、その他の地域が17.5です。 

イ ばいじん 

ばい煙発生施設の種類及び規模ごと

に、排ガス中に含まれるばいじん量で排

出基準が定められています。また、条例

では、廃棄物焼却炉及びオガライトの製

造の用に供する乾燥炉について規制を

行っています。 

ウ 有害物質 

ばい煙発生施設の種類ごとに、カドミ

ウム及びその化合物、塩素及び塩化水素、

ふっ素、ふっ化水素及びふっ化珪素、鉛

及びその化合物、窒素酸化物の５物質に

ついて排出基準が定められています。 

エ 粉じん 

アスベスト等の人の健康に係る被害

を生ずるおそれのある物質を「特定粉じ

ん」、それ以外の粉じんを「一般粉じん」

として区別しています。 

一般粉じんについては、法及び条例に

より一般粉じん発生施設の種類ごとに

集じん機、散水設備、防じんカバーの設

置等の構造、使用及び管理に関する基準

が定められています。 

特定粉じんについては、法により特定

粉じんが発生し、又は飛散する建築物そ

の他の工作物の解体、改造又は補修に係

る作業基準が定められています。 

オ 揮発性有機化合物(ＶＯＣ)  

ＶＯＣ排出施設の種類ごとに、排ガス中

に含まれるＶＯＣの炭素換算濃度により排

出基準が定められています。 

カ 水銀 

 水銀排出施設の種類ごとに、排ガス中に

含まれる水銀量で排出基準が定められてい

ます。 

② 施設の設置状況 

一定規模以上のばい煙発生施設や粉じん

発生施設は、大気汚染物質の発生源として、

排出基準等が適用され、設置や変更に当たっ

ては知事への事前届出が義務付けられており、

その届出状況は次のとおりでした。 

ア ばい煙発生施設(表4-1-2) 

法対象施設は、1,618事業所の3,558施設で

した。ボイラーが2,620施設(74％)と も多

く、次いでディーゼル機関が579施設(16％)、

乾燥炉が105施設(３％)でした。 

イ 粉じん発生施設(表4-1-3) 

法対象一般粉じん発生施設は、286事業所

の1,732施設でした。コンベアが851施設

(49％)を占め、次いで破砕機・摩砕機が400

施設(23％)でした。 

ウ ＶＯＣ排出施設(表4-1-4) 

法対象施設は、９事業所の25施設でした。

塗装施設が10施設(40％)と も多く、次いで

表 4-1-2 ばい煙発生施設の設置状況 
(令和４年３月末現在) 

施設名 計 
届出 

施設 

電気

工作

物 

ガス

工作

物 

鉱山

に係る

施設 

大
気
汚
染
防
止
法 

延事業所数 1,618 1,415 372 2 3 

ば
い
煙 

1  ボイラー 2,620 2,605 9 - 6 

2  ガス発生炉・加熱炉 2 - - 2 - 

3  焙焼炉・焼結炉 1 1 - - - 

5  金属溶解炉 32 32 - - - 

6  金属加熱炉 22 22 - - - 

7  石油加熱炉 3 3 - - - 

9  焼成炉 18 17 - - 1 

10 反応炉 2 2 - - - 

11 乾燥炉 105 103 - - 2 

13 廃棄物焼却炉 61 61 - - - 

21 肥料等製造用施設 5 5 - - - 

29 ガスタービン 92 13 78 1 - 

30 ディーゼル機関 579 142 437 - - 

31 ガス機関 13 2 10 1 - 

計 3,558 3,011 534 4 9 

条
例 

事業所数 30  

ば
い
煙 

１ 廃棄物焼却炉 30 

２ オガライト乾燥炉 - 

計 30 

 施設名は法施行令別表第１及び条例施行規則別表第１による 

表4-1-4 ＶＯＣ排出施設の設置状況 
(令和４年３月末現在) 

施設名 
届出 

施設 

大
気
汚
染
防
止
法 

事業所数 9 

V 

O 

C 

  

1  乾燥施設 1 

2  塗装施設 10 

3  乾燥施設(塗装の用に供する) 4 

4  乾燥施設(印刷回路用銅張積層板、粘着テープ

等の製造における接着の用に供する) 
8 

5  乾燥施設(接着の用に供する) 1 

9  貯蔵タンク 1 

計 25 

1 施設名は法施行令別表第１の２による。 

2 ガス工作物、電気工作物、鉱山に係る施設は該当なし。 

表 4-1-3 粉じん発生施設の設置状況 
(令和４年３月末現在) 

施設名 計 
届出 

施設 

電気工

作物 

鉱山に係

る施設 

大
気
汚
染
防
止
法 

事業所数 286 256   1   29 

一
般
粉
じ
ん 

2 堆積場 290 252   6 32 

3 コンベア 851 812   1 38 

4 破砕機・摩砕機 400 376   - 24 

5 ふるい 191 177 - 14 

計 1,732 1,617 7 108 

条
例 

粉
じ
ん 

事業所数 574 574 

 
 

 

1 堆積場 94 94 

2 破砕機・摩砕機 113 113 

3 ふるい 167 167 

4 打綿機   252   252 

5 切断機施設等 1,182 1,182 

計 1,808 1,808 

 施設名は法施行令別表第２及び条例施行規則別表第２による。 
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乾燥施設(印刷回路用銅張積層板等の製造)

が８施設(32％)でした。 

エ 水銀排出施設(表4-1-5) 

法対象施設は、29事業所の46施設でした。

廃棄物焼却炉が41施設(89％)と も多く、

次いでセメントの製造の用に供する焼成炉

が３施設(７％)でした。 

 

 

 

 

 

③ 立入検査の実施状況 

法及び条例に基づき、ばい煙関係78事業所338施設、粉じん関係14事業所14施設について立入検査を実

施(表4-1-6)し、一部の施設についてばい煙量等の測定を実施しました。(表4-1-7) 

その他の施設では自主測定記録の確認により検査を実施した結果、排出基準を超過していた施設は認

められませんでした。 

施設の使用管理の不備に対する改善命令や警告等の行政処分は、該当がありませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）アスベスト対策 

① 特定粉じん排出等作業 

令和３年度に届出がなされた実施件数は39件(うち盛岡市は11件)でした。 

また、法に基づく立入検査の実施件数は51件(うち盛岡市は11件)でした。作業基準その他アスベスト

の飛散防止対策について確認を行った結果、基準に違反による計画変更命令等の行政処分は、該当があ

りませんでした。 

 

② 石綿健康被害者の救済 

県では、石綿健康被害者の迅速な救済を図るため、「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基

づき、平成19～28年度にかけて救済給付に充てるための石綿健康被害救済基金に対し資金を拠出しまし

た。 

この救済給付制度により、令和４年３月末までに、県内において医療費等の支給の認定を受けた件数

は63件、特別遺族弔慰金等の支給の認定を受けた件数は49件でした。 

  

 

 

 

 

 

 

 

表4-1-5 水銀排出施設の設置状況 
(令和４年３月末現在) 

施設名 計 
届出

施設 

電気 

工作物 

大
気
汚
染
防
止
法 

事業所数 29 27 2 

水

銀 

  

1  小型石炭混焼ボイラー 1 - 1 

2  石炭燃焼ボイラー 1 - 1 

7  セメントの製造の用に供する焼成炉 3 3 - 

8   廃棄物焼却炉 41 41 - 

計 46 44 2 

1 施設名は法施行令別表第１及び法施行規則別表第３の３による。 

2 ガス工作物、鉱山に係る施設は該当なし。 

表4-1-6 工場・事業場の立入検査実施状況 
(令和４年３月末現在) 

区分 
事業所数 施設数 

県 盛岡市 県 盛岡市 

大
気
汚
染
防
止
法 

ばい煙 
対象 1,336 282 2,988 570 

実施件数 58 20 313 25 

一般粉じん 
対象 264 22 1,540 192 

実施件数 14 0 14 0 

VOC 
対象 9 1 24 1 

実施件数 0 0 0 0 

水銀 
対象 23 6 35 11 

実施件数 2 0 3 0 

条例 

ばい煙 
対象 29 2 29 2 

実施件数 0 0 0 0 

粉じん 
対象 554 20 1,709 99 

実施件数 0 0 0 0 

表4-1-7 ばい煙測定の実施状況及び措置状況 
(令和４年３月末現在) 

区分 
事業

所数 

施設

数 

測定項目数 基準

超過

件数 
SＯｘ ＮＯｘ 

ばい

じん 
ＨＣl 

大気汚染

防止法 

県 10 14 10 14 12 0 0 

盛岡市 1 1 1 1 1 1 0 

条例 
県 0 0 0 0 0 0 0 

盛岡市 0 0 0 0 0 0 0 

計 11 15 11 15 13 1 0 
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（１）公共用水域 

水質汚濁防止法の規定に基づき作成した「令和

３年度公共用水域水質測定計画」により、県内の

126河川、９湖沼及び14海域の計149の公共用水域

(ただし、環境基準当てはめ水域は、河川91、湖沼

９、海域15)において、国土交通省41地点、岩手県

207地点、盛岡市15地点で水質測定を実施しました。

(達成状況は巻末資料参照。115ページにＵＲＬ記

載)  

① 水質の概況 

ア 健康項目(表4-2-1) 

(人の健康の保護に関する環境基準)  

健康項目の環境基準は、カドミウム等27項

目について、全水域一律に基準が適用されて

おり、基準達成・非達成の評価は全シアンに

ついては 高値、その他の項目については年

間平均値で行うこととされています。 

令和３年度は84地点で調査を行い、砒素が

１地点環境基準を超過しましたが、それを除

く全ての水域で環境基準を達成しました。 

イ 生活環境項目 

(生活環境の保全に関する環境基準) 

生活環境項目の環境基準は、ｐＨ、ＢＯＤ

など12項目について、水域ごとに環境基準類

型が当てはめられており、その類型で定めら

れている基準値がその水域に適用されます。

本県においては、115水域(河川91、湖沼９、

海域15)において環境基準の類型が当てはめ

られており、そのうち基準の厳しい(きれいな

水である)ＡＡ類型が29水域、Ａ類型が84水域

となっています。 

令和３年度は、水質汚濁の代表的指標であ

るＢＯＤ(河川)又はＣＯＤ(湖沼及び海域)の

環境基準の達成率が95.7％で、高い水準を保

っています。(表4-2-2，図4-2-1) 

また、富栄養化の指標である全燐の環境基

準を当てはめている７湖沼(網取ダム貯水池

など)、同様に全窒素及び全燐の環境基準を当

てはめている８海域(宮古湾など)の計15水域

については、豊沢ダム貯水池、四十四田ダム

貯水池及び世増ダム貯水池において全燐が環

境基準値を超過し、環境基準の達成率は

80.0％でした。(表4-2-3) 

なお、水生生物の保全の指標である全亜鉛、

ノニルフェノール及びＬＡＳ(直鎖アルキル

ベンゼンスルホン酸及びその塩)の環境基準

を当てはめている81水域(河川72、湖沼９)に

ついては、全ての水域で環境基準を達成しま

した。(表4-2-4～表4-2-6)  

 

 

 

表4-2-1 「人の健康の保護に関する環境基準」の 

達成状況 

項     目 

令和２年度 令和３年度 

調査 

地点数 

基準超過 

地点数 

調査 

地点数 

基準超過 

地点数 

カドミウム 
工場の下流、鉱床

地帯等で測定 
44 0 44 0 

全シアン 
工場の下流等で

測定 
27 0 23 0 

鉛 
工場の下流、鉱床

地帯等で測定 
50 0 47 0 

六価クロム 
工場の下流等で

測定 
28 0 27 0 

砒素 
工場の下流、鉱床

地帯等で測定 
52 0 49 1 

総水銀 
工場の下流、鉱床

地帯等で測定 
37 0 37 0 

アルキル水銀 
工場の下流等で

測定 
17 0 22 0 

ＰＣＢ 
工場の下流等で

測定 
18 0 15 0 

ジクロロメタン 

有機塩素化合物 

工場の下流等で

測定 

54 0 46 0 

四塩化炭素 53 0 45 0 

1,2-ｼ゙ ｸﾛﾛｴﾀﾝ 53 0 45 0 

1,1-ｼ゙ ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 53 0 45 0 

ｼｽ-1,2-ｼ゙ ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 53 0 45 0 

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 53 0 45 0 

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 53 0 45 0 

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 53 0 45 0 

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 53 0 45 0 

1,3-ｼ゙ ｸﾛﾛﾌ゚ ﾛﾍ゚ ﾝ 

農薬 

農業地帯、 

ゴルフ場の下流 

で測定 

 

32 0 29 0 

チウラム 33 0 29 0 

シマジン 32 0 28 0 

チオベンカルブ 32 0 28 0 

ベンゼン 
工場の下流等で

測定 
29 0 25 0 

セレン 主要河川で測定 25 0 21 0 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 主要河川で測定 26 0 22 0 

ふっ素 
工場の下流等で

測定 
29 0 25 0 

ほう素 主要河川で測定 41 0 37 0 

1,4-ジオキサン 
工場の下流等で測

定 24 0 20 0 

計 
実数 

92 

実数 

0 

実数 

84 

実数 

1 

備考)複数項目の調査を行う地点があるため調査地点の

計は各項目の地点数の合計とはならない。 

２ 水環境の保全 
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ＢＯＤ・ＣＯＤの環境基準に対する適合性の評価方法について 
ＢＯＤ・ＣＯＤについては、環境基準点で測定されたデータ(日間平均値)の年間データのうち、75%以上

のデータが基準値を満足することにより環境基準を達成しているとみなします。 
なお、複数の環境基準点を有する水域における評価については、すべての環境基準において基準値を満

足している場合に、達成とみなします。 
 
 
窒素・燐の環境基準に対する適合性の評価方法について 
窒素・燐については、環境基準点で測定されたデータ(表層)の年間平均値が基準値を満足することによ

り環境基準を達成しているとみなします。 
なお、複数の環境基準点を有する水域における評価については、湖沼については全ての環境基準点にお

いて基準値を満足している場合に、海域については年間平均値を当該水域内の全ての基準点について平均
した値が基準値を満足している場合に、達成とみなします。 
 
 
全亜鉛、ノニルフェノール及びＬＡＳの環境基準に対する適合性の評価方法について 
全亜鉛、ノニルフェノール及びＬＡＳについては、環境基準点で測定されたデータ(日間平均値)の年間

平均値が基準値を満足することにより環境基準を達成しているとみなします。 
なお、複数の環境基準点を有する水域における評価については、当該水域内の全ての環境基準点におい

て基準値を満足している場合に、達成とみなします。 

図 4-2-1 ＢＯＤ(又はＣＯＤ)環境基準達成状

況の経年変化 

97.3 96.3 98.2 99.1 97.3 98.2 99.1 99.1 98.2 96.5 95.7

88.2 87.4 88.6 89.1 91.1 90.3 89.0 89.6 89.2 88.8 

0

20

40

60

80

100

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

％

年度

岩手県 全国

表 4-2-4 全亜鉛の環境基準の達成状況 

類型 
河  川 湖  沼 全  水  域 

当てはめ

水域数 

非達成 

水域数 

当てはめ

水域数 

非達成 

水域数 

当てはめ

水域数 

非達成 

水域数 
生物特

A 
0 0 0 0 0 0 

生物 A 73 0 9 0 82 0 

計 73 0 9 0 82 0 

達成率 100% 100% 100% 

表4-2-6 ＬＡＳの環境基準の達成状況 

類型 
河  川 湖  沼 全  水  域 

当てはめ

水域数 

非達成 

水域数 

当てはめ

水域数 

非達成 

水域数 

当てはめ

水域数 

非達成 

水域数 
生物特

A 
0 0 0 0 0 0 

生物 A 73 0 9 0 82 0 

計 73 0 9 0 82 0 

達成率 100% 100% 100% 

表4-2-5 ノニルフェノールの環境基準の達成状況 

類型 
河  川 湖  沼 全  水  域 

当てはめ

水域数 

非達成 

水域数 

当てはめ

水域数 

非達成 

水域数 

当てはめ

水域数 

非達成 

水域数 
生物特

A 
0 0 0 0 0 0 

生物 A 73 0 9 0 82 0 

計 73 0 9 0 82 0 

達成率 100% 100% 100% 

表4-2-2 ＢＯＤ(又はＣＯＤ)環境基準達成状況 

類 

型 

河川 湖沼 海域 全水域 

当ては

め水域

数 

非 達

成 水

域 数 

当ては

め水域

数 

非 達

成 水

域 数 

当ては

め水域

数 

非 達

成 水

域 数 

当ては

め水域

数 

非 達

成 水

域 数 

AA 29 0 0 0 - - 29 0 

Ａ (61)60 1 9 2 15 2 (85)84 5 

Ｂ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ｃ 2 0 0 0 0 0 2 0 

計 (92)91 1 9 2 15 2 (116)115 5 

達成率 98.9% 77.8% 86.7% 95.7% 

※ ( )書きは、全当てはめ水域ですが、馬淵川上流水域は、環境基準点が他

県にあるため達成率の算出から除いてあります。 

表4-2-3 全窒素・全燐の環境基準の達成状況 

類 

 

型 

湖沼 海域 全水域 

当てはめ 

水域数 

非達成 

水域数 

当てはめ 

水域数 

非達成 

水域数 

当てはめ 

水域数 

非達成 

水域数 

Ⅰ 0 0 0 0 0 0 

Ⅱ 3 1 8 0 11 1 

Ⅲ 4 2 0 0 4 2 

Ⅳ 0 0 0 0 0 0 

Ⅴ 0 0 0 0 0 0 

計 7 3 8 0 15 3 

達成率 57.1% 100% 80.0% 

※ 全窒素・全燐ともに環境基準を満足している場合に、達成水域としました。 
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ウ 要監視項目 

要監視項目は、人の健康の保護に関連する

物質で、環境中の検出状況から健康項目とな

っていませんが、知見の集積に努めるべきと

されているもので、クロロホルム等32項目が

指定されています。このうち、指針値が定め

られている25項目について、超過した地点は

ありませんでした。(表4-2-7) 

 

② 水域区分ごとの水質状況 

ア 河川 

(ア) 北上川流域 

北上川は、流路延長249km、流域面積

10,150km2を有し、本県内陸部を縦断して宮

城県で太平洋に注ぐ、我が国第４位の流域

面積をもつ河川です。岩手県に属する区域

は、流路延長176km、流域中心部で比較的広

い平野となっています。 

主な支流は、上流部では奥羽山脈から赤

川、松川、雫石川、また、北上山地から丹

藤川、中津川があります。旧松尾鉱山のそ

ばを流れる赤川は、同鉱山から強酸性の坑

内水や浸透水が排出され、以前はかなり汚

濁されていましたが、国や県の各種対策に

より水質は安定に保たれています。(図

4-2-2，表4-2-8) 

北上川、雫石川、中津川の合流点に位置

している盛岡市は人口約30万人の県内 大

の都市ですが、各河川には鮭がそ上し、「き

れいな水」に生息する水生生物が多く確認

されるなど良好な水環境を保っています。 

中流域から下流域にかけては、北上川支

流のなかで 大の流域面積(954.5km2)をも

つ猿ヶ石川、 大の流路延長(75.3km)を持つ

和賀川や稗貫川、豊沢川、胆沢川、磐井川、

砂鉄川など多くの支流が流入しています。こ

れらは、西の奥羽山脈又は東の北上高地を源

とし、いずれも岩手の穀倉地帯を潤すととも

に、ここに住む人々の生活に欠かせない上水

道にも利用されるほか、恵まれた自然景観や、

イワナやヤマメ、アユなどの川の幸をもたら

しています。また、本流沿いに立地する工業

地帯へは質量ともに恵まれた工業用水を供

給しています。 

また、本流域には、岩手県全人口の70％以

上が住み、その流域面積は岩手県全面積

15,275km2のうち約50％(約7,860km2)を占

めることから、盛岡市、花巻市、北上市、

奥州市及び滝沢市など８市町を対象とし

た北上川上流流域下水道事業や一関市と

平泉町を対象とした磐井川流域下水道事

業の整備が進められており、人口集中地域

からの生活排水や工場排水による都市内

中流河川の汚濁については改善傾向にあ

ります。(図4-2-3) 

表4-2-8 北上川上流域の水質の経年変化(砒素) 
年度 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 

富士見橋 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.004 0.005 0.005

東大更橋 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

船田橋 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

定量 

限界値 
0.001 

表4-2-7 要監視項目の測定結果 
(令和４年３月末現在) 

項目 

調査 

地点

数 

検出 

地点

数 

指針

値超

過地

点数
クロロホルム 

有機塩素化合物  
工場の下流等で測定 

12 0 0 
トランス-1,2 

-ジクロロエチレン 
11 0 0 

１,２-ジクロロプロパン 11 0 0 
ｐ-ジクロロベンゼン 11 0 0 
イソキサチオン 

農業地帯、ゴルフ場の
下流で測定  

13 0 0 
ダイアジノン 13 0 0 
フェニトロチオン 13 0 0 

イソプロチオラン 13 0 0 

オキシン銅 13 0 0 
クロロタロニル 13 0 0 

プロピザミド 
13 
13 

0 0 

ＥＰＮ 13 0 0 

ジクロルボス 13 0 0 

フェノブカルブ 13 0 0 
イプロベンホス 13 0 0 
クロルニトロフェン 13 0 - 
トルエン 工場の下流等で測定  3 0 0 
キシレン 工場の下流等で測定  3 0 0 
フタル酸 

ジエチルヘキシル 
主要河川で測定 3 0 0 

ニッケル 工場の下流等で測定 12 6 - 

モリブデン 主要河川で測定 6 0 0 

アンチモン 主要河川で測定 8 0 0 

塩化ビニルモノマー 工場の下流等で測定 5 0 0 

エピクロロヒドリン 工場の下流等で測定 5 0 0 

全マンガン 工場の下流等で測定 12 12 0 

ウラン 工場の下流等で測定 4 1 0 
ペルフルオロオクタンスルホ

ン酸(PFOS)及びペルフルオロ

オクタン酸(PFOA) 

工場の下流等で測定 8 8 0 

フェノール 工場の下流等で測定 6 0 - 

ホルムアルデヒド 工場の下流等で測定 7 0 - 

4-t-オクチルフェノール 工場の下流等で測定 3 0 - 

アニリン 工場の下流等で測定 3 0 - 

2,4-ジクロロフェノール 工場の下流等で測定 3 0 - 

図 4-2-2 北上川流域の水質の経年変化 
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環境基準の類型指定については、ＡＡ類

型が６水域、Ａ類型が37水域、Ｃ類型が２

水域となっており、すべての水域でＢＯＤ

の環境基準を達成しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(イ) 内陸北部地域 

馬淵川周辺地域は、北上高地北部から青森県に流下する馬淵川、雪谷川、瀬月内川が主な河川で

す。雪谷川と瀬月内川は県境付近で合流し、新井田川となって馬淵川とともに八戸湾に注いでいま

す。利水は農業用水が多く、馬淵川からは上水道用水の取水があります。 

環境基準の類型指定については、Ａ類型が６水域となっています。馬淵川及び新井田川のいずれ

も青森県に環境基準点があるため、本県のみの測定で評価できませんが、県内においては概ね良好

な水質となっています。 

また、これらの地域は、県条例による排水基準の上乗せ基準が適用されています。 

米代川は、総流路延長136.3㎞、流域面積4,099.4km2を有し、秋田県能代市で日本海に注いでいま

す。本県に属する部分の流域は山林と農村地帯が主です。 

環境基準の類型指定については、ＡＡ類型に指定されており、当該地域の全ての水域でＢＯＤの

環境基準を達成しました。 

(ウ) 沿岸北部流域 

(青森県境から宮古市田老町北部にかけて) 

沿岸北部流域は、北上高地北部から太平洋に注ぐ流路の短い河川がほとんどですが、久慈川は流

路延長27.6km、流域面積464.7km2を有し、また、小本川は流路延長48.7km、流域面積731km2の比較

的流量の多い河川です。各河川とも自然環境に恵まれ、環境基準の類型指定については、ＡＡ類型

が８水域、Ａ類型が５水域となっており，全ての水域でＢＯＤの環境基準を達成しました。 

(エ) 沿岸中部地域 

(宮古市田老町南部から釜石市までの沿岸海川) 

流路延長73.7km、流域面積972km2と流量も豊富で支流も多い閉伊川や甲子川、鵜住居川を除けば

急流の小規模な河川が多くなっています。各河川とも東日本大震災津波により堤防等が被災し、現

在復旧工事等を行っています。 

また、宮古市田老町の長内川上流には、旧田老鉱山がありますが、鉱業権者が鉱害対策を行って

います。 

環境基準の類型指定については、ＡＡ類型が12水域、Ａ類型が９水域となっており、全ての水域

でＢＯＤの環境基準を達成しました。 

また、甲子川流域には、県条例による上乗せ基準が適用されています。これは排水量が 40m3/日(一

律基準 50m3/日)以上の排出水のある特定事業場が対象となり、業種によって 40m3/日未満の事業場

についても適用され、各項目についてより厳しい排出基準が定められているものです。 

(オ) 沿岸南部地域 

(大船渡市三陸町から宮城県境まで) 

流路延長40km、流域面積515.9km2の気仙川を除けば、リアス式海岸へ流れ込む急流で小規模な河

川が多くなっています。各河川とも東日本大震災津波により堤防等が被災し、現在復旧工事等を行

っております。 

環境基準の類型指定については、ＡＡ類型が２水域、Ａ類型が５水域となっており、Ａ類型の１

水域環境基準超過がありましたが、これを除く全ての水域でＢＯＤの環境基準を達成しました。 

イ 湖沼 

本県の天然湖沼の多くは奥羽山系の山岳湖沼であり、いずれも小規模(面積0.1km2以下)で環境基準

は当てはめられていません。 

ダム湖(総貯水量1,000万m3以上)については９湖沼について環境基準の類型指定を行っています。類

型は全て湖沼Ａとなっており、豊沢ダム貯水池、世増ダム貯水池で環境基準超過がありましたが、そ
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図4-2-3 北上川流域におけるＢＯＤの変化 
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表4-2-9 水浴場の調査結果 

水浴場名 判定結果 

高田松原 適 (水質 AA) 

根浜海岸 適 (水質 AA) 

浄土ヶ浜 適 (水質 AA) 

女遊戸 適 (水質 AA) 

真崎海岸 適 (水質 AA) 

舟渡 適 (水質 AA) 

種市海浜公園 適 (水質 AA) 
＜参考＞ 

ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、ＣＯＤ及び透明度によって、

「水質ＡＡ」及び「水質Ａ」であるものを「適」、「水質Ｂ」

及び「水質Ｃ」であるものを「可」とする。 

れ以外の７水域でＣＯＤの環境基準を達成しました。 

また、御所ダム、豊沢ダム、入畑ダムについては全燐Ⅱ類が、四十四田ダム、綱取ダム、田瀬ダム、

世増ダムについては全燐Ⅲ類型がそれぞれ当てはめられており、豊沢ダム、四十四田ダム、世増ダム

を除く４水域で環境基準を達成しました。 

ウ 海域 

(ア) 一般環境 

いずれも水産業が盛んで、ほとんどの海域でワカメ、ホタテガイ等の養殖が行われており、湾岸

では水産加工業が発達しています。また、いずれの海域もその大部分が三陸復興国立公園区域であ

り、宮古湾の浄土ヶ浜などの景勝地には多くの観光客が訪れます。東日本大震災津波により甚大な

被害を受けましたが、現在復興に向けての取組が行われています。 

環境基準の類型指定については、14湾15水域において行っています。全て海域Ａとなっており、

釜石湾と大船渡湾を除く13水域でＣＯＤ

の環境基準を達成しました。 

また、岩手県の湾の多くは閉鎖性海域で

あり、富栄養化が進行するおそれがあるこ

とから、全ての閉鎖性海域８海域で全窒素

及び全燐についても環境基準の類型指定

を行っており、全ての水域で環境基準を達

成しました。 

(イ) 海水浴場 

令和３年度に開設した県内の水浴場の

うち規模の大きな海水浴場７地点におい

て、水質測定を実施しました。 

調査結果により水浴場の水質は「適」、

「可」及び「不適」に評価され、７地点全

てで水浴場として適当な「適」と判定され

ました。(表4-2-9) 

 

（２）地下水 

「令和３年度地下水質測定計画」に基づき地域の全体的な地下水質の概況を把握する「概況調査」、新

たに発見された汚染井戸の周辺を調査する「汚染井戸周辺地区調査」、汚染井戸の経年水質変化の監視を

目的とした「継続監視調査」の３種類に区分し、県内の140井戸(このうち、水質汚濁防止法の政令市の盛

岡市実施分は29井戸)の地下水質について調査を行いました。その結果、24井戸で環境基準値を超過しまし

た。 

① 概況調査 

22市町村において64井戸で実施し、１井戸で鉛の環境基準超過がありました。 

② 汚染井戸周辺地区調査 

１市町村において８井戸で実施し、１井戸で鉛の環境基準超過がありました。 

③ 継続監視調査 

20市町村において68井戸で実施し、22井戸で環境基準値を超過しました。主な基準超過物質は、鉛、

砒素、テトラクロロエチレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素等です。 

④ 結果に基づく対応 

所管広域振興局保健福祉環境部等では、環境基準を超過した汚染井戸の所有者に対して、市町村と連

携を図りながら水道水または新たな水源へ切替えを指導しています。(有機塩素化合物による汚染の場合

は、切替えまでの間、煮沸飲用するよう指導) 

また、汚染井戸周辺に有害物質使用特定施設が所在する場合は、当該事業場の立入検査を実施し、当

該物質の保管、使用、廃棄を適正に行うよう指導の強化を行うこととしています。 

なお、環境基準または指針値の２分の１以上の値が検出された井戸は、原則として、継続監視調査地

点として引き続き汚染状態を監視することとしています。 

 

（３）工場・事業場排水の監視及び指導 

① 特定施設等の届出状況 

水質汚濁防止法及び県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例により、特定

施設等(法で規制する施設)、又は汚水等排出施設(条例で規制する施設)(以下「特定施設等」という。)

を設置しようとする者は、あらかじめその内容を知事(盛岡市に設置する場合は、盛岡市長)に届け出る
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ことが義務づけられています。 

法対象事業場数5,168のうち717事業場に

対し排水基準が適用され、また、条例対象事

業場数は26、うち２事業場に対し排水基準が

適用されました。（表4-2-10，図4-2-4） 

② 排水規制の概要 

特定施設等を設置する事業場から排出さ

れる排出水の規制項目は次のとおりです。 

ア 人の健康に被害を生ずるおそれのある

物質(有害物質) 

対象となるカドミウム等27物質につい

ては、全ての特定事業場に対して全国一律

の基準が適用されています。 

イ 生活環境に係る被害を生ずるおそれが

ある項目(生活環境項目) 

対象となる水素イオン濃度等14項目に

ついては、１日当たりの平均的な排出水が

50m3以上の特定事業場に対し全国一律の

基準が適用されています。また、窒素含有

量は葛丸ダム貯水池、大船渡湾等の３湖沼

９海域に流入する排水、燐含有量は高松の

池、大船渡湾等40湖沼９海域に流入する排

水について適用しています。 

なお、新井田川河口水域及び釜石湾水域

に排出水を排出する場合は、県の排水基準

を定める条例に基づきより厳しい排水基

準が課せられています (上乗せ基準)。 

 

 

表4-2-10 水質汚濁防止法及び県民の健康で快適な

生活を確保するための環境の保全に関す

る条例届出状況     (令和４年３月末現在) 

区分 法施設 
条例 

施設 
計 

届
出
特
定
事
業
場
数 

A 1日当たりの平均排水量50m3以上のもの 
578 

(31) 

1 

(0) 
579 

  有害物質を使用するもの 
46 

(5) 

0 

(0) 
46 

B 1 日あたりの平均排水量 50m3 未満のもの 
4,570 

(470) 

25 

(1) 
4,595 

  C 上乗せ基準適用 
1 

(0) 

1 

(1) 
2 

  D 有害物質を使用するもの 
138 

(41) 

0 

(0) 
138 

小計 
(A+B) 

5,148 

(501) 

26 

(1) 
5,174 

 
うち排水基準適用事業場 

(A+C+D) 
717 

(72) 

2 

(1) 
719 

 E 第 5 条第 3 項有害物質使用特定事業場 
16 

(9) 
 16 

F 届出有害物質貯蔵指定事業場 
37 

(4) 
 37 

 G うち有害物質貯蔵指定施設のみ 
4 

(0) 
 4 

届出事業場数 合計 
(A+B+E+G) 

5,168 

(510) 

26 

(1) 
5,194 

注)( )の数値は盛岡市分の再掲 

図 4-2-4 特定事業場の業種区分(水質汚濁防止法関係) 

排水基準適用事業場

(717 事業場) 
※条例及び第 5 条第 3

項届出事業場を除く 

特定事業場全体

(5,148 事業場) 
※条例及び第 5 条第 3

項届出事業場を除く 
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③ 立入検査の実施状況 

延べ433事業場への立入検査の結果、そのうち排水基準に適合しない排出水を排出、又は排出するおそ

れのあったものは32事業場であり、違反項目

別では、ｐＨは10事業場、ＣＯＤは２事業場、

ＳＳは２事業場、大腸菌群数18事業場、全窒

素・全燐は２事業場、有害物質は８事業場と

なり、これらの事業場に対し、警告22件、勧

告・改善指導等15件の措置を行いました。(表

4-2-11) 

 

（４）汚水処理施設の整備の促進 

本県の下水道や合併浄化槽等の汚水処理施設

の人口普及率は、84.4％となりました。(図

4-2-5)  

引き続き、汚水処理の普及促進等を図るため、

平成29年度末に策定した県構想「いわて汚水処

理ビジョン2017」の目標である、令和７年度末

までの汚水処理人口普及率91％の達成に向け、

下記の事業に取り組んでいます。 

① 下水道 

本県における下水道整備は、盛岡市が昭和

28年に事業着手したのが始まりですが、現在、県において、北上川上流流域下水道(都南、花北及び胆江

の３処理区)及び磐井川流域下水道(一関処理区)の２つの流域下水道事業を実施しています。 

公共下水道事業は、令和４年３月末現在、葛巻町及び普代村を除く31市町村が実施しています。 

② 浄化槽 

公共用水域の水質を保全するためには、し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽の普及が必要です。

令和４年３月末現在、県内では、浄化槽59,042基（うち、住宅52,129基）が設置されています。県では

個人が設置及び管理する（個人設置型）浄化槽と市町村が事業主体となる（市町村設置型）浄化槽の整

備等に対する補助を行っています。 

③ コミュニティ・プラント(地域し尿処理施設) 

団地等でし尿と生活雑排水を併せて処理する施設が、令和４年３月末現在、３市に整備されています。 

④ 農業集落排水施設 

農業用排水の水質保全、農業用排水施設の機能維持及び農村生活環境の改善を図るため、農業集落に

おけるし尿、生活雑排水を処理する施設が、令和４年３月末現在、20市町村に整備されています。 

⑤ 漁業集落排水施設 

漁港や周辺水域の浄化を図るとともに、漁業の健全な発展と漁村の生活環境を改善するため、漁業集

落におけるし尿、生活雑排水を処理する施設が、令和４年３月末現在、10 市町村に整備されています。 
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全国平均 92.6％

岩手県平均 84.4％

表4-2-11 排水基準適用事業場に対する立入検査の

状況 

区分 法施設 条例施設 計 

排水基準適用事業場数 717(72) 2 719 

延べ立入検査実施事業場数 433(34) 0 433 

違反事業場数 32(2) 0 32 

措
置
内
容

改善命令 0(0) 0 0 

警告 22(0) 0 22 

勧告・改善指導等 15(2) 0 15 

排
水
基
準
違
反
項
目 

ｐH  10(2) 0 10 

BOD 0(0) 0 0 

COＤ 2(0) 0 2 

ＳＳ 2(0) 0 2 

大腸菌群数 18(2) 0 18 

全窒素・全燐 2(0) 0 2 

有害物質 8(0) 0 8 
※ 1事業場で複数の基準超過があるため排水基準違反項目の 

合計は違反事業場数と一致しない 

※ ( )の数値は盛岡市分の再掲 

図 4-2-5 県内市町村別汚水処理人口普及率（Ｒ４年３月末）※全国平均は福島県の一部町村を除いた値 
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土壌汚染対策法に基づく区域の指定件数は、令和４年３月末時点で要措置区域は４件、形質変更時要届出

区域は24件です。 

地盤沈下は、主に地下水の過剰な採取が原因で、建造物、道路、農用地等に被害が発生しますが、本県に

おいては、現在のところこれらの影響による地盤沈下は発生していません。 
 
 
 
 

 
（１）高速交通による騒音・振動 

① 高速自動車道 

東北自動車道における自動車騒音の実態を把握するため、沿線市町の29地点で調査を実施した結果、

環境基準の類型が当てはめられている地域においては全地点で環境基準を達成し、達成率は昨年度と同

等でした。(表4-4-1) 

高速自動車道に係る公害については、沿線各

県「東北・上越・北陸新幹線、高速自動車道公

害対策10県協議会」(昭和53年１月設置) を組織

し、公害対策の検討、情報交換を行うとともに、

遮音壁設置等の適切な公害防止対策の実施を東

日本高速道路株式会社に要望しました。 
また、本県独自でも岩手県高速交通公害対策

連絡協議会(昭和62年２月設置)を組織し、令和

２年度の測定結果を基に早急な騒音防止対策の

実施について、東日本高速道路株式会社東北支

社に要望しました。 

② 新幹線鉄道 

本県では、沿線住民の生活環境保全のため、一関市から盛岡市(車両基地まで)間の沿線区域について、

東北新幹線鉄道開業前の昭和52年９月に「新幹線鉄道騒音に係る環境基準」の地域指定を行いました。 

さらに、盛岡・八戸間開業前の平成10年３月には、盛岡市から二戸市までの沿線区域について、地域

指定を行いました。 

騒音・振動の測定については、従前から沿線

市町とともに行っています。令和３年度は、

騒音について23箇所延べ35地点において調査

を実施しました。標準測定点とされている25m

地点における環境基準の達成率は、43％(昨年

度52％)となっており、昨年度に比べ低下して

います。(表4-4-2) 

振動については、12箇所12地点全てが「環

境保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対策」

の指針値70デシベルを下回っています。 

新幹線鉄道に係る公害についても、

高速自動車道に対する取組と同様に、

岩手県高速交通公害対策連絡協議会よ

り東日本旅客鉄道株式会社に対して、

沿線住民の良好な生活環境の保全を図

るため「新幹線鉄道騒音に係る環境基

準」の達成に向けて効果的な対策の実

施を要望しました。 

③ 航空機 

花巻空港は、昭和39年２月に第３種

空港として供用開始され、同年４月開

港、その後、平成６年度には中型ジェ

軌道

中心 

から

の 

距離 

測定地点数 達成地点数 
R3 年度 

達成率(%) 

(参考) 

R2 年度 

達成率 

(%) 

Ⅰ Ⅱ 計 Ⅰ Ⅱ 計 Ⅰ Ⅱ 計 Ⅰ Ⅱ 計 

25m 11 12 23 4 6 10 36 50 43 46 60 52 

50m 7 5 12 3 3 6 43 60 50 57 100 75 

計 18 17 35 7 9 16 39 53 46 50 73 60 

表4-4-3 花巻空港航空機騒音調査結果 
地点 

番号 
測定地点所在地 

地域の 

類 型 

調査結果(単位：dB) 

春季 夏季 秋季 冬季 平均 

Ｎ２ 花巻市石鳥谷西中島第１地割 － 45 － － － 45 

Ｎ４ 花巻市二枚橋南１丁目 －  － 41 － 41 

Ｎ５ 花巻市石鳥谷町黒沼第３地割 Ⅰ 44 44 44 45 44 

Ｓ１ 花巻市下似内第８地割 － － － 47 － 47 

Ｓ２ 花巻市上似内第６地割 － 35 － － － 35 

Ｓ３ 花巻市下似内第４地割 Ⅰ 46 49 46 46 47 

３ 土壌環境及び地盤環境の保全 

表4-4-1 高速自動車騒音にかかる環境基準の達成 

状況 

地域の種類 
測 定 

地点数 

達 成 

地点数 

時間帯別達成地

点数 
R3 年度 

達成率

(%) 

(参考) 

R2 年度 

達成率 

(%) 
昼間 夜間 

Ａ類型 1 1 1 1 100 100 

Ｂ類型 2 2 2 2 100 100 

Ｃ類型 6 6 6 6 100 100 

無指定 20 19 20 19 95 100 

計 29 28 29 28 97 100 

４ 騒音・振動・悪臭防止対策 

表4-4-2 新幹線鉄道騒音環境基準の達成状況 

- 26 -



 
 

ット機の就航に向け、滑走路のかさ上げ工事が行われ、平成７年４月から中型ジェット機が就航し平成

17年３月には滑走路が500m延長され、2,500m滑走路が供用開始されました。 

本県では、同空港周辺地域の生活環境を保全するため、ジェット機の就航に先立ち、昭和58年２月に

花巻市に「航空機騒音に係る環境基準」の地域指定を行い、それに伴い調査地点を設置しました。 

令和３年度の測定結果は、騒音レベルは全地点で基準値を達成しています。(表4-4-3) 

 

（２）騒音・振動の発生源の規制及び指導 

① 規制地域の指定 

騒音規制法・振動規制法では、騒音・振動を防止して住民の生活環境を保全する地域を知事が指定し、

この指定地域内の工場・事業場における事業活動と建設工事に伴って発生する騒音・振動について必要

な規制を行うとともに、自動車から発生する騒音についての許容限度を定めています。また市町村長は、

道路交通に起因する自動車騒音と振動について措置を要請できることとされています。 

県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例では、工場・事業場の騒音につい

て騒音規制法の規制対象外の７種10施設に対し必要な規制を行っています。 

県は、法又は条例に基づき、騒音については、昭和47年度以降、振動については、昭和52年度以降、

順次、地域の実態に応じ規制地域の指定を行っています。(表4-4-4，表4-4-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）悪臭 

① 規制地域の指定・規制基準の設定 

法律による悪臭の規制は、昭和46年６月に公布され昭和47年５月に施行された悪臭防止法によって行

われています。悪臭物質として規制されているものは、現在、アンモニア、メチルメルカプタン、硫化

水素、硫化メチル、トリメチルアミンなど22種類の物質です。なお、平成７年４月に排出水中における

悪臭物質の規制基準が適用されました。 

また、平成８年４月１日からは、人の嗅覚で判定する嗅覚測定法による臭気指数規制が法律で実施で

きることとなりました。法では、知事が悪臭を防止して住民の生活環境を保全する地域を指定するとと

もに、政令の範囲内で規制基準の設定を行うこととしています。   

県内では、法に基づいて昭和48年度以降地域の実情

に応じ規制地域の指定が行われ、現在９市町において

規制地域が指定され、うち５市が悪臭物質の濃度によ

る規制を、４市町が臭気指数による規制を行っていま

す。(表4-4-6) 

なお、臭気指数規制が法で規制される前より、平成

５年８月に花巻市が、平成５年12月に江刺市(現奥州

市)が嗅覚測定法を導入した悪臭公害防止条例を制定

し、事業場等からの悪臭を規制しています。 

 

② 悪臭防止の指導 

平成12年４月から悪臭防止法の規制及び測定に関する事務は市町村の自治事務となっています。また、

規制地域の内外で継続して苦情が発生している事業場がある場合には、市町村の要望に応じて県が助

言・指導を行っています。 

表4-4-6 悪臭規制地域の指定状況 
指定(告示) 施  行 

市 町 村 名 
年月日 年月日 

S49.3.18 S49.4.1 北上市 

49.12.14 50.1.1 盛岡市、宮古市、釜石市、大船渡市 

61.3.14 61.4.1 花巻市、久慈市 

63.3.15 63.4.1 奥州市 

H6.3.25 H6.4.1 矢巾町 

計 ８市１町 

表4-4-4 騒音規制地域の指定状況 
指定(告示) 施  行 

市 町 村 名 
年月日 年月日 

S48.3.30 S48.4.1 

盛岡市(旧告示 45.2.27)、釜石市、宮古

市、一関市、奥州市、花巻市(以上旧告示

46.2.26)、大船渡市、久慈市、遠野市 

48.10.30 48.11.1 
滝沢市、矢巾町、金ケ崎町、平泉町、大

槌町、野田村 

49.3.18 49.4.1 北上市、二戸市 

49.12.14 50.1.1 岩泉町 

53.3.10 53.4.1 山田町 

54.3.16 54.4.1 岩手町 

55.3.14 55.4.1 雫石町、一戸町 

62.3.13 62.4.1 紫波町 

H5.3.23 H5.4.1 八幡平市 

R3.4.1 R3.7.1 陸前高田市 

計 14 市 10 町１村 

 

表4-4-5 振動規制地域の指定状況 
指定(告示) 施  行 

市 町 村 名 
年月日 年月日 

S53.3.10 S53.4.1 
盛岡市、宮古市、大船渡市、奥州市、花

巻市、北上市、一関市、釜石市 

54.3.16 54.4.1 
二戸市、久慈市、遠野市、滝沢市、矢巾

町、金ケ崎町、平泉町 

55.3.14 55.4.1 
岩手町、大槌町、山田町、岩泉町、野田

村 

56.3.13 56.4.1 雫石町、一戸町 

62.3.13 62.4.1 紫波町 

H5.3.23 H5.4.1 八幡平市 

R3.4.1 R3.7.1 陸前高田市 

計 14 市 10 町１村 
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（１）ＰＲＴＲ制度 

ＰＲＴＲ制度は、人の健康や動植物に有害性のある化学物質について、事業者自らが環境への排出量等

を把握し、県を経由して国に届出を行い、国が届出排出量・移動量と、推計した届出対象外の排出量(届出

の対象とならない事業者や家庭、自動車などからの排出量)とを併せて１年ごとに集計、公表する制度です。

化学物質排出把握管理促進法(ＰＲＴＲ法)に基づき平成14年４月から実施されています。 

なお、当初届出対象物質は354物質でしたが、平成20年の同法改正により、平成22年度把握分から対象物

質が見直され、462物質が対象となりました。 

令和２年度に事業者が把握した対象化学物質の排出量・移動量について令和３年度に行われた届出の集

計の結果、県内の届出事業所数は500事業所(全国の1.5%)であり、事業者から届出のあった当該事業所から

の排出量については、全事業所・全物質の合計で約1,115トン(全国の0.9%)、移動量の合計は約1,210トン(全

国の0.5%)でした。また、国が推計を行った届出対象外の排出量については、合計で約2,791トン(全国の

1.4%)でした。 

 

（２）環境コミュニケーションの推進 

  従来の環境行政は、環境基準等を基とする規制によって化学物質の環境中への排出を規制してきました

が、多種多様な化学物質が製造、使用及び処理される現状において、従来の規制的な手法だけでは対応し

きれない状況となっています。 

  このようなことから、平成11年にＰＲＴＲ制度が制定され、化学物質の環境中への排出量等の集計結果

が平成14年から毎年公表される等、企業の自主的な管理を促す仕組みが導入されています。また、企業が、

環境配慮への取組について、住民、行政と情報を共有し、共通認識を形成しつつ環境保全にともに取り組

む、環境コミュニケーションの取組が求められるようになりました。 

  県では、環境コミュニケーションの目的、意義を浸透させるため、平成16年から、県内企業を対象とし

て、専門家による講演や企業による環境配慮への取組事例の紹介等を行うセミナーを開催しています。な

お、令和３年度は、環境省による「化学物質管理の 新の動向」についての講演、企業による環境コミュ

ニケーション事例の紹介に関する内容のセミナーを開催しました。 

 

（３）化学物質環境実態調査 

一般環境中の化学物質の残留状況を把握すること等を目的として、環境省が昭和49年から実施している

調査であり、令和３年度の調査の実施状況は次のとおりです。 

① 分析法開発調査 

環境中への残留が懸念される物質として１,２-ビス(２-クロロフェニル)ヒドラジン及びアトルバス

タチンの分析法開発を実施しました。 

 ② 初期環境調査 

花巻市豊沢川の水質及び底質を対象にしてアミオダロン及び６-ニトロクリセンを調査しました(アミ

オダロンは水質のみ)。 

 ③ 詳細環境調査 

花巻市豊沢川の水質及び底質を対象にして２-ベンジリデンオクタナールを、山田湾のムラサキイガイ

及びアイナメを対象にしてオクタメチルシクロテトラシロキサン、デカメチルシクロペンタシロキサン

及びドデカメチルシクロヘキサシロキサンを調査しました。 

④ モニタリング調査 

昭和53年から継続して環境中のＰＯＰｓ(残留性有機汚染物質)類等の調査を行っています。水質及び

底質については花巻市豊沢川で、大気については滝沢市で、生物については山田湾のムラサキイガイ及

びアイナメを対象に実施しました。 

一口メモ 悪 臭 物 質 

200万種類以上あるといわれる化合物や元素のうち、においを持つものは約40万種類に及び、特に問題となる

ものは窒素化合物、硫黄化合物の中に多くあります。 

法令による規制は、悪臭のうち測定可能な個々の原因物質について濃度で規制する方式と、複合された悪臭を

規制するため人の臭覚で判定する臭覚測定法(官能試験法)による規制方式をとっていますが、一部の自治体では

嗅覚測定法による規制を公害防止条例などで実施しています。 

５ 化学物質の環境リスク対策の推進 
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（４）ダイオキシン類環境モニタリング調査 

ダイオキシン類は、主として物の燃焼に伴

って発生する化学物質ですが、毒性が強く、

また、分解されにくい性質をもっています。

このため、ダイオキシン類による環境の汚染

の防止及びその除去等を図ることを目的に、

平成11年に「ダイオキシン類対策特別措置法」

が制定され、平成12年に施行されました。県

では、この法律の規定に基づき、ダイオキシ

ン類を排出する施設に立入調査を行うととも

に、環境モニタリング調査を実施しています。 

令和３年度は大気、公共用水域、地下水及

び土壌のモニタリング調査を実施し、全ての

地点で環境基準を達成しました。(表4-5-1) 

 

 

 

 

 

令和３年度に県及び市町村が受理した公害に関する苦情件数は、629 件で前年度に比べ 88 件(12.3%)減少

しました。 

公害に係る紛争を迅速かつ適正に処理することを目的として、昭和 45 年に公害紛争処理法が制定されまし

た。同法は、公害紛争について裁定、調停、あっせん及び仲裁の制度を設け、これを専門に行う紛争処理機

関として、国においては公害等調整委員会、都道府県においては公害審査会等の設置を規定しています。 

本県では、昭和 49 年に岩手県公害審査会条例を制定し、公害審査会を常設の機関としていましたが、平成

19 年に審査委員候補者制に移行しました。令和３年度は法律、公衆衛生及び産業技術分野から、計９名の審

査委員候補者を委嘱しました。 

 

 

 

 

 

（１）環境放射能 

① 環境放射能水準調査の概要 

我が国の環境放射能調査は、昭和29年のビキニ環礁における米国の核爆発実験を契機として開始され

ました。その後、米国、旧ソ連、中国の大気圏内核爆発実験やチェルノブイリ原発事故による放射能汚

染の我が国への影響に関する調査・研究が進められてきました。現在は環境放射能調査体制の整備拡充

が図られ、すべての都道府県で環境放射能調査を実施しています。 

本県においても、昭和 62 年 12 月より、文部科学省の委託を受けてモニタリングポストを１台設置し

て「環境放射能水準調査」を開始しており、環境及び人への影響評価に資するための基礎的データの収

集に努めています。 

② 測定結果 

モニタリングポストによる空間線量率の測定及び降下物や野菜等 13 種類の試料の核種分析を行いま

した。 

その結果、精米、野菜及び牛乳で放射性セシウムが検出されましたが、食品等の基準値（飲料水 10 Bq/kg、

牛乳・乳児用食品 50Bq/kg、一般食品 100Bq/kg）と比べ低い値でした。(表 4-7-1，表 4-7-2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

表 4-7-1 空間線量率測定結果 

測 定 機 器 測定値 単位 測定場所 

モニタリングポスト

（月平均値） 
0.019～0.022 μGy/ｈ 盛岡市 

７ 放射性物質による影響 

表4-5-1 ダイオキシン類の環境基準達成状況 
                   (国土交通省及び盛岡市実施分を含む) 

調査対象 
調 査 

地点数 
調査結果 

環 境 

基準値 
単 位 

大 気 

環 境 

一般環境 ５地点 0.0052～0.011 

0.6 pg-TEQ/m3 沿道 １地点 0.0065 

発生源周辺 ４地点 0.0067～0.21 

公共用 

水 域 

水質 39 地点 0.033～0.23 1 pg-TEQ/L 

底質 39 地点 0.13～3.7 150 pg-TEQ/g 

地下水 ７地点 0.034～0.060 1 pg-TEQ/L 

土 壌 
一般環境 ７地点 0.0011～2.0 

1,000 pg-TEQ/g 
発生源周辺 45 地点 0.018～47 

６ 公害苦情等への的確な対応 
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（２）東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い放出された放射性物質による汚染に係る取組 

平成 23 年３月 11 日に発生した東日本大震災津波に係る東京電力福島第一原子力発電所事故を受けて、

平成 23 年度に本県の環境放射能測定体制を見直し、きめ細かな測定に移行しました。また、県が平成 23

年９月に策定した方針に基づき、市町村が行う除染等への支援等を行ったほか、放射線に関する知識等の

普及・啓発を行いました。 

① 測定機器の増設 

ア モニタリングポスト：既存の１台に加えて平成 23 年 12 月に３台(一関市、大船渡市、宮古市)、平

成 24 年３月に６台(滝沢村、花巻市、奥州市、釜石市、久慈市、二戸市)を増設し、計 10 台で全県域

を監視するとともに、測定結果を県ウェブサイト上にリアルタイムで公表する体制を整備しました。 

なお、事故後の 大値は盛岡市(岩手県環境保健研究センター)で平成 23 年３月 13 日の 0.67µSv/h

で、４月以降は事故前のレベルで推移しています。 

イ ゲルマニウム半導体検出器：既存の１台に加え、平成 24 年３月に２台増設した計３台により、原

発事故の影響を調査するため降下物、水道水、農林水産物等の測定を行いました。 

② 緊急モニタリング 

ア サーベイメータによる定期測定 

県内の公園等 55 地点で月１回測定を実施し、令和３年度からは、一関市、奥州市及び平泉町の 28

地点では２か月１回、その他の 27 地点では６か月に１回測定を実施しています。これまでの 大値は、

平成 23 年６月に一関市内で測定した 0.47µSv/h ですが、平成 25 年６月以降は全地点において国の除

染基準の 0.23µSv/h を下回っており、現在では低減から横ばい傾向にあります。 

イ 水道水 

令和３年度は放射性セシウム（管理目標値 10Bq/kg）について、３か月に 1回のモニタリングを盛

岡市、一関市、奥州市及び平泉町において実施した結果、４市町全てで検出されませんでした。 

なお、放射性セシウムの事故後の 大値は 0.73Bq/kg でしたが、平成 23 年５月以降は不検出の状況

が続いています。 

※ 放射性ヨウ素については、半減期が短い（約８日）ことや、平成 23 年５月以降、全ての地点で

不検出であったことなどから、平成 27 年度からはモニタリングの対象外としています。 

③ 生活環境の除染等 

平成 23 年度に文部科学省が実施した航空機モニタリング調査結果等で、追加被ばく線量が年間１mSv

に相当する 0.23µSv/h 以上の地域が存在する市町村を、平成 23 年 12 月に環境大臣が汚染状況重点調査

地域に指定しました。 

本県では、一関市、奥州市及び平泉町が指定され、除染実施計画を策定して除染等を行った結果、３

市町全てで、計画に基づく除染を終了しています。 

表 4-7-2 ゲルマニウム半導体検出器による核種 

分析結果 

試料名 セシウム 134 セシウム 137 単位 
試料採 

取場所 

大気浮遊じん N.D. N.D. mBq/m3 盛岡市 

降下物 N.D. N.D.～0.288 MBq/km2 盛岡市 

上水（蛇口水） N.D. N.D. mBq/L 盛岡市 

土壌(0～5cm) 7.83 229 Bq/kg 乾土 滝沢市 

土壌(5～20cm) N.D. 33.2 Bq/kg 乾土 滝沢市 

精米 N.D. 0.718 Bq/kg 生 滝沢市 

大根 N.D. 0.0567 Bq/kg 生 盛岡市 

白菜 N.D. 0.284 Bq/kg 生 盛岡市 

牛乳（原乳） N.D. 0.167 Bq/L 盛岡市 

海水 N.D. N.D. mBq/L 洋野町 

海底土 N.D. N.D. Bq/kg 乾土 洋野町 

昆布 N.D. N.D. Bq/kg 生 洋野町 

ホタテ貝 N.D. N.D. Bq/kg 生 山田町 

注１：計数値が計数誤差の３倍を下回るものについては「N.D.」 

（不検出）と表記している。 

注２：海水は平成 15 年度から、海底土と昆布は平成 18 年度から 

実施している。 
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④ 食品（流通食品）への放射性物質の影響 

県内に流通する食品について、食品衛生法に基づき収

去を実施し、食品中の放射性物質濃度を測定しています。 

令和３年度は、生鮮野菜、鶏卵、食肉、牛乳等 200 検

体の検査を実施し、全て基準値以下であることを確認し

ました。(表 4-7-3) 

⑤ 野生鳥獣肉の放射性物質検査 

食用となる可能性が高い県内のニホンジカ等の野生

鳥獣肉から基準値を超える放射性セシウムが検出され、

国による出荷制限指示が出されていることから放射性

物質検査を実施し、県ウェブサイト等で県民等への情報

提供を行いました。(表 4-7-4) 

⑥ ごみ処理関連と放射性物質の影響 

原発事故による放射性物質に汚染された廃

棄物については、事故当初、廃棄物処理法の

対象外となっていましたが、平成 24 年１月に

放射性物質汚染対処特別措置法が全面施行さ

れ、放射性セシウム濃度が 8,000Bq/kg 以下の

ものについて、既存の廃棄物処理施設で処理

できることになりました。 

また、市町村や事業者等の焼却施設などは特

定一般廃棄物処理施設や特定産業廃棄物処理施

設として、排ガスなどの放射性物質濃度や施設

の敷地境界での空間線量率を測定することが義

務付けられました。 

県では、市町村や事業者等が実施した測定結

果を取りまとめ、県ウェブサイトで公表しまし

た。 

令和３年度は、焼却施設の飛灰について、

8,000Bq/kg を下回り、また、排ガスなどの放射

性物質濃度は、基準値を下回っていました。 

空間線量率は、追加線量が 0.19µSv/h(年間

1mSv)を超えない値となっていました。 

終処分場や汚泥脱水施設も、基準値を下回

っていました。(表 4-7-5～表 4-7-8) 

⑦ 農林業系副産物の焼却について 

原発事故により放射性物質に汚染された稲わ

ら、牧草など農林業系副産物については、生産

現場で利用ができなくなりました。  

環境省は、これら農林業系副産物が既存の焼

却施設で安全に処理できることを実証するため、

一関市大東清掃センターの焼却施設において、

平成 23～24 年度にかけて牧草を一般廃棄物と

混合して焼却するモデル事業「放射性物質を含

む可燃性廃棄物(牧草)焼却実証事業」を行いま

した。 

このモデル事業の結果を受け、県では農林業系副産物について、市町村等の既存焼却施設で一般廃棄

物と混焼し、焼却灰を 8,000Bq/kg 以下となるよう管理して処理する方針を決定し、平成 24 年 11 月に「放

射性物質により汚染された廃棄物等の焼却・処分等に係る対応ガイドライン」にて除染土壌及び除染廃

棄物と合わせ、その処理方針を示しました。その後、遠野市などにおいて試験焼却や本焼却の取組が始

まり、令和４年３月末時点では 16 市町で焼却処理（焼却終了を含む）が行われました。 

⑧ 普及・啓発の実施 

各分野で放射線対策を円滑に進めるため、市町村職員等向けセミナーを開催しました。 

 

 

表 4-7-4 野生鳥獣肉の放射線物質検査検体数 

 年度 
対象検体数 

(うち基準値※超過) 
出荷制限指示年月日 

クマ肉 R3 13 検体（超過０） 平成 24 年 9 月 10 日 

シカ肉 R3 54 検体（超過０） 平成 24 年７月 26 日 

ヤマドリ肉 R3 15 検体（超過１） 平成 24 年 10 月 22 日 

※放射性セシウム基準値 100 ベクレル／ｋｇ 

表 4-7-3 食品中の放射線物質検査件数 
食品分類 件数 

農産物 100 

畜産物 25 

水産物 40 

牛乳・乳幼児食品 11 

飲料水 7 

その他 17 

計 200 

※全て基準値以下  

表 4-7-5 市町村等一般廃棄物焼却施設 
施設数 調査義務施設数※ 排ガス(Bq/m3) 

14 1 不検出 

 

表 4-7-6 市町村等一般廃棄物最終処分場 
施設数 排水(Bq/㍑) 周辺地下水(Bq/㍑) 

 21 不検出～4.0 不検出 

 

表 4—7-7 産業廃棄物の焼却施設 

施設数 調査義務施設数※ 排ガス(Bq/m3) 

12 1 不検出 

 

表 4-7-8 産業廃棄物の最終処分場 
特定産業廃棄物等を

埋立している施設 

排水 

(Bq/㍑) 

周辺地下水 

(Bq/㍑) 

    1 不検出 不検出 

 
※ 休止施設、稼働をしていない施設や放射性物質濃度が

低いなど一定の要件に該当する施設として環境大臣の確

認を受け排ガスなどの調査義務が免除されている施設を

除いたもの。 

※ 施設数は令和４年３月末現在 

 
特定一般廃棄物処理施設等における放射性物質のモニタリング結果 
https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/kankyou/ippai/1006107.html 
特定産業廃棄物処理施設等における放射性物質のモニタリング結果 
https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/kankyou/sanpai/1006090.html 
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（１）概要 

環境影響評価制度は、事業者が事業を実施するに当たって、あらかじめ環境にどのような影響を及ぼす

かについて調査、予測、評価を行い、その結果を公表して、県民、市町村長や知事から環境の保全の見地

からの意見を聴き、それを踏まえて環境に配慮した事業計画を作成する一連の手続の仕組みです。 

 

（２）国の環境影響評価制度（環境影響評価法） 

国においては、昭和 47 年の閣議了解以来、所掌する公共事業について取組が進められ、昭和 59 年から

は閣議決定に基づき環境影響評価が実施されてきました。また、港湾法や公有水面埋立法等の個別法に基

づく環境影響評価も行われてきました。 

このような中、統一的な手続等による環境影響評価の実施が課題となって法制化の準備が進められ、国

会の審議等を経て、「環境影響評価法」が成立、平成９年６月に公布され、平成 11 年６月に全面施行され

ています。 

法で対象とする事業は、国が関与する高速道路、河川工事、発電所等 13 の事業のうち大規模なものとな

っています。 

 

（３）県の環境影響評価制度（岩手県環境影響評価条例） 

本県では、平成２年に「ゴルフ場等大規模開発行為指導要綱」が制定され、ゴルフ場やレクリエーショ

ン施設等に対する指導を行ってきました。上記要綱に該当しない規模の土地利用に関しても、国土利用計

画法に基づき、国土利用計画岩手県計画及び岩手県土地利用基本計画を策定し、岩手県の県土の利用に関

する基本的事項を定めるとともに、岩手県土地利用基本計画の変更等の諮問に対して、岩手県国土利用計

画審議会を開催しています。また、国土利用計画法に基づく注視・監視区域等の指定や土地取引への勧告

等を行うにあたり、必要に応じて専門家の意見を聴取する岩手県土地利用審査会を適時開催しています。 

その後、平成 10 年３月に制定した「岩手県環境の保全及び創造に関する基本条例」において環境影響評

価の推進が明記され、平成 10 年７月に「岩手県環境影響評価条例」を制定して、法と同じく平成 11 年６

月から全面施行しています。 

条例で対象とする事業は、実施主体を問わず、県道、市町村道、農道、林道などの道路、廃棄物処理施

設、スポーツ・レクリエーション施設、工場、事業場、建築物など法対象外事業も含む 17 種の事業のうち

一定規模以上のものとなっています。 

なお、東日本大震災津波による災害からの復興を推進するため、平成 24 年７月に条例を一部改正し、復

興事業のうち、鉄道事業、土地区画整理事業及び住宅団地等の用地造成事業について、条例に基づく環境

影響評価手続の適用を除外しています。 

また、近年、全国的に太陽電池発電事業の建設にあたり、環境との調和や住民との合意形成などでトラ

ブルになるケースが発生していることから、令和２年４月１日から、太陽電池発電事業を法及び条例に基

づく環境影響評価の対象としています。 
加えて、令和３年 10 月に法対象となる風力発電事業の規模要件が引き上げられたことを受け、本県の実

情等を踏まえた環境保全への適切な配慮を確保するため、令和４年 10 月１日から、風力発電事業を条例に

基づく環境影響評価の対象とすることとしています。 

 

（４）環境影響評価に係る県の取組 

県では、事業者が行った環境影響評価に対し、

県民等、関係市町村長及び専門家（岩手県環境影

響評価技術審査会）からの意見を踏まえて環境の

保全の見地から意見を述べています。また、所定

の規模に該当する事業については、環境影響評価

の手続を実施する必要がある事業かどうか個別

に判定（スクリーニング）を行っています。（表

4-8-1） 

 

（５）環境影響評価の実施により期待される効果

（メリット） 

 環境影響評価手続が適切に実施されることに

８ 環境影響評価制度の適切な運用、適正な土地利用 

表 4-8-1 環境影響評価に係る知事意見等の件数 

 R 元年度 R２年度 R３年度 

合 計 ２ ３ ７ 

法 ２ ２ ４ 

 風力発電所 １ １ ３ 

太陽電池発電所 対象外 ０ ０ 

その他 １ １ １ 

条例   ０ １ ３ 

 風力発電所 対象外 対象外 対象外 

太陽電池発電所 対象外 ０ ０ 

その他 ０ １ ３ 
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より、環境保全の観点のみならず地域住民、事業者それぞれにとって、次のような効果（メリット）が期

待されます。 

① 地域の環境保全にとっては、客観的、科学的な視点で環境配慮がなされた、より良い事業となること

が期待されます。 

② 地域住民にとっては、住民説明会や環境影響評価図書（事業者が実施した環境影響評価の情報が記載

された文書）の縦覧の機会を通じて、事業者に対し意見を直接述べることができます。 

③ 事業者にとっては、住民説明会等の機会を通じて得た地域住民からの意見を事業計画に反映させるこ

とで、事業に対する住民の理解を得て、より円滑に事業を進めていくことが可能となります。 

また、手続を通じて、文献調査では分からない地域の環境情報を専門家はもとより地域住民から得る

ことで、より環境に配慮した事業計画に見直すなど、地域と協働して環境づくりを行うことが可能とな

ります。 

 
 
 

 

（１）概要 

旧松尾鉱山は、北上川の支流の一つ赤川の上流、八幡平の中腹に位置し、大正３年から硫黄の生産を開

始し、一時は「雲上の楽園」と呼ばれ隆盛を極めましたが、昭和40年代に石油精製で得られる安い回収硫

黄が市場に出回るようになると経営が悪化し、昭和46年に閉山、昭和47年に鉱業権を放棄しました。閉山

後も大量の強酸性水が赤川に流出し、北上川本流を汚染し、大きな社会問題となっていました。 

このような状況の中で、岩手県議会は昭和46年７月「北上川水質汚濁防止のための抜本的対策」を国に

請願しました。これを受けて国は、同年ll月に林野庁、通商産業省（現、経済産業省）、建設省（現、国

土交通省）、自治省（現、総務省）、環境庁（現、環境省）で構成される「北上川水質汚濁対策各省連絡

会議」、いわゆる五省庁会議を設置し対策の検討を進めました。昭和47年５月から建設省において暫定中

和処理が行われる一方、昭和52年には、新たな中和処理施設を岩手県が通商産業省の補助を受けて建設す

ることになりました。昭和56年12月には、その維持管理を岩手県の依頼により金属鉱業事業団（現、独立

行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構（ＪＯＧＭＥＣ））が実施することとなりました。 

 

（２）鉱害防止対策の状況 

新中和処理施設の維持管理は、岩手県が経済産業省の補助を受け、ＪＯＧＭＥＣに委託しており、昭和

57年４月から本格的に稼動を開始しています。 

以来片時も休むことなく、365日24時間体制で中和処理が行われ、現在も新中和処理施設において、強酸

性で大量の坑廃水が中和され、中和沈殿物を分離した処理水だけが赤川に放流されています。(表4-9-1) 

新中和処理施設の稼働によって北上川は清らか

な流れを取り戻し、「母なる川」としてよみがえ

り今日に至っています。 

また、坑廃水の中和処理とは別に、坑内あるい

は堆積物への雨水の浸透・流入を防ぎ、坑内水や

浸透水を減少させることを目的として、発生源対

策工事が行われました。県では、昭和47年から露

天掘り跡地や堆積場の整形、覆土、植栽工事、地

表水の排出水路の設置工事などを平成14年度まで

行いました。 

 

（３）最近の動向 

五省庁会議は昭和56年を 後に開かれていませんが、坑廃水処理は半永久的に続けなければならず、国

においても重要性を認識し続けてもらうよう、平成11年から「五省庁等連絡会」を毎年開催しています。

令和３年は10月に各省庁の担当者と危機管理や中和処理施設の維持管理等の課題に対する取組等を意見交

換するなど、認識の共有を図っています。 

平成23年３月11日の東日本大震災では施設に大きな被害はありませんでしたが、大規模な自然災害に備

えて様々な事態を想定し、毎年、関係機関が協力して災害訓練を実施しています。 

また、旧松尾鉱山の坑廃水処理の重要性を広く県民に知らせるため、平成28年度に開運橋に北上川清流

化の取組を紹介する解説ボードを設置したほか、小中学生を対象に環境学習として新中和処理施設の役割

を伝える出前授業を行うなど、環境保全意識を拡げていく取組を推進しています。 

９ 北上川清流化確保対策 

表4-9-1 平成29年度から令和３年度までの 

旧松尾鉱山における坑廃水処理の状況 

年度 
処理 
水量 

(千 m3) 

毎分 
水量 
(m3) 

炭カル 
使用量 

(t) 

中和沈殿

物(t) 
原水 
(ｐH) 

処理水 
(ｐH) 

坑廃水処

理事業費 
(百万円) 

29 8,962 17.1 5,988 3,791 2.31 4.20 773 

30 9,346 17.8 6,335 4,006 2.33 4.20 604 

R1 10,001 19.0 6,820 4,269 2.35 4.21 715 

R2 9,689 18.4 6,440 3,960 2.33 4.20 707 

R3 9,563 18.2 6,226 3,823 2.33 4.21 676 
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【概要】 
本県では、これまで、環境教育の推進に当たり、「自らが学ぶ」という視点を重視した「環境学習」に取り

組んできています。そこでは、県民一人ひとりが、人間と環境との関わりについて理解と認識を深め、よりよ

い環境の保全及び創造活動に自ら取り組めるように、体系的に学習を進めることを目指しています。今後の環

境学習等の取組においては、学校教育との連携も図りながら、これまで以上にＥＳＤやＳＤＧｓとの関連を踏

まえたものとしていく必要があります。 

私たちの社会経済活動の基盤となる環境が持続可能なものとなるよう、あらゆる主体が自発的に活動するこ

とで、行動は協働へと深化し、社会全体の大きな取組に発展します。気候の安定、健全な資源循環、生物多様

性などの持続可能な環境を、現在世代のみならず、将来世代の財産として認識し、その価値を棄損することな

く守り育み、確実に引き継いでいくことが、今、求められています。 

 

 

 

 

 

調査では、川底に棲み、肉眼で見ることができる大きさの様々な生き物(カゲロウやサワガニなど)の生

息状況を調べ、その結果から川の水質を把握します。 

この調査は、手軽に、しかも誰でも参加できることから小・中学生から大人まで広く水質保全意識を啓

発するための学習教材として極めて有効と考えられます。令和３年度は、新型コロナウィルスの影響で全

国調査が中止となりましたが、岩手県独自に実施し、多くの参加がありました。(表5-1-1) 

調査の結果、水質階級Ｉ「きれいな水」と判定された地点が91.0％でした。(表5-1-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「こどもエコクラブ」は、次代を担う子どもたちが、地域において仲間と一緒に体験的、継続的に環境

学習や環境保全活動に取り組み、将来にわたる環境の保全への高い意識を醸成することを支援するため、

環境省が平成７年度から開始した事業です。 

各クラブでは、水生生物による水質調査、自然観察などの活動が行われています。(図5-2-1) 

環境学習交流センターを県事務局として、こどもエコクラブＮＥＷＳによる情報提供を行ったほか、県内

のエコクラブの交流会を開催しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 5-2-1 こどもエコクラブの登録・会員数推移 

第５章 環境人材と協働  
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１ 水生生物による水質調査 

こどもエコクラブ交流会の様子 

２ こどもエコクラブ 

表5-1-1 水生生物調査状況 

区分 岩手県主唱 
国土交通省 

主唱 
合計 

団体数 122 4 126 

延べ参加数 3,479 139 3,618 

河川数 87 2 87 

延べ地点数 130 4 134 
※ 河川数は重複して計算されているものがある 

表5-1-2 調査結果による水質階級の状況 
水質 

階級 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 判定 

できず 計 

判定 

地点数 
122 10 1 1 0 134 

％ 91.0 7.5 0.75 0.75 0.0 100 
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今日の環境問題の解決には、県民、事業者、行政が相互に連携し、県民一人ひとりが各々の役割を認識

し、自主的かつ積極的に環境に配慮した行動を実践することが求められています。 

  このため県では、平成18年４月１日に「いわて県民情報交流センター(アイーナ)」に県内の環境活動拠

点施設として「環境学習交流センター」を設置しました。 

  センターでは、環境情報の収集提供や環境学習の支援、環境保全活動の支援等を行い、県民やＮＰＯ等

との連携・協働により、環境パートナーシップの構築を促進しています。(表5-3-1) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「岩手県ふるさとの森と川と海の保全及び創造に

関する条例」に基づき、各広域振興局・保健福祉環境

センター単位で設置されている流域協議会(16協議

会)が主体となって流域基本計画の策定に取り組み、

県内の全ての流域において計画を策定するとともに、

住民参加による様々な環境保全活動を実施していま

す。(表5-4-1) 

 

 
 
 
 

 

表5-3-1 環境学習交流センター利用者数 

平成29年度利用者数 43,048人 

平成30年度利用者数 45,010人 

令和元年度利用者数 49,789人 

令和２年度利用者数 30,511人 

令和３年度利用者数 33,258人 

環境学習交流センターにおける 
環境学習講座の様子 

３ 環境学習交流センター 

 

表5-4-1 流域基本計画の策定状況 

年度 策定計画 

H16 
花巻(豊沢川)、北上(和賀川)、宮古(閉伊川・小

本川)、久慈(久慈川) 

H17 

奥州(北上川、胆沢川)、花巻(葛丸川)、遠野(猿

ヶ石川)、一関(磐井川、金流川、太田川、砂鉄

川、千厩川、黄海川、大川・津谷川)、釜石(大

槌川・小槌川・鵜住居川・水海川・小川川・甲

子川・片岸川・熊野川)、久慈(洋野町流域)、二

戸(馬淵川・新井田川) 

H18 

盛岡(北上川上流、米代川・馬淵川上流)、花巻(稗

貫川、猿ヶ石川)、大船渡(三陸町流域、盛川、

気仙川)、久慈(野田村・普代村流域) 

H23 遠野(猿ヶ石川)、花巻(猿ヶ石川)を統合 

H28 

盛岡(北上川上流、米代川・馬淵川上流)を統合、

奥州(北上川、胆沢川)を統合、久慈(久慈川、洋

野町流域、野田村・普代村流域)を統合 

H30 
一関(磐井川、金流川、太田川、砂鉄川、千厩川、

黄海川、大川・津谷川)を統合 

            計 15 計画 

４ 流域の連携による環境保全活動の推進 
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第 ２ 部 

 
岩 手 県 環 境 基 本 計 画 の 
進 捗 状 況 
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 岩手県環境基本計画（計画期間：令和３年度～令和 12 年度）では、本県の環境・経済・社会の複合的課題

に対応する「環境・経済・社会の一体的向上に向けた横断的施策」と本県の環境の保全及び創造を支える基

本的な施策である「環境分野別施策」の２つの施策領域を設けています。 

 「環境・経済・社会の一体的向上に向けた横断的施策」においては、総合的指標として３分野に５指標を、

「環境分野別施策」においては、総合的指標として５分野 10 指標の他、施策推進指標として 32 指標を設定

しています。 

 

（１）環境・経済・社会の一体的向上に向けた横断的施策                            

総合的指標５指標は、向上が４指標（80％）、横ばいが１指標(20%)でした。各施策分野の進捗状況につ

いては、順調または概ね順調と判断しました。 

【横断的施策】 

施策分野 
総合的指標 達成度 

進捗状況 
向上 横ばい 低下 

１ 地域資源の活用による環境と経済の好循環 １ ０ ０ 順調 

２ 自然と共生した持続可能な県土づくり １ １ ０ 概ね順調 

３ 環境にやさしく健康で心豊かな暮らしの実現 ２ ０ ０ 順調 

 

（２）環境分野別施策                                       

総合的指標 10 指標は、達成度Ａが４指標（40％）、達成度Ｂが４指標（40％）、達成度Ｃが１指標（10％）、

達成度Ｄが１指標（10％）でした。 

 施策推進指標 32 指標は、達成度Ａが 24 指標（75％）、達成度Ｂが５指標（16％）、達成度Ｃが２指標

（６％）、Ｄが１指標（３％）でした。 

各分野の進捗状況は、全ての施策分野において順調又は概ね順調と判断しました。 

【環境分野別施策】 

施策分野 
総合的指標 達成度 施策推進指標 達成度 

進捗状況 
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ  Ｂ Ｃ Ｄ 

１ 気候変動対策 ２ ０ ０ ０ ８ ２ ０ ０ 順調 

２ 循環型地域社会の形成 ０ １ ０ １ ６ １ １ ０ 概ね順調 

３ 生物多様性の保全・自然との共生 ０ １ １ ０ ４ ２ ０ １ 概ね順調 

４ 環境リスクの管理 １ １ ０ ０ ４ ０ １ ０ 順調 

５ 持続可能な社会づくりの担い手の育成

と協働活動の推進 
１ １ ０ ０ ２ ０ ０ ０ 順調 

計 ４ ４ １ １ 24 ５ ２ １  

 

※達成度の計算方法                  

 

 

 

 

 

 

 

※進捗状況判断方法 

 

 

 

 

 

 
※指標は「総合的指標」をいう 

 

達成度 達成率 目標達成率目標達成率（%）計算式 

Ａ 100%以上 ①現状値等から数値を上げる目標 

(R3実績値-現状値等)／(R3目標値-現状値等)×100 

②現状値等を維持または累計目標 

(R3 実績値)／(R3 目標値等)×100 

Ｂ 80%以上100%未満 

Ｃ 60%以上80%未満 

Ｄ 60%未満 

進捗状況 考え方 

順調 全ての指標達成度が向上またはＡ, Ｂ以上であり、他の状況も踏まえ、順調に進んでいると判断されるもの。 

概ね順調 半数以上の指標達成度が向上またはＡ，Ｂであり、他の状況も踏まえ、概ね順調に進んでいると判断されるもの。 

やや遅れ 達成度が向上またはＡ，Ｂである指標が半数未満であり、他の状況も踏まえ、やや遅れていると判断されるもの。 

遅れ 達成度が低下またはＤである指標が半数以上であり、他の状況も踏まえ、遅れていると判断されるもの。 

序章 概況 
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【目指す姿（本施策分野が目指す将来像）】 

○ 持続可能な経済に資する企業経営や投資活動が一般化し、脱炭素型の製品・サービスの需要と供給が拡

大し、企業の競争力の向上と県内経済の成長が図られ、環境負荷の低減と経済の好循環が実現している。 

○ 地域の自然、エネルギー、産業、文化、風土などの豊かな資源を将来にわたって持続的に活用すること

により、地域産業の付加価値向上による経済と地域の活性化が図られている。 

○ 地域資源を生かした持続可能な地域づくりを支える人材が豊富になり、地域内で資金が循環していると

ともに、都市と農山漁村が地域資源を補完し合う広域的なネットワークが形成されている。 

○ 豊かな環境づくりに資する研究開発が進み、県内経済の成長に貢献している。 

 

Ⅰ 主な事例紹介                                        

 

 
 

地球温暖化対策事業 
持続可能な生産と消費を実現するグリーンな経済

システムの構築のため、地球温暖化対策に積極的な事

業所を支援する「いわて地球環境にやさしい事業所」

認定制度や事業所における省エネルギーの取組の中

心となる人材を養成するエコスタッフの登録を行い

ました。 

 

 
 

科学技術イノベーション活用推進事業 
非効率な輸配送をドローンで代替するなど先端

技術の導入が二酸化炭素排出量の削減に貢献する

ことから、そうした技術を活用し、地域の環境に

関わる課題解決に取り組みました。 

 

Ⅱ 個別施策の取組状況                                      

（１）持続可能な生産と消費を可能にするグリーンな経済システムの構築（環境生活部、商工労働観光部、

農林水産部） 
■ 環境経営の推進 

○ 温室効果ガス排出量の 2050 年度実質ゼロに向けた県民運動の展開、岩手県地球温暖化防止活動推

進センターを拠点とした普及啓発等を実施しました。 

〇 地球温暖化対策に積極的な事業所を支援する「いわて地球環境にやさしい事業所」認定制度の登

録事業所数は 228 事業所となっています。（令和４年３月末現在） また、事業所における省エネル

ギーの取組の中心となる人材を養成するエコスタッフの登録者数は 2,085 人となっています。（令和

４年３月末現在） 

〇 事業者の環境負荷低減に向けた自主的な取組を促進するため、環境報告書バンクの運営やセミナ

ー等を実施しました。（環境報告書バンク掲載件数：383 件（累計）、セミナー開催：１件） 
 

■ 環境関連産業の育成・集積 

 ○ （地独）岩手県工業技術センターに整備した「ものづくりイノベーションセンター」を活用し、

第４次産業革命技術（ＩоＴ、ＡＩ等）の導入支援を通じて、中小企業等の生産性向上や付加価値

向上に資する研究開発や事業化等の取組を推進しました。（次世代ものづくりラボの利用実績：659

件） 

第１章 環境・経済・社会の一体的向上に向けた横断的施策 

１ 地域資源の活用による環境と経済の好循環 
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 〇 省エネルギー設備や再生可能エネルギー設備の導入促進のため、設備設置資金等への低利融資を

実施しました。（融資実績：７件） 

〇 産業廃棄物処理業者の格付け制度により、優良な処理業者の育成に努め、令和４年３月末で 99

事業者を認定（★★★31件、★★57件、★11 件）しました。 

○ 「産業・地域ゼロエミッション推進事業」により、令和４年３月末で県内延べ 131 事業者による

産業廃棄物等の３Ｒの取組を支援しました。 

○ 一定の基準を満たすリサイクル製品について、「岩手県再生資源利用認定製品」として認定した製

品は令和４年３月末で 168 製品であり、県ウェブサイト等でＰＲするとともに、県自ら優先的な使

用に努め、リサイクル製品の利用拡大を推進しました。 

〇 再生可能エネルギー由来の水素の利活用推進や水素関連製品の普及促進、水素利活用に関する県

民や事業者等への理解促進などに取り組んだほか、水素関連産業の可能性調査を実施しました。（勉

強会開催：３回、60 人） 

 

■ 環境負荷の低減に資する製品・サービスの需要拡大 

○ グリーン購入基本方針等に沿って、環境に配慮した製品の購入に努めました。 

〇 県産木材の新たな需要創出を図るため、県産木材活用住宅等のＰＲ、木造建築設計技術者等の養

成、木造建築アドバイザーによる技術指導等を実施しました。（研修会の開催回数：３回） 

〇 消費者を対象としたセミナーや出前講座等により、エシカル消費の普及啓発を実施しました。（消

費者教育関連セミナー実施回数：101 回） 

 

■ 環境に配慮した金融 

 ○ 省エネルギー設備や再生可能エネルギー設備の導入促進のため、設備設置資金等への低利融資を

実施しました。（融資実績：７件）【再掲】 

 

■ エネルギーや資源の地域循環 

○ 県内の多くを占める中小事業者の温暖化対策を推進するため、高効率な省エネルギー設備（ＬＥ

Ｄ照明、空調設備、給湯設備、変圧器）の導入に係る費用を補助しました。（補助実績：35件） 

○ 被災住宅等への太陽光発電設備の導入支援（30箇所）を行いました。 

○ 再生可能エネルギー由来の水素の利活用推進や水素関連製品の普及促進、水素利活用に関する県

民や事業者等への理解促進などに取り組むほか、水素関連産業の可能性調査を実施しました。（勉強

会開催：３回、60 人）【再掲】 

○ 発電事業者に対し、燃料調達に関する助言を行ったほか、木質燃料ボイラーに関心を持つ民間企

業等へ木質バイオマスコーディネーターを派遣し、導入に係る技術指導等を実施しました。（派遣実

績：５件） 

○ 畜産主要産地として発展が期待される地域において、担い手育成を通じた畜産業の構造改善を図

るため、飼料基盤や施設の整備を支援しました。 

 

■ 循環型経済の構築に向けた新たなビジネス形態の促進 

○ 「産業・地域ゼロエミッション推進事業」により、令和４年３月末で県内延べ 131 事業者による

産業廃棄物等の３Ｒの取組を支援しました。【再掲】 

○ 一定の基準を満たすリサイクル製品について、「岩手県再生資源利用認定製品」として認定した製

品は令和４年３月末で 168 製品であり、県ウェブサイト等でＰＲするとともに、県自ら優先的な使

用に努め、リサイクル製品の利用拡大を推進しました。【再掲】 

○ 自動車関連産業の集積に向けて、県内企業の取引拡大、サプライチェーンの構築、研究開発及び

人材育成等の取組を推進しました。（研修参加企業数：55 社） 

○ 個店の魅力創出を通じた商店街全体でのにぎわい創出を図るため、個店の経営力向上や、商店街

活性化の取組を支援しました。（商店街アドバイザーの派遣回数：５回） 

 

（２）地域資源を活用した自然共生型産業の振興（文化スポーツ部、環境生活部、商工労働観光部、農林水

産部、県土整備部、教育委員会） 

■ 環境と調和した農林水産業の推進 

○ エコファーマーや環境保全型農業直接支援対策等の制度を活用し、自然環境の保全に資する農業

の生産方式の導入など、環境に優しい農業への取組を推進しました。（環境保全型農業直接支援対策

に係る説明会等回数：２回） 

〇 環境保全に効果の高い営農活動を進めるため、化学合成農薬・化学肥料を低減した栽培技術や、
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高度なＧＡＰの導入を支援しました。（県版ＧＡＰ確認登録及びＧＡＰ認証取得農場数：343 件） 

〇 木材の搬出コストの低減や森林資源の持続的な利用を促進するため、森林組合等が実施する主伐

から再造林の一貫作業等に要する経費を補助しました。 

〇 漁業資源の持続的利用に向け、漁協等が策定する資源管理計画に基づく取組を支援しました。（累

計策定 163 件） 

〇 農林水産物の域内消費拡大を進めるため、市町村の地産地消計画の策定を支援しました。 

〇 養殖漁場を良好な状態に維持すること等による持続的な養殖生産の確保に向け、適正養殖可能数

量の遵守状況調査等を実施しました。 

〇 野生鳥獣による農作物被害を防止するため、有害捕獲や恒久電気柵等の設置、地域全体で行う被

害防止活動を支援するとともに、食肉加工を目的とするニホンジカの放射性物質検査を実施しまし

た。 

 

■ 豊富な森林資源を活用した木材関連産業の振興 

○ 県産木材の販路拡大を図るため、全国規模の木材製品展示商談会への出展支援などを実施したほ

か、県産木材の利用促進を働きかけるＰＲイベントを開催しました。（出展者数：14 者） 

○ 発電事業者に対し、燃料調達に関する助言を行ったほか、木質燃料ボイラーに関心を持つ民間企

業等へ木質バイオマスコーディネーターを派遣し、導入に係る技術指導等を実施しました。（派遣実

績：５件）【再掲】 

○ 広葉樹資源の付加価値向上を図るため、フローリングなど広葉樹製材品の人工乾燥技術の研究開

発や、木材加工事業体への技術の普及・指導を実施しました。 

○ 令和５年４月を始期とする次期「いわて木質バイオマスエネルギー利用展開指針」の策定に向け、

薪の生産者や薪ストーブ販売店等を対象に、県内における薪の生産及び流通の実態を把握するため

のアンケート調査を実施し、薪の生産や流通に関する課題等を把握しました。 

 

■ 優れた自然を活用した観光産業の振興 

○ 三陸地域における周遊・滞在型観光の定着を図るため、震災学習を中心とした教育旅行などの復

興ツーリズムを推進しました。（セールスを行った旅行エージェント数：10 社） 

○ 御所野遺跡の世界遺産登録の実現に合わせて管内での登録記念事業等の展開や、隣接圏域等との

連携強化に取り組むとともに、体験・交流型観光のブラッシュアップや受入態勢の強化等を推進し

ました。 

○ 県北地域への継続的な観光流動の創出を図るため、地域一体となった情報発信の実施や、観光コ

ンテンツの充実、周遊促進の取組を実施して、誘客拡大を推進しました。 

○ 県内全域への一層の誘客拡大を図るため、いわて観光キャンペーン推進協議会が行う宣伝・誘客

事業及び観光地づくりを推進しました。（モニターツアー実施回数：６回） 

○ 食と観光の連携による地域の魅力向上に向けた取組を進めるとともに、令和３年に世界遺産登録

10 周年を迎えた「平泉の文化遺産」の価値・魅力の発信を強化しました。 

○ 沿岸圏域の豊かな自然・食材の恵み・郷土文化等の観光資源を活かした観光地域づくりを推進す

るとともに、ウイズコロナの「新たな生活様式」を踏まえ、多様なワーケーションを学ぶセミナー

の開催、安・近・短のニーズへの対応や東北ＤＣに向けた情報発信の強化やインバウンドの受入態

勢を充実しました。 

○ 温泉の保護及び利用の適正化を図るため、温泉法に基づく温泉掘削、利用等の許可事務等を実施

しました。 

 

■ 自然の恵みを活用した各種ツーリズムの推進 

○ グリーン・ツーリズム交流人口の拡大に向け、地域の受入体制を強化するための研修会の開催、

多様な旅行者ニーズに対応可能なグリーン・ツーリズム実践者の確保・育成に向けた研修会を開催

しました。（研修会開催回数：６回）  

○ 令和元年度及び２年度にブラッシュアップしたモデル事業者のうち各圏域毎に４事業者を選定し、

各圏域の宿泊事業者等を対象とした体験会を開催するなど、事業者と連携した情報発信を実施しま

した。（体験会：８回（54 名）、勉強会：１回※オンライン（16 名）、動画コンテンツ及びプロモー

ションカードの制作・配布） 

○ 「食」を軸に据えた三陸地域の振興を図るため、県内の生産者・料理人や県外の料理人等と連携

し、三陸の豊かな食材や自然、歴史、文化等を活用した「食」の関連イベントを実施しました。 

〇 文部科学省施策である「みんなの廃校プロジェクト」について、廃校活用事例一覧及び現在活用

用途を募集している廃校施設の一覧を各市町村に対して情報提供しました。 
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〇 農業生産団地の形成と農業生産の効率化とともに、農村地域の活性化を図るため、農地、農村集

落、農業用施設等を安全かつ効率的に結ぶ農業用道路を整備しました。（実施地区数：10 地区） 

〇 市町村の公共下水道や農業集落排水施設、漁業集落排水施設、浄化槽に係る事業に対し財政的支

援を行い、汚水処理施設の整備を促進しました。 

 

■ 自然資本を活用した地域産業の付加価値向上 

○ 地域ぐるみの６次産業化を促進するため、生産者と商工業者等が連携して行う特産品開発や販路

拡大等の取組を支援しました。（交流会開催回数：４回） 

○ 農林漁業者や食品関連企業などの地域の食に関わる関係者の持続的なビジネスモデルを創出する

ため、関係者のネットワークの構築等を支援しました。 

○ 中山間地域等において、将来にわたり持続可能な活力ある地域コミュニティを確立するため、ビ

ジョンの策定・実践をリードする人材の育成や、集落等の将来ビジョン策定、地域資源を活かした

活性化の取組等を支援しました。 

○ 首都圏における県産食材の認知度や評価を高めるため、バイヤーを対象とした産地見学会や、「黄

金の國、いわて。」応援の店等と連携したフェアなどを開催しました。 

○ 自然とのふれあいを促進するため、優れた自然環境を有する国立・県立自然公園等の登山道や遊

歩道の改修等を実施しました。 

〇 三陸の豊かな食材や自然、歴史、文化等を活用した「食」の関連イベントを実施したほか、地域

資源を活用した持続可能なビジネス創出に向けた関係者のネットワークの構築を支援しました。 

○ 三陸ＤＭＯセンターと連携し、観光地域づくり関係者の連携促進や売れる旅行商品づくりを担う

人材育成を支援しました。 

○ 食と観光の連携による地域の魅力向上に向けた取組を進めるとともに、令和３年に世界遺産登録

10 周年を迎えた「平泉の文化遺産」の価値・魅力の発信を強化しました。 

○ 沿岸圏域の豊かな自然・食材の恵み・郷土文化等の観光資源を活かした観光地域づくりを推進す

るとともに、ウイズコロナの「新たな生活様式」を踏まえ、多様なワーケーションを学ぶセミナー

の開催、安・近・短のニーズへの対応や東北ＤＣに向けた情報発信の強化やインバウンドの受入態

勢を充実しました。 

○ 県北地域への継続的な観光流動の創出を図るため、地域一体となった情報発信の実施や、観光コ

ンテンツの充実、周遊促進の取組を実施して、誘客拡大を推進しました。 

○ 御所野遺跡の世界遺産登録の実現に合わせて管内での登録記念事業等の展開や隣接圏域等との連

携強化に取り組むとともに、体験・交流型観光のブラッシュアップや受入態勢の強化等を推進しま

した。 

 

（３）都市と農山漁村の連携・交流と広域的なネットワークづくり（環境生活部、農林水産部）           

■ 地域資源を活用した都市と農山漁村の連携・交流 

○ グリーン・ツーリズム交流人口の拡大に向け、地域の受入体制を強化するための研修会の開催、

多様な旅行者ニーズに対応可能なグリーン・ツーリズム実践者の確保・育成に向けた研修会の開催

に取り組みました。（研修会開催回数：６回）【再掲】 

〇 岩手県ふるさとの森と川と海の保全及び創造に関する条例及びいわての水を守り育てる条例の理

念に基づき、活動団体等の顕彰、流域協議会への支援等を実施しました。 

 

■ 人づくりによる地域づくり 

○ 環境学習交流センターや地球温暖化防止活動推進センターにおいて、環境アドバイザーや地球温

暖化防止活動推進員を派遣するとともに、環境学習広報車「エコカーゴ」を活用し県内各地を訪問

する出張環境学習会等を実施することにより、環境学習及び環境保全活動を支援しました。（移動環

境学習広報車による出前環境学習実施数：28 回、環境アドバイザー派遣実績数：221 回） 

〇 三陸ジオパーク活動を担う人材を育成するため、中学校を対象とした公開モデル授業を実施（３

校）したほか、三陸ジオパーク推進協議会と連携し、認定ガイド認定講座講習（全４回 24 講座・32

人受講）の開催を推進しました。 

 

■ 市町村や金融機関と連携した低炭素な地域づくり 

○ 省エネルギー設備や再生可能エネルギー設備の導入促進のため、設備設置資金等への低利融資を

実施しました。（融資実績：７件）【再掲】 
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（４）豊かな環境づくりに資する科学技術の振興（ふるさと振興部、環境生活部、商工労働観光部、農林水

産部、ＩＬＣ推進局） 

■ 豊かな環境づくりに資する研究開発の促進 

○ 「産業・地域ゼロエミッション推進事業」により、令和４年３月末で県内延べ 131 事業者による

産業廃棄物等の３Ｒの取組を支援しました。【再掲】 

〇 化学物質による環境汚染の未然防止を図るため、大気、河川水、河川底質および生物に含まれる

化学物質（17 物質）の調査及び未規制物質（２物質）の分析法の開発を行いました。 

○ 環境保全に効果の高い営農活動を進めるため、化学合成農薬・化学肥料を低減した栽培技術や、

高度なＧＡＰの導入を支援しました。（県版ＧＡＰ確認登録及びＧＡＰ認証取得農場数：343 件）【再

掲】 

〇 再生可能エネルギー由来の水素の利活用推進や水素関連製品の普及促進、水素利活用に関する県

民や事業者等への理解促進などに取り組んだほか、水素関連産業の可能性調査を実施しました。（勉

強会開催：３回、60 人）【再掲】 

○ 農業経営の高度化を実現するため、ロボット、ＡＩ、ＩｏＴ等の次世代革新的先端技術について、

体系的な技術実証と経営評価等を実施しました。 

○ 北いわて型スマート農業技術の導入を促進するため、県北農業研究所を拠点として、農業者、研

究機関、大学等によるプラットフォームを構築し、自動走行農機や環境制御に関する技術実証など

を実施しました。 

○ 森林資源を活用し林業の成長産業化を実現するため、スマート林業技術を導入するとともに、Ｇ

ＩＳやドローン等のスマート林業技術を活用できる人材の育成を推進しました。（研修会開催：３回） 

○ 県内の「スマート水産業」の取組を推進するため、漁協等が行うＩＣＴを活用した自動給餌機等

によるサケ・マス類海面養殖試験の実施を支援しました。 

○ 超スマート社会 Society5.0 の実現に向け、先端技術の実証実験やドローン物流研究会、ドローン

オペレーター研修会等を実施し、科学技術を活用した地域社会課題解決の取組を推進しました。（物

流研究会及びオペレーター研修会：３回） 

 

■ 産学官共同研究等の推進 

○ 岩手大学と「水域生態系への安全性を考慮した下水中の抗菌剤分解除去法の開発に関する研究」

について共同研究を実施しました。 

○ 医療機器等関連産業の創出に向けて、医療関連機器製品開発支援、コーディネーターによる総合

的支援、展示会出展等により地場企業の参入や取引拡大を促進するとともに、医工連携を推進しま

した。 

○ 北上川バレープロジェクトの推進に向け、情報関連事業の成長を促進するため、県内外企業との

取引拡大、産学官の連携強化、高度ＩＴ人材育成等の戦略的な取組を一体的に推進しました。 

○ 海洋研究の拠点化を推進するため、いわて海洋研究コンソーシアムの活動を通じた海洋研究機関

の連携促進や、研究活動の支援等を実施しました。（セミナーの開催回数：７回） 

○ ＩＬＣ施設から生じる排熱の有効活用に向けた蓄熱吸着材の実証実験や、施設等の整備時におけ

る県産木材の利活用に係る検討など、大学や民間企業との共同研究を推進しました。 

 

■ 環境分野における海外との交流や環境の保全に関する研究の推進 

○ 岩手県環境保健研究センターは、本県の環境保健行政施策を推進するための科学的・技術的拠点

として、県民の健康保持・推進及び環境保全に寄与するための調査研究を実施しました。 

 

Ⅲ 進捗状況の点検                                        

（１）総合的指標の達成状況                                    

 

（２）点検結果                                          

総合的指標１指標（炭素生産性（温室効果ガス排出量１トン当たりの県内総生産））が向上していること

などから、各施策は順調に進められていると認められ、「地域資源の活用による環境と経済の好循環」分野

の進捗状況は「順調」と判断しました。 

指標名 単位 
現状値 

 （2017） 

計画目標値

R12（2030） 

実績値 

R3（2021） 

前年度と

の比較 

炭素生産性（温室効果ガス排出

量１トン当たりの県内総生産） 

千円/ト

ンｰ CO2 
353.5 

向上を 

目指す 
363.2 向上 
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【目指す姿（本施策分野が目指す将来像）】 

○ 親水空間や緑地、汚水処理施設等の整備が進み、快適でうるおいのある生活環境が築かれている。 

○ 美しい景観や歴史的なまち並みが保全され、人々から大切にされるとともに、日々の暮らしの中で親し

まれている。 

○ 歴史的・文化的環境の保全について、住民が主体となった保全の取組が展開されるとともに、誇るべき

地域固有の資産として地域の活性化に生かされている。 

○ 自然環境が有する多様な機能を活用した持続可能で魅力ある県土づくりが進んでいる。 

○ 農林水産業や生態系、沿岸域など気候変動の影響を受けやすいあらゆる分野で、将来の気候リスクを考

慮した取組が行われている。 

 

Ⅰ 主な事例紹介                                        

 

 
 

 

水と緑の活動促進事業 
快適で魅力あるまちづくりの推進のため、「岩手県

ふるさとの森と川と海の保全及び創造に関する条例」

及び「いわての水を守り育てる条例」の理念に基づき、

活動団体等の顕彰、流域協議会への支援等を実施しま

した。 

 

 
 

世界遺産登録推進事業 
自然と調和した歴史的・文化的環境の保全と活

用のため、「平泉の文化遺産」、「橋野鉄鉱山」に加

え、令和３年７月の「北海道・北東北の縄文遺跡

群」の世界遺産登録により国内 多の３つとなっ

た本県の世界遺産について、講演会の開催などに

より、世界遺産の保全や今後のあり方について理

解を深めるための普及啓発を展開しました。 

 

Ⅱ 個別施策の取組状況                                      

（１）快適で魅力あるまちづくりの推進（総務部、ふるさと振興部、環境生活部、農林水産部、県土整備部、

企業局） 

■ 健全な水循環 

○ 「岩手県ふるさとの森と川と海の保全及び創造に関する条例」及び「いわての水を守り育てる条

例」の理念に基づき、活動団体等の顕彰、流域協議会への支援等を実施しました。 

〇 基幹的農業水利施設の長寿命化を図るため、機能保全計画の策定と機能保全対策工事を実施しま

した。（実施地区数：６地区） 

〇 山地災害から県民の生命・財産を守るため、治山施設を整備しました。（実施地区数：52 地区） 

〇 岩手県公園施設長寿命化支援事業を導入し計画に基づき、公園施設の整備・維持管理を実施しま

した。 

 

■ 水インフラの適切な維持管理等の推進 

○ 基幹的農業水利施設の長寿命化を図るため、機能保全計画の策定と機能保全対策工事を実施しま

した。（実施地区数：６地区）【再掲】 

〇 新浄水場及び取水口の建設事業など概ね計画どおり進捗しました。 

ふるさとの森・里・川を守り育てる活動応援キャラクター 

りぱ～るくん 

２ 自然と共生した持続可能な県土づくり 
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〇 水道事業の経営基盤強化を図るための「水道広域化推進プラン」策定に向けて、連携の効果を分

析するため具体的な広域連携のシミュレーション等を実施したほか、市町村等が計画的に取り組む

水道施設の耐震化対策の支援を実施しました。 

〇 市町村の公共下水道や農業集落排水施設、漁業集落排水施設、浄化槽に係る事業に対し財政的支

援を行い、汚水処理施設の整備を促進しました。 

○ 家庭の生活排水による水環境への影響について、小学生等を対象に出前講座を２回開催しました。 

 

■ 水と緑のうるおいある空間の確保 

 〇 道路区域内（緑地帯や植樹帯含む）の適切な維持管理に取り組みました。 

○ 生物の生息環境や川が織りなす安らぎのある景観などに配慮した「多自然川づくり」により、人

と自然が調和する良好な水辺空間の保全と整備を推進しました。（整備実施箇所数：25 箇所） 

 

■ 良好な景観の形成 

〇 良好な景観形成を推進するため、住民参加による景観点検（２件）や、小中学生を対象とした景

観学習（５回）を実施しました。 

〇 電線共同溝の整備を推進し、電線類の地中化による道路環境の改善に取り組みました。（無電柱化

事業実施箇所数：２箇所） 

 

■ 持続可能なまちづくり・地域づくり 

〇 都市交通の円滑化等を図るため、都市計画道路の整備（４箇所）を推進しました。 

〇 公共施設を整備・改善するとともに、宅地の利用増進を図り、良好な市街地形成を図るため、土

地区画整理事業の施行者である市町村に対し、支援を実施しました。 

○ 地域公共交通のマスタープランとなる「地域公共交通網形成計画」に基づき、国の補助制度を活

用しながら、市町村と連携し、三陸鉄道とＩＧＲいわて銀河鉄道に対する設備投資、利用促進への

支援を行うとともに、広域バス路線の運行欠損額に対する支援等を通じて、路線の維持・確保に取

り組みました。 

  また、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた公共交通事業者を支援するため、運行支援金を

交付し、路線の維持を図りました。 

○ 市町村におけるコミュニティバスの運行等による地域内交通の改善や、再編などの取組に対する

補助などを通じて支援することで、住民のニーズに対応した持続可能な公共交通ネットワークの構

築を支援しました。 

○ 地域住民が主体となり、先駆的な活動に取り組む地域コミュニティ団体を「元気なコミュニティ

特選団体」として認定するとともに、新型コロナウイルス感染症拡大の状況を踏まえ、オンライン

による地域づくりフォーラムや地域コミュニティ活性化セミナーを開催し、地域運営組織の育成を

図るなど、持続可能な地域コミュニティ活動を促進しました。 

○ 県内でのリノベーションまちづくり事例をセミナー等を通じて周知し、地域活性化に向けた意識

啓発を行いました。 

○ 若者向け住宅支援施策の一環として、市町村を対象とした研修会の開催（３回）、技術的な支援を

実施し、「空き家バンク」等の情報発信ツールの利活用促進を図るとともに、「空き家バンク」に登

録された空き家の取得費の一部を助成することにより、若者の住宅確保の支援と併せ、空き家の流

通を促進しました。（補助実施件数：６件） 

○ 「岩手県公共施設等総合管理計画」に基づく各部局の個別施設計画の見直しに係る支援など、公

共施設等の長寿命化に向けた将来負担の軽減に取り組みました。 

〇 各施設の個別施設計画に基づき、長寿命化を図るための施設の計画的な修繕等に取り組みました。 

 

（２）自然と調和した歴史的文化的環境の保全と活用（文化スポーツ部、商工労働観光部、県土整備部、教

育委員会） 

■ 歴史的・文化的環境の保存と活用 

○ 国・県指定文化財の所有者等が行う修理、保存整備、記録保存等に要する経費の一部を補助しま

した。 

○ 市町村が埋蔵文化財発掘調査を実施する際に、その経費の一部を助成しました。 

〇 地域の文化財を地域づくりに活用するための「文化財保存活用地域計画」について、４市で行わ

れている計画策定の取組を支援しました。 

○ 本県の歴史についての理解促進を図るため、「いわての文化情報大事典」ウェブサイトなどにより、

情報発信を実施しました。 
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○ 令和３年７月に「北海道・北東北の縄文遺跡群」が世界遺産登録されたことにより、本県が国内

多となる３つの世界遺産を有することとなりました。 

○「平泉の文化遺産」の世界遺産登録 10 周年を記念した講演会等を開催し、世界遺産の保全や今後の

あり方について理解を深めるための普及啓発を展開しました。 

○「橋野鉄鉱山」を核とした鉄文化関連遺産の地域間ネットワークを構築し、遺産の価値について理

解を深めるための普及啓発を展開しました。 

○ 電線共同溝の整備を推進し、電線類の地中化による道路環境の改善に取り組みしました。（無電柱

化事業実施箇所数：２箇所） 

○ 歴史的・文化的環境の保存と活用を推進するため、住民参加による景観点検（２件）や、小中学

生を対象とした景観学習（５回）を実施しました。 

 

■ 環境と共生する生活文化の継承と創造 

○ 県産漆の生産拡大や漆文化の魅力向上を図るため、漆振興に向けた担い手の確保・育成や関係団

体等による連携会議を実施しました。 

○ 本県地場産品事業者の経営力向上を図るため、人材育成や首都圏での商談会の開催などにより、

商品開発や販路開拓を支援しました。 

 

（３）気候変動リスクを踏まえた防災・減災（環境生活部、農林水産部、県土整備部）               

■ 気候変動の影響への適応の推進 

○ 環境やニーズの変化に対応した水稲育種素材を充実させ、水稲品種開発の基盤を強化しました。 

○ 道路の安全性・信頼性の確保を図るため、通行危険箇所の防災対策を推進しました。 

〇 平成 28 年台風第 10 号による被害等を踏まえた河川の改良工事（護岸、築堤等）及び河道掘削等

を実施しました。 

〇 急傾斜地の崩壊による被害を防止するため、擁壁等を整備するとともに、新たに地域の安全の向

上を図るため、既存施設の老朽化対策を実施しました。 

〇 土石流による被害を防止するため、砂防堰堤等を整備しました。 

〇 海岸保全施設の老朽化対策を実施しました。 

○ 二酸化炭素の吸収・固定など森林の有する多面的機能を持続的に発揮させるため、間伐・再造林

などの森林整備を促進しました。（再造林面積：993ha） 

 

■ 災害に備えた土地利用 

○ 国土利用計画法に基づき、適正な土地利用の確保を図るため、国土利用計画及び土地利用基本計

画の管理運営、土地売買に係る届出審査、地価調査等を実施しました。 

 

■ グリーンインフラや生態系を活用した防災・減災の推進 

○ 生物の生息環境や川が織りなす安らぎのある景観などに配慮した「多自然川づくり」により、人

と自然が調和する良好な水辺空間の保全と整備を推進しました。（整備実施箇所数：25 箇所）【再掲】 

○ 山地災害から県民の生命・財産を守るため、治山施設を整備しました。（実施地区数：52 地区） 

 

■ 平時から災害時まで一貫した安全の確保 

○ 近年頻繁に発生している自然災害によって生じる災害廃棄物の処理体制を平時から構築するため、

関係団体等と連携し、市町村の災害廃棄物処理計画策定の支援に取り組みました。（処理計画策定済

み市町村数：18 市町村） 

○ 地域に根ざした再生可能エネルギーの普及に向けた被災家屋等への太陽光導入、自立・分散型エ

ネルギー供給システムの整備に向けた支援等を実施しました。 

○ 家庭・産業の省エネルギー化、再生可能エネルギーの導入促進に取り組み、温室効果ガス排出量

の削減を図りました。（補助実績：35件） 

○ 地球温暖化による気温上昇に伴う気候変動の影響とその対策について、イベントによる普及啓発

を行うことで、対策の実践を促しました。 

○ ＰＲＴＲ法に基づく届出に係る事務の実施により、化学物質の適正管理や排出削減を促進すると

ともに、使用状況を把握しました。 
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Ⅲ 進捗状況の点検                                       

（１）総合的指標の達成状況                                   

指標名 単位 
現状値 

R1（2019） 

計画目標値

R12（2030） 

実績値 

R3（2021） 

現状値との

比較 

快適に暮らせる生活環境に関す

る満足度 
％ 23.5 

向上を 

目指す 
23.3 横ばい 

災害に強く安心して暮らせる県

土に関する満足度 
％ 24.4 

向上を 

目指す 
30.2 向上 

 

（２）点検結果                                         

総合的指標１指標（災害に強く安心して暮らせる県土に関する満足度）が向上、１指標（快適に暮らせる

生活環境に関する満足度）が横ばいであることから、各施策は概ね順調に進められていると認められ、「自然

と共生した持続可能な県土づくり」分野の進捗状況は「概ね順調」と判断しました。 
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【目指す姿（本施策分野が目指す将来像）】 

○ 日常生活の中に省エネルギーや省資源・３Ｒなどの環境行動が広く浸透し、環境負荷の少ない製品・サ

ービスが消費者に選ばれている。 

○ 住まいや移動、職場環境など日々の暮らしにおける環境負荷の低減が図られると同時に、健康増進やワ

ーク・ライフ・バランスが確保されている。 

○ 環境への配慮や自然とのふれあいを通じた健康で心豊かなライフスタイルやワークスタイルが実現し、

それが魅力となって移住者や定住者が増加している。 

 

Ⅰ 主な事例紹介                                        

 

 
 

県民総参加型健幸度アップ支援事業 
環境にやさしく健康で質の高い生活の推進のため、

多くの県民が身体活動の増加と健康的な食生活を無

理なく実践できるよう健康づくり環境を整備しまし

た。 

 

 
 

森林公園機能強化事業 
森・里・川・海の保全・再生に貢献する地方移

住等の促進のため、広く県民の森林・林業に対す

る理解の醸成を図るよう森林環境教育の拠点施設

である森林公園に木育スペースを整備したほか、

自然観察会や木工教室等のイベントを開催しまし

た。 

 

Ⅱ 個別施策の取組状況                                      

（１）環境にやさしく健康で質の高い生活の推進（環境生活部、保健福祉部、商工労働観光部、農林水産部、

県土整備部） 

■ 持続可能なライフスタイルと消費活動 

○ 温室効果ガス排出量の 2050 年度実質ゼロに向けた県民運動の展開、岩手県地球温暖化防止活動推

進センターを拠点とした普及啓発等を実施しました。【再掲】 

○ 県民、事業者、市町村等の各主体との連携による３Ｒの促進、リサイクル製品の開発等に取り組

む事業者への支援等を実施するほか、広報媒体を活用した県民に対する３Ｒの普及啓発を実施しま

した。 

○ エシカル消費の普及啓発と連動させ、消費者に対し、食品ロス等の削減に関する啓発資材を出前

講座等で配付するなど、普及啓発を支援しました。（消費者教育関連セミナー実施回数：101 回） 

○ 本来食べることができるにもかかわらず廃棄物として排出される「食品ロス」の削減を推進する

ため、有識者や関係機関との連携により、令和３年 12 月に「岩手県食品ロス削減推進計画」を策定

しました。 

 

■ 県産木材を活用した低炭素で健康な住まい 

○ 県産木材の利用を促進するため、県産木材を使用した住宅の新築やリフォームを支援しました。

（県産木材を使用した住宅新築への支援件数：116 件） 

○ 県産木材を活用した岩手型住宅などの良質な住宅ストックの形成を支援しました。（補助実施件

３ 環境にやさしく健康で心豊かな暮らしの実現 
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数：35 件） 

○ 既存住宅の流通を促進するセミナー等を通じて、中古物件のリフォームや古民家における利活用

に係る取組を紹介しました。 

 

■ 徒歩・自転車移動等による二酸化炭素の削減と健康寿命の延伸 

○ 多くの県民が身体活動の増加と健康的な食生活を無理なく実践できるよう健康づくり環境を整備

しました。（健康づくり支援拠点設置数：121 地点、実践事業参加者数：4,092 人） 

○ 「岩手県自転車活用推進計画」に基づき、自転車通行空間の設計等の自転車の利用促進のための

取組を推進しました。 

 

■ 環境負荷の低減につながるテレワークなど働き方改革等の推進 

○ 県内企業における働き方改革の促進と生産性向上を両輪とした取組を推進していくため、労働環

境の整備と処遇改善に向けた取組への支援や中小企業者が行うテレワークの導入を支援しました。

（いわて働き方改革推進運動参加事業者数：680 事業者） 

○ 社会全体で子育て支援を行う意識の啓発や機運の醸成を図るため、「いわて子育て応援の店」協賛

店舗の拡大や「いわて子育てにやさしい企業等」の認証等を実施しました。（子育てにやさしい企業

等認証数：295 事業者） 

 

■ 「新・湯治」等による健康寿命の延伸 

○ 県内全域への一層の誘客拡大を図るため、いわて観光キャンペーン推進協議会が行う宣伝・誘客

事業及び観光地づくりを推進しました。（モニターツアー実施回数：６回）【再掲】 

○ 温泉の保護及び利用の適正化を図るため、温泉法に基づく温泉掘削、利用等の許可事務等を実施

しました。 

〇 コロナ禍後の外国人旅行者の誘客回復を図るため、トレッキングをテーマに韓国市場に対する宣

伝・誘客事業を推進しました。（旅行会社招請回数：１回（３社）） 

 

■ 人と動物の共生を目指したペットの適正飼養の推進 

○ 動物のいのちを尊重する取組を推進するため、適正飼養や返還・譲渡の推進、災害時の動物救護

の必要性に係る普及啓発等を実施しました。 

 

（２）森・里・川・海とつながるライフスタイルの充実（商工労働観光部、農林水産部、教育委員会）        

■ 自然体験活動等の推進 

○ 広く県民の森林・林業に対する理解の醸成を図るため、森林環境教育の拠点施設である森林公園

の機能強化に取り組むとともに、自然観察会や木工教室など広く県民の森林・林業に対する理解の

醸成を図るイベントを開催しました。（イベント等参加者数：1,216 人） 

〇 新型コロナウイルス感染症により利用者数は減少していますが、感染症予防対策を講じながら、

トレッキングやマリンスポーツ、ウィンタースポーツ体験等、各青少年の家及び各市町村と連携し

ながら体験活動を実施しました。 

 

■ 森・里・川・海の保全・再生に貢献する地方移住等の促進 

○ 本県への定住・交流人口の拡大を促進するため、相談窓口の運営やイベントの開催など、市町村

と連携し、全県的な移住促進の取組を実施しました。（移住・定住ウェブサイトのイベント情報等の

更新：229 件） 

○ Ｕ・Ｉターン就職者の増加を図るため、県外若手人材等に対し、本県で生活するメリットをＰＲ

するとともに、求人情報の提供や職業紹介等を実施しました。（岩手県Ｕ・Ｉターンセンター相談件

数：901 件） 

○ グリーン・ツーリズム交流人口の拡大に向け、地域の受入体制を強化するための研修会の開催、

多様な旅行者ニーズに対応可能なグリーン・ツーリズム実践者の確保・育成に向けた研修会を開催

しました。（研修会開催回数：６回）【再掲】 

 

■ 新たな木材需要の創出及び消費者等の理解の醸成 

○ 県産木材の販路拡大を図るため、全国規模の木材製品展示商談会への出展支援などを実施したほ

か、県産木材の利用促進を働きかけるＰＲイベントを開催しました。（出展者数：14 者）【再掲】 

○ 県民の森林づくりへの参加促進と森林保全への理解醸成を図るため、県民による森林環境保全活

動を支援しました。（県民参加の森林づくり活動団体数：34 団体） 
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Ⅲ 進捗状況の点検                                        

（１）総合的指標の達成状況                                    

指標名 単位 
現状値 

R1（2019） 

計画目標値

R12（2030） 

実績値 

R３（2021） 

現状値との

比較 

自然に恵まれていると感じてい

る人の割合 
％ 78.9 

向上を 

目指す 
81.3 向上 

住まいに快適さを感じている人

の割合 
％ 47.6 

向上を 

目指す 
49.0 向上 

 

（２）点検結果                                          

総合的指標２指標（自然に恵まれていると感じている人の割合、住まいに快適さを感じている人の割合）

が向上していることから、各施策は順調に進められていると認められ、「環境にやさしく健康で心豊かな暮

らしの実現」分野の進捗状況は「順調」と判断しました。 
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【目指す姿（本施策分野が目指す将来像）】 

○ 省エネルギー性能に優れた設備や機器、再生可能エネルギーを導入した住宅が普及するとともに、健康

にも配慮した快適で便利なくらしが実現している。 

○ 再生可能エネルギーの導入が進み、市町村等の地域のエネルギーシステムが構築され、災害にも強い、

快適で安全・安心な地域社会が形成されている。再生可能エネルギーの需給関係を通じた地域のつながり

や新たな産業の創出により、地域社会や経済が活性化し、持続的な脱炭素社会を実現している。 

○ 森林整備の必要性に対する理解や木材資源の利活用が進むとともに、本県の豊かな森林の適切な管理が

行われ、森林の持つ二酸化炭素吸収源としての機能が持続的に発揮されている。 

 

Ⅰ 主な事例紹介                                        

 

 
模範林造成事業 

適切な森林整備の促進のため、持続的な森林経営を

推進するよう県有林が実施した計画的な間伐による

二酸化炭素吸収量をクレジット化し、販売収益を県有

林事業に還元しました。 

 

 

地球温暖化対策推進事業 
地球温暖化に伴う気候変動への影響への適応の

ため、気候変動への緩和策と適応策を含めた気候

変動対策の総合イベントとして「いわて気候変動

チャレンジフェスタ」をオンラインで開催したほ

か、盛岡市でパネル展示を行い、広く県民に普及

啓発を行いました。 

 

Ⅱ 個別施策の取組状況                                      

（１）省エネルギー対策の推進（ふるさと振興部、環境生活部、県土整備部）                   

■ エネルギー消費の少ないライフスタイルへの転換 

○ 温室効果ガス排出量の 2050 年度実質ゼロに向けた県民運動の展開、岩手県地球温暖化防止活動推進

センターを拠点とした普及啓発等を実施しました。【再掲】 

〇 県民の地球温暖化に関する意識を高め、自主的な取組促進につなげることを目的に、県民の省エネ

行動の成果をウェブサイト上で分かりやすく表示する「いわてわんこ節電所」を運営しました。（令和

３年度の参加者数：11,221 人） 

〇 自主的に温暖化対策に取り組もうとする県内小学校の児童を「地球温暖化を防ごう隊員」に任命し、

「隊員証」と「地球温暖化を防ごう隊員ノート」を配布しました。家庭における省エネを進めようと

する取組で、平成 16 年度から令和３年度までに県内で 38,660 人が取り組んでいます。 

〇 本県の地球温暖化対策の普及啓発を図るため、省エネ節電キャンペーンの実施や地域への県地球温

暖化防止活動推進員の派遣など様々な取組を進めています。 

○ 省エネ住宅の普及促進に向けた、省エネ住宅に関する相談・アドバイスの実施、省エネ住宅セミナ

ー、省エネ診断を実施しました。（セミナー開催回数：２回） 

〇 県産木材を活用した岩手型住宅などの良質な住宅ストックの形成を支援しました。（補助実施件数：

35 件）【再掲】 

第２章 環境分野別施策 

１ 気候変動対策 
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〇 市町村等と連携して家庭系ごみの削減を推進するとともに、ごみの分別、使い捨てプラスチックの

使用抑制、食品ロスの削減の３つのマナーを掲げる「いわて三ツ星 eco マナーアクション」の定着に

向けて、普及啓発の取組を推進しました。 
 

■ 事業活動における低炭素化の推進 

○ 県内の多くを占める中小事業者の温暖化対策を推進するため、高効率な省エネルギー設備（ＬＥＤ

照明、空調設備、給湯設備、変圧器）の導入を支援しました。（補助件数：35件）【再掲】 

○ エネルギー使用量の把握や省エネルギー性能の高い設備・機器の自主的かつ計画的な導入を促進す

るため、「県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例」に基づき、二酸化炭素

の排出量が相当程度多い事業者に地球温暖化対策計画書の提出求めています。 
○ 温暖化防止いわて県民会議において、冬季の省エネ・節電等の取組を行い優れた取組を表彰する「で

きることからＥＣＯアクション表彰」を行いました。（参加団体：42 団体） 

〇 令和４年２月に県及び市町村等で構成する「家庭ごみ有料化減量化研究会」を開催し、ごみ処理有

料化や令和４年４月に施行される「プラスチック資源循環促進法」への対応等、市町村のごみ減量化

施策に関する意見交換を行いました。 

○ 県民、事業者、市町村等の各主体との連携による３Ｒの促進、リサイクル製品の開発等に取り組む

事業者への支援等を実施するほか、広報媒体を活用した県民に対する３Ｒの普及啓発を実施しました。 

○ グリーン購入基本方針等に沿って、環境に配慮した製品の購入に努めました。【再掲】 

 

■ 自動車交通における低炭素化の推進 

○ 地球温暖化による気温上昇に伴う気候変動の影響とその対策について、イベントによる普及啓発を

行うことで、対策の実践を促しました。 

○ 都市交通の円滑化等を図るため、都市計画道路の整備（４箇所）を推進しました。 

○ 地球温暖化対策を積極的に行っている事業所を「いわて地球環境にやさしい事業所」として認定す

る制度及び普及啓発を実施するとともに、温暖化対策計画書制度に基づき事業者への助言及び指導を

実施しました。 

 

■ 低炭素なまちづくり 

○ 県産木材を活用した岩手型住宅などの良質な住宅ストックの形成を支援しました。（補助実施件数：

35 件）【再掲】 

○ 都市交通の円滑化等を図るため、都市計画道路の整備（４箇所）を推進しました。【再掲】 

○ 三陸鉄道の持続的な運営を支援するため、関係市町村と連携した利用促進に加え、三鉄沿線地域の

魅力発信と誘客拡大のための事業を実施しました。 

○ 地球温暖化対策を積極的に行っている事業所を「いわて地球環境にやさしい事業所」として認定す

る制度及び普及啓発を実施するとともに、温暖化対策計画書制度に基づき事業者への助言及び指導を

実施しました。【再掲】 

○ 「岩手県自転車活用推進計画」に基づき、自転車通行空間の設計等の自転車の利用促進のための取

組を推進しました。 

 

■ 二酸化炭素以外の温室効果ガス排出抑制対策の促進 

○ フロン製品の適正な使用及びフロンの適切な回収を周知するため、県民への周知や事業所への立入

検査を実施しました。 

 
（２）再生可能エネルギーの導入促進（ふるさと振興部、環境生活部、農林水産部、県土整備部、企業局）      

■ 自立・分散型エネルギーシステムの構築 

○ 災害に強い街づくり及び再生可能エネルギー普及促進の一環として、東日本大震災津波の被災者が

住宅の修繕や新築を行う際に、新たに太陽光発電設備を設置する場合に要する経費の一部を支援しま

した。 

○ 家庭・産業の省エネルギー化、再生可能エネルギーの導入促進に取り組み、温室効果ガス排出量の

削減を図りました。 

 

■ 地域に根差した再生可能エネルギーの導入促進 

○ 県民、事業者や団体等を対象としたセミナー等を開催し、地域に根ざした再生可能エネルギーの導

入促進や、関連産業の創出、育成に取り組みました。 

○ 農村地域に賦存する再生可能エネルギーの有効活用を図るため、農業水利施設への小水力発電整備
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を推進しました。 

○ 簗川発電所は、計画どおり、建屋工事及び水車発電機等据付工事が完成し、令和３年７月１日に営

業運転を開始しました。 

〇 稲庭高原電力発電所は、令和３年 11 月に既設風車の撤去を完了し、令和３年 12 月に新風車の組立

を行いました。なお、世界的な新型コロナウイルス感染症の影響により、営業運転に必要な海外製一

部部品の納入に遅れが生じたことから、令和３年度内としていた運転開始時期は、令和４年７月とな

る見込みです。 

○ 「岩手県企業局クリーンエネルギー導入支援事業」により、市町村等が地域の公共施設に小規模な

クリーンエネルギー設備を設置する場合に要する経費を支援しました。（支援実績：９件） 

○ 三陸の海の資源である海洋再生可能エネルギーの利用が期待されていることから、関連産業創出に

向け、研究開発事業や関連産業の創出、発電事業の実現を支援しました。（シンポジウムの開催回数：

１回） 

〇 再生可能エネルギーの導入促進に向けた支援や電力系統への連携可能量拡大に向けた送配電網増強

施策の展開について国へ要望しました。 

○ 環境影響評価法又は岩手県環境影響評価条例に基づき届出があった開発事業のうち、電気工作物の

新築等に係る届出は４件でした。（全て法に基づくもの） 

○ 発電事業者に対し、燃料調達に関する助言を行ったほか、木質燃料ボイラーに関心を持つ民間企業

等へ木質バイオマスコーディネーターを派遣し導入に係る技術指導等を実施しました。（派遣実績：５

件）【再掲】 

○ 北上川上流流域下水道北上浄化センターにおいて、汚水処理に伴い発生する消化ガス（バイオガス）

を発電用燃料として民間事業者に売却しました。民間事業者は、消化ガス発電を行い売電しました。 

 

■ 水素の利活用推進 

○ 再生可能エネルギー由来の水素の利活用推進や水素関連製品の普及促進、水素利活用に関する県民

や事業者等への理解促進などに取り組むほか、水素関連産業の可能性調査を実施しました。（勉強会開

催：３回、60 人）【再掲】 

 
（３）適切な森林整備等による森林吸収源対策の推進（農林水産部）                       

■ 適切な森林整備の促進 

○ 二酸化炭素の吸収・固定など森林の有する多面的機能を持続的に発揮させるため、間伐・再造林な

どの森林整備を促進しました。（再造林面積：993ha）【再掲】 

○ 森林の持つ公益的機能を持続的に発揮させるため、針葉樹と広葉樹の混交林化を進める強度間伐や

伐採跡地への植栽のほか、気象被害を受けた森林の整備等を支援しました。（整備件数：133 件） 

 

■ 木材資源の有効利用の促進 

○ 県産木材の新たな需要創出を図るため、県産木材活用住宅等のＰＲ、木造建築設計技術者等の養成、

木造建築アドバイザーによる技術指導等を実施しました。（研修会の回数：３回）【再掲】 

○ 木質バイオマスの利用を促進するため、木質バイオマスコーディネーターを派遣し技術指導等を実

施しました。（派遣実績：５件）【再掲】 

○ 持続的な森林経営を推進するため、県有林が実施した計画的な間伐による二酸化炭素吸収量をクレ

ジット化し、販売収益を県有林事業に還元しました。（販売実績：87 件） 

○ 令和５年４月を始期とする次期「いわて木質バイオマスエネルギー利用展開指針」の策定に向け、

薪の生産者や薪ストーブ販売店等を対象に、県内における薪の生産及び流通の実態を把握するための

アンケート調査を実施し、薪の生産や流通に関する課題等を把握しました。【再掲】 

 
（４）地球温暖化に伴う気候変動の影響への適応（環境生活部）                         

○ 地域気候変動適応センター設置に向けた情報収集を行いました。 

○ 気候変動への緩和策と適応策を含めた気候変動対策の総合イベントとして「いわて気候変動チャレ

ンジフェスタ」をオンラインで開催したほか、盛岡市でパネル展示を行い、広く県民に普及啓発を行

いました。 

○ 気候変動の影響について、県民に身近なメディアを用いて理解増進を図るため、気候変動の影響と

その対策に関するミニ番組（18 回放送）やＣＭ等（70 回放送）を制作し、放送しました。 

○ 気候変動適応への県民の理解増進を図るため、気候変動影響と適応策の専門家による講義を岩手県

立大学で開催し、80 人の参加がありました。 
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Ⅲ 進捗状況の点検                                        

（１）総合的指標の達成状況                                    

指標名 単位 現状値 

R1（2019） 

計画目標値 年度目標値 実績値 

R3（2021） 

達成度 

R12（2030） R3（2021） 

温室効果ガス排出削減

割合（2013 年度比） 
％ 

16.6 

（2017） 
41 

20.2 

（2019） 

21.9 

（2019） 
Ａ 

再生可能エネルギーに

よる電力自給率 
％ 34.4 65 36.0 38.6 Ａ 

  ※ 温室効果ガス排出削減割合（2013 年度比）については、（ ）の年値 

 

（２）施策推進指標の状況                                     

指標名 単位 現状値 

R1（2019） 

計画目標値 年度目標値 実績値 

R３(2021） 

達成

度 - R3（2021） 

省エネ活動を実施している

県民の割合 
％ 86.4 

87.5 

（2022） 
87.5 88.4 Ａ 

いわて地球環境にやさしい

事業所認定数 

事業

所 
211 

272 

（2022） 
262 279 Ａ 

乗用車の登録台数に占める

電動車の割合 
％ 17.4 

29.0 

（2025） 
23.5 22.7 Ｂ 

再生可能エネルギー導入量

（累計） 
ＭＷ 1,444 

2,081 

（2025） 
1,669 1,681 Ａ 

住宅用太陽光発電設備導入

件数（累計） 
件 29,145 

38,500 

（2025） 
29,200 31,976  Ａ 

農業水利施設を活用した小

水力発電導入数（累計） 
箇所 8 

10 

（2022） 
9 9 Ａ 

チップの利用量 BDt[注] 229,064 
233,800 

（2022） 
233,000 242,288 Ａ 

間伐材利用率 ％ 42.0 
42.8 

（2022） 
42.3 42.5 Ａ 

再造林面積 ha 830 
1,000 

（2022） 
950 993 Ａ 

気候変動対策に関する総合

イベント参加者数（オンラ

インを含む）（累計） 

人 
6,851 

 

20,000 

（2022） 
13,000 10,927 Ｂ 

［注］ＢＤｔ：重量を表す単位であり、絶乾比重（含水率０％）に基づき算出された実重量を指す。 

 

（３）点検結果                                          

総合的指標２指標（温室効果ガス排出削減割合（2013 年度比）、再生可能エネルギーによる電力自給率）

の達成度がＡであり、施策推進指標の達成度もＡまたはＢであったことなどから、各施策は順調に進められ

ていると認められ、「気候変動対策」分野の進捗状況は「順調」と判断しました。 
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【目指す姿（本施策分野が目指す将来像）】 

○ 廃棄物の発生が可能な限り抑制され、資源の循環利用（再使用・再生利用）が徹底した社会が確立され

ている。 

〇 災害に強く、循環利用が考慮された持続可能な廃棄物処理体制が構築されている。 

〇 廃棄物の適正処理が確保され、良好な生活環境が維持されている。 

 

Ⅰ 主な事例紹介                                        

 

 
 

循環型地域社会形成推進事業 
廃棄物の発生抑制・再使用・再生利用（３Ｒ）の推

進のため、岩手県３Ｒ推進キャラクター「エコロル」

を活用し、食育推進全国大会、保育園訪問及びエコシ

ョップ店頭ＰＲ活動等による３Ｒの普及啓発を行い

ました。 

 

 
 

廃棄物適正処理監視等推進 
廃棄物適正処理の推進のため、産業廃棄物適正

処理指導員による監視指導やスカイパトロール等

を実施しました。 

 

Ⅱ 個別施策の取組状況                                      

（１）廃棄物の発生抑制・再使用・再生利用（３Ｒ）の推進（環境生活部、農林水産部、県土整備部）        

■ 一般廃棄物の抑制及び適正な処理の推進 

○ 令和４年２月に県及び市町村等で構成する「家庭ごみ有料化減量化研究会」を開催し、ごみ処理有

料化や令和４年４月に施行されるプラスチック資源循環促進法への対応等、市町村のごみ減量化施策

に関する意見交換を行いました。 

○ 岩手県３Ｒ推進キャラクター「エコロル」を活用し、食育推進全国大会、保育園訪問及びエコショ

ップ店頭ＰＲ活動等による３Ｒの普及啓発を行いました。 

○ 食品ロス削減月間（10 月）と年末年始に「もったいない・いわて☆食べきりキャンペーン」を実施

し、適量注文等食べ残し削減の呼びかけを行いました。 

○ エコショップいわて認定制度に関するミニ番組を制作、令和３年 10 月及び 12 月にテレビ放送し、

３Ｒの普及啓発を行いました。 

〇 廃棄物処理施設整備に係る指導監督並びに産業廃棄物処理業、産業廃棄物処理施設の許可及び監視

指導を行いました。 

〇 各種リサイクルの円滑な推進に向け、市町村への助言や県民への普及啓発等を実施しました。 

○ 岩手県海岸漂着物対策推進地域計画に基づき、市町村等が行う海岸漂着物の回収・処理等に対する

支援や、環境保全活動の促進、情報発信等を実施したほか、海洋ごみの分布調査を実施しました。（海

ごみゼロウィークに参加して河川・海岸の清掃活動を行った団体数：23 団体） 

 

■ 産業廃棄物の抑制及び適正な処理の推進 

○ 「産業・地域ゼロエミッション推進事業」により、令和４年３月末で県内延べ 131 事業者による産

業廃棄物等の３Ｒの取組を支援しました。【再掲】 

○ 一定の基準を満たすリサイクル製品について、「岩手県再生資源利用認定製品」として認定した製品

は令和４年３月末で 168 製品であり、県ウェブサイト等でＰＲするとともに、県自ら優先的な使用に

努め、リサイクル製品の利用拡大を推進しました。【再掲】 

２ 循環型地域社会の形成 
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○ フロン製品の適正な使用及びフロンの適切な回収を周知するため、県民への周知や事業所への立入

検査を実施しました。【再掲】 

○ 畜産主要産地として発展が期待される地域において、担い手育成を通じた畜産業の構造改善を図る

ため、飼料基盤や施設の整備を支援しました。【再掲】 

○ 家畜排せつ物の適正処理を推進するため、堆肥センターの補修等の取組を支援しました。 

○ 農業協同組合、市町村及び県等で構成する地域協議会を通じ、農業者に対して廃プラスチック適正

処理に係る啓発資料の配布や指導を実施しました。 

〇 漁業者自らの責任で漁業系廃棄物の適正処理が図られるよう、関係団体と連携して漁業者への指導

に取り組みました。 

〇 国の「公共建設工事における「リサイクル原則化ルール」に基づき、再生資源の利用に取り組みま

した。 

〇 下水道処理において発生する下水道汚泥焼却灰については、セメント原料への利用に取り組みまし

た。 

 

■ 海岸漂着物対策 

○ 岩手県海岸漂着物対策推進地域計画に基づき、市町村等が行う海岸漂着物の回収・処理等に対する

支援や、環境保全活動の促進、情報発信等を実施したほか、海洋ごみの分布調査を実施しました。（海

ごみゼロウィークに参加して河川・海岸の清掃活動を行った団体数：23 団体）【再掲】 

 

（２）災害に強く持続可能な廃棄物処理体制の構築（環境生活部）                        

○ 一般廃棄物処理施設の広域化の取組の進捗状況に応じて、市町村等の協議会に参画し、処理体制の

構築や施設整備・維持管理等に関する助言を行いました。 

○ 近年頻繁に発生している自然災害によって生じる災害廃棄物の処理体制を平時から構築するため、

関係団体等と連携し、市町村の災害廃棄物処理計画策定の支援に取り組みました。（処理計画策定済み

市町村数：18 市町村） 

○ 「いわてクリーンセンター」について、安定運営に向けた必要な支援を実施し、公共関与による産

業廃棄物処理を推進しました。 

○ 「いわて第２クリーンセンター」について、ＰＦＩ事業契約に基づき、運営・維持管理モニタリン

グを行い、公共関与による産業廃棄物処理を推進しました。 

○ いわてクリーンセンターの後継となる公共関与型産業廃棄物 終処分場について、令和６年度の供

用開始に向け、事業主体である（一財）クリーンいわて事業団への支援を行いました。 

 

（３）廃棄物の適正処理の推進（環境生活部、農林水産部）                           

○ 廃棄物処理施設整備に係る指導監督並びに産業廃棄物処理業、産業廃棄物処理施設の許可及び監視

指導を実施しました。【再掲】 

○ 産業廃棄物不適正処理の未然防止のため、産業廃棄物適正処理指導員による監視指導やスカイパト

ロール等を実施しました。（施設等立入検査件数：26,764 件） 

○ 産業廃棄物処理業者の格付け制度により、優良な処理業者の育成に努め、令和４年３月末で 99 事業

者を認定（★★★31 件、★★57 件、★11 件）しました。【再掲】 

○ 畜産主要産地として発展が期待される地域において、担い手育成を通じた畜産業の構造改善を図る

ため、飼料基盤や施設の整備を支援しました。【再掲】 

○ 青森県境産業廃棄物不法投棄事案に係る原状回復については、令和４年度の事業完了を目指し、汚

染土壌及び地下水の浄化対策に取り組んだ結果、浄化完了済み地区の割合は 93.3％となりました。ま

た、不法投棄の原因者等に対する徹底した責任追及や、事案に係る広報を実施しました。 
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Ⅲ 進捗状況の点検                                        

（１）総合的指標の達成状況                                    

指標名 単位 
現状値 

R1（2019） 
計画目標値 年度目標値 実績値 

R3（2021） 
達成度 

R12（2030） R3（2021） 

一般廃棄物のリサイク
ル率 

％ 
18.2 

（2018） 
27.0 

（2029） 
21.2 

（2020） 
17.5 

（2020） 
Ｄ 

産業廃棄物の再生利用
率 

％ 
60.6 

（2018） 
61 

（2029） 
61 

（2020） 
59.0 

（2020） 
Ｂ 

※ 一般廃棄物のリサイクル率、産業廃棄物の再生利用率については、（ ）の年値 

・ 一般廃棄物のリサイクル率は、店頭資源回収の定着により、市町村計画収集以外の資源リサイクルが
増加したため。また、新型コロナウイルス感染症の影響により、集団資源回収が中止されたことや在宅
時間が増加し、リサイクルされない片付けごみの排出量が増加したため。達成度はＤとなりました。 

 

（２）施策推進指標の状況                                     

※ 産業廃棄物の自県内処理率については、（ ）の年値 

・ 災害廃棄物処理計画策定市町村数（累計）は、リモート研修や市町村個別訪問を行い、市町村計画策
定を支援したが、市町村において、計画策定に必要なデータ整理や災害廃棄物仮置場設置地区への説明
等に時間を要したため、達成度がＣとなりました。 

 

（３）点検結果                                          

総合的指標１指標（一般廃棄物のリサイクル率）の達成度がⅮであったものの、１指標（産業廃棄物の

再生利用率）の達成度がＢであり、施策推進指標の達成度は１指標を除き、ＡまたはＢであったことから、

各施策は概ね順調に進められていると認められ、「循環型地域社会の形成」分野の進捗状況は「概ね順調」

と判断しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指標名 単位 
現状値 

R1(2019) 

計画目標値 年度目標値 実績値 

R3(2021) 

達成

度 - R3(2021) 

エコショップいわて認定店舗数 店舗 225 
226 

（2022） 
226 294 Ａ 

エコショップいわて認定店等によ

る店頭資源回収量 
トン 1,542 

2,200 

（2025） 
1,800 1,823 Ａ 

事業者等の３Ｒ推進の取組に対す

る支援実施件数（累計） 
件 118 

131 

（2022） 
125 131 Ａ 

産業廃棄物の自県内処理率 ％ 
94.1 

（2017） 

97.5 

（2025） 

 97.5 

（2020） 

 95.9

（2020） 
Ｂ 

災害廃棄物処理計画策定市町村数

（累計） 

市町

村数 
8 

33 

（2022） 
26 18 Ｃ 

産業廃棄物適正処理率 ％ 99.6 
100 

（2025） 
100 99.8 Ａ 

電子マニフェスト普及率 ％ 62 
70 

（2022） 
65 72 Ａ 

青森県境産業廃棄物不法投棄事案

に係る浄化完了済み地区の割合 
％ 80.0 

100 

（2022） 
86.7 93.3 Ａ 
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Ⅰ 主な事例紹介                                        

 

 
 

野生動物との共生推進事業 
生物多様性の保全のため、鳥獣保護管理事業計画に

基づき、地域個体群の安定的な維持と被害防除に取り

組み、人と野生動物との共生を推進しました。特に、

ツキノワグマによる被害防止のためのキャンペーン

等を実施しました。 

 

 

三陸ジオパーク活用強化・ 

三陸ジオパーク地域基盤強化事業 
自然とのふれあいの促進のため、三陸ジオパー

ク推進協議会や構成市町村等と連携し、住民等を

対象とした講習会・学習会や、ジオパークを活用

した授業の実施を推進しました。 

 

Ⅱ 個別施策の取組状況                                      

（１）生物多様性の保全（環境生活部、農林水産部、県土整備部）                        

■ 多様な自然環境の保全 

○ 自然環境保全地域や自然公園の保全のため、関係機関、ボランティア等との連携・協働により、外

来植物の防除活動を実施するとともに、盗採パトロールや利用者のマナー指導等のキャンペーンを実

施しました。  

〇 自然環境の保全に関する施策の総合的な推進を図るため、自然環境保全地域における行為の規制を

行いました。 

〇 岩手県自然環境保全条例、岩手県環境影響評価条例等に基づき、大規模開発に際し、自然環境に配

慮するよう助言・指導を行いました。 

○ 岩手県環境影響評価条例に基づく、事業者からの電気工作物の新築等の届出はありませんでしたが、

事業者等からの問い合わせや事前相談の機会を通じ、適切に環境配慮がなされるよう助言・指導を行

いました。 

○ いわてレッドデータブックの改訂に向けた生息状況調査の実施及び保護に関する総合的かつ計画的

な施策を実施しました。 

 

■ 多様な動植物が生息・生育できる環境の確保 

○ 岩手県ふるさとの森と川と海の保全及び創造に関する条例及びいわての水を守り育てる条例の理念

【目指す姿（本施策分野が目指す将来像）】 

○ 森や里、川、海の優れた自然環境が適切に保全されるとともに、生物の多様性や地域固有の生態系が確

保され、人と野生動植物が共生している。 

○ 優れた景観や自然環境を有する自然公園、身近な自然とのふれあいの場である森林公園や都市公園等が

適切に保護・管理され、野外レクリエーションの場、環境を学ぶ場として多くの県民に親しまれ、利用さ

れている。 

○ 環境に配慮した農林水産業の展開や、環境と調和した農地等の利用により、森林、農地、海岸の環境保

全機能が持続的に発揮されている。 

３ 生物多様性の保全・自然との共生 
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に基づき、活動団体等の顕彰、流域協議会への支援等を実施しました。【再掲】 

○ 県民の森林づくりへの参加促進と森林保全への理解醸成を図るため、県民による森林環境保全活動

を支援しました。（県民参加の森林づくり活動団体数：34 団体）【再掲】 

○ 森林の有する多面的機能を持続的に発揮させるため、間伐・再造林などの森林整備を促進しました。

（再造林面積：993ha）【再掲】 

○ 環境保全に効果の高い営農活動を進めるため、化学合成農薬・化学肥料を低減した栽培技術の導入

を支援しました。 

○ 中山間地域等直接支払制度を活用し、農業生産活動を通じて農地の多面的機能の維持・増進に取り

組む農業者を支援しました。（中山間地域等直接支払制度に基づく環境保全活動参加人数：31,658 人） 

○ 地域特性を生かした農業と活力ある農村づくりの促進等を図るため、地域の実績に応じた農業生産

基盤と農村生活環境基盤の整備を実施しました。（実施地区数：７地区） 

○ いきいきとした岩手の農業・農村を創り上げていくため、中山間地域等の耕作条件が不利な小規模

農地等を対象とした簡易な基盤整備を支援しました。（実施面積：27ha） 

○ 生物の生息環境や川が織りなす安らぎのある景観などに配慮した「多自然川づくり」により、人と

自然が調和する良好な水辺空間の保全と整備を推進しました。（整備実施箇所数：25 箇所）【再掲】 

○ 公共用水域や地下水の水質を把握するため、261 地点の公共用水域、140 地点の地下水を測定しまし

た。 

○ 県漁場環境保全方針の重点監視水域における水質調査等を実施するとともに、二枚貝等を毒化させ

る貝毒原因プランクトンの出現や貝毒の発生状況を監視しました。 

○ 漁場環境の維持・保全を図るため、水質や底質等の漁場環境調査等を実施しました。 

○ 藻場・干潟が有する水産資源の維持等の多面的機能を発揮させるため、漁業者等が行う藻場・干潟

の保全活動に対して支援しました。（藻場・干潟等の保全活動への支援地区数：９地区、藻場・干潟等

の保全活動面積：218ha） 

 

■ 野生動植物との共生の推進と鳥獣被害の抑制 

○ 関係機関の意見を踏まえ、鳥獣保護区６箇所を更新しました。 

○ 人と野生動物との共生を推進するため、鳥獣保護管理事業計画に基づき、地域個体群の安定的な維

持と被害防除に取り組みました。特に、イノシシについて捕獲技術マニュアルの作成や捕獲技術講習

会を開催するとともに、ツキノワグマによる被害防止のためのキャンペーン等を実施しました。 

○ シカ及びイノシシの生息数増加による自然生態系への影響、農林業被害の低減を図るため、捕獲を

推進しました。 

○ 早池峰山周辺地域のシカ生息数が増加し、シカによる高山植物の食害が増加していることから、当

該地域における捕獲を強化するとともに、防鹿柵を増設しました。 

○ 狩猟者の増加を図るため、若年層に狩猟への参入を促すとともに若手狩猟者の育成を進め、中長期

的な鳥獣捕獲の担い手確保に取り組みました。 

○ 野生生物保護を推進し、幼傷病野生鳥獣救護の効率化を図るため、開業獣医師に救護業務の一部を

委託するとともに、鳥獣保護センターにおいて専門的な救護を実施しました。 

○ 鳥獣保護センターにおける感染症の蔓延を予防するため、感染症に罹患していると思われる個体に

ついて病性鑑定を実施しました。 

○ 野生鳥獣による農作物被害を防止するため、市町村協議会等が行う有害鳥獣捕獲活動や侵入防止柵

の整備、地域全体での被害防止活動等を支援しました。 

○ いわてレッドデータブックの改訂に向けた生息状況調査の実施及び保護に関する総合的かつ計画的

な施策を実施しました。【再掲】 

 

■ 外来生物の駆除 

○ 特定外来生物発見疑い事例に係る連絡調整、県ウェブサイト等による周知等を実施しました。 

○ 自然環境保全地域や自然公園の保全のため、関係機関、ボランティア等との連携・協働により、外

来植物の防除活動を実施するとともに、盗採パトロールや利用者のマナー指導等のキャンペーンを実

施しました。【再掲】 

○ 松林及び広葉樹林を松くい虫及びナラ枯れ被害から守るため、松くい虫被害防除監視員等による監

視や被害木の駆除、被害発生の予防等を実施しました。 

○ 養殖ホタテガイでの作業負担の軽減を図るため、ヨーロッパザラボヤの付着状況を調査し、その結

果について、県ウェブサイト等を通じ、漁協や養殖業者に情報発信しました。 
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■ 生物多様性に配慮した県民参加型の自然環境保全活動の促進 

○ いわてレッドデータブックの改訂に向けた生息状況調査の実施及び保護に関する総合的かつ計画的

な施策を実施しました。【再掲】 

○ 特定外来生物発見疑い事例に係る連絡調整、県ウェブサイト等による周知等を実施しました。【再掲】 

○ 岩手県ふるさとの森と川と海の保全及び創造に関する条例及びいわての水を守り育てる条例の理念

に基づき、活動団体等の顕彰、流域協議会への支援等を実施しました。【再掲】 

○ 自然環境保全地域や自然公園の保全のため、関係機関、ボランティア等との連携・協働により、外

来植物の防除活動を実施するとともに、盗採パトロールや利用者のマナー指導等のキャンペーンを実

施しました。【再掲】 

○ シカやツキノワグマ、イノシシ等の第二種鳥獣に係る管理検討委員会を開催し、シカの捕獲目標数

やツキノワグマの捕獲方針等について、令和３年度の方針を検討し対策を促進するとともに、第二種

鳥獣管理計画策定に係る意見交換を行い、中期的な取組について検討を行いました。 

○ 狩猟者の増加を図るため、若年層に狩猟への参入を促すとともに若手狩猟者の育成を進め、中長期

的かつ安定した鳥獣捕獲の担い手確保に取り組みました。【再掲】 

○ 野生生物保護を推進し、幼傷病野生鳥獣救護の効率化を図るため、開業獣医師に一次救護業務を委

託するとともに、鳥獣保護センターによる幼傷病野生鳥獣救護を実施しました。 

 

（２）自然とのふれあいの促進（環境生活部、農林水産部、県土整備部）                     

■ 自然公園等の整備の推進及び利用の促進 

○ 自然環境保全地域や自然公園の保全のため、関係機関、ボランティア等との連携・協働により、外

来植物の防除活動を実施するとともに、盗採パトロールや利用者のマナー指導等のキャンペーンを実

施しました。【再掲】 

○ 自然とのふれあいを促進するため、優れた自然環境を有する国立、国定、県立自然公園等の登山道

や遊歩道の改修等を実施しました。 

○ 三陸ジオパーク推進協議会と連携し、観光ガイドブックの三陸復興国立公園協会との共同制作

（20,000 部）を推進したほか、三陸ジオパーク推進協議会のウェブサイトや「三陸ジオだより」等で

の情報発信を推進しました。 

○ 栗駒山の昭和湖付近の火山ガス濃度が高いことから、県立大学と連携しガス濃度の観測等を行い、

登山者の安全対策を実施しました。 

○ 早池峰地域の優れた自然環境を保全し、自然と人間の共生を実現するため、民間団体、関係機関等

のパートナーシップによる保全対策事業を推進しました。 

 

■ 都市公園や森林公園等の整備の推進及び利用の促進 

○ 広く県民の森林・林業に対する理解の醸成を図るため、森林環境教育の拠点施設である森林公園の

機能強化に取り組むとともに、自然観察会や木工教室など広く県民の森林・林業に対する理解の醸成

を図るイベントを開催しました。（イベント等参加者数：1,216 人）【再掲】 

○ 岩手県公園施設長寿命化計画に基づき、公園施設の整備・維持管理を実施しました。 

 

■ 里山など身近な自然環境の整備・保全の推進 

○ 県民の森林づくりへの参加促進と森林保全への理解醸成を図るため、県民による森林環境保全活動

を支援しました。（県民参加の森林づくり活動団体数：34 団体）【再掲】 

 

■ エコツーリズムの推進 

○ 三陸ジオパーク推進協議会と三陸鉄道株式会社との連携協定に基づく、みちのく潮風トレイルコー

ス等を含むジオツアー「三鉄ジオトレイン」（２回、計 48 人参加）の催行を推進しました。 

 

■ 三陸ジオパークに関する取組の推進 

○ 三陸ジオパーク推進協議会や構成市町村等と連携し、住民等を対象とした講習会・学習会の開催を

推進しました。（28 回、1,701 人） また、認定ガイド養成の一環として、認定ガイド認定講座の開催

を推進しました。（全４回 24 講座・32 人受講） さらに、ジオパークを通じて三陸地域を担う人材を

育成するため、中学校を対象とした公開モデル授業を実施するとともに、中学校生徒用サブテキスト

の作成を行いました。（モデル授業：３校） 

 

■ 温泉の保護と安全安心な利用の推進 

○ 温泉資源の保護と利用者の安全確保を図るため、事業者等に対し、温泉の掘削や利用等に係る指導
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を行うとともに、主要源泉の調査等を行いました。 

 

（３）森林、農地、海岸の環境保全機能の向上（環境生活部、農林水産部、県土整備部）              

■ 農地や森林の多面的機能の維持・増進 

○ 環境保全に効果の高い営農活動を進めるため、化学合成農薬・化学肥料を低減した栽培技術や、高

度なＧＡＰの導入を支援しました。（県版ＧＡＰ確認登録及びＧＡＰ認証取得農場数：343 件）【再掲】 

○ 県民の森林づくりへの参加促進と森林保全への理解醸成を図るため、県民による森林環境保全活動

を支援しました。（県民参加の森林づくり活動団体数：34 団体）【再掲】 

○ 地域における森林整備活動を推進するため、専門知識と技術を有し、地域に根ざして関係者の合意

形成等を図る人材を育成しました。（研修開催数：１回） 

○ 農業・農村が有する多面的機能の維持・発揮のため、水路の泥上げや農道の砂利補充など、農地や

農業用水路等を守る地域共同活動（実施地区数：1,030 地区）や、水路等の長寿命化や農村環境保全

活動など、地域資源の質的向上を図る地域共同活動（実施地区数：867 地区）を支援しました。 

〇 中山間地域等直接支払制度を活用し、農業生産活動を通じて農地の多面的機能の維持・増進に取り

組む農業者を支援しました。（中山間地域等直接支払制度に基づく環境保全活動参加人数：31,658 人）

【再掲】 

○ 森林の有する多面的機能を発揮させるため、森林所有者や地域住民等が協力して実施する森林の保

全管理や山村地域の活性化に資する取組を支援しました。（活動組織数：97 団体、里山林の保全活動

面積：1,090ha） 

 

■ 多様な森林の整備、保安林の適正配備の推進 

○ 森林の持つ公益的機能を持続的に発揮させるため、針葉樹と広葉樹の混交林化を進める強度間伐や

伐採跡地への植栽のほか、気象被害を受けた森林の整備等を支援しました。（整備件数：133 件）【再

掲】 

○ 二酸化炭素の吸収・固定など森林の有する多面的機能を持続的に発揮させるため、間伐・再造林な

どの森林整備を促進しました。（再造林面積：993ha）【再掲】 

○ 森林法に基づき、保安林整備事業、保安林整備管理事業及び森林保全管理事業を実施しました。 

 

■ 様々な海の生き物の産卵・生育の場となる藻場・干潟の保全活動の促進 

○ 藻場・干潟が有する水産資源の維持等の多面的機能を発揮させるため、漁業者等が行う藻場・干潟

の保全活動に対して支援しました。（藻場・干潟等の保全活動への支援地区数：９地区、藻場・干潟等

の保全活動面積：218ha）【再掲】 

 

■ 陸と海がつながる多様で豊かな水辺空間としての河川・海岸の保全 

〇 市町村が行う海岸漂着物の回収・処分、住民団体が行う海岸清掃等への取組支援と啓発活動を行い

ました。（海ごみゼロウィーク時に海岸清掃等を行った団体：23団体） 

○ 「いわての川と海岸ボランティア活動等支援制度」により、県が管理する河川、海岸において地元

自治会等が行う清掃や美化等のボランティア活動の支援を実施しました。（支援件数：67 件） 

○ 岩手県海岸漂着物対策推進地域計画に基づき、市町村等が行う海岸漂着物の回収・処理等に対する

支援や、環境保全活動の促進、情報発信等を実施したほか、海洋ごみの分布調査を実施しました。（海

ごみゼロウィークに参加して河川・海岸の清掃活動を行った団体数：23 団体） 

 

■ 生態系に配慮した災害に強い県土づくり 

○ 山地災害から県民の生命・財産を守るため、治山施設を整備しました。（実施地区数：52 地区）【再

掲】 

○ 渓流環境の保全、生態系に配慮した透過型構造の砂防堰堤の整備に取り組みました。 
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Ⅲ 進捗状況の点検                                            

（１）総合的指標の達成状況                                    

指標名 単位 
現状値 

R1（2019） 

計画目標値 年度目標値 実績値 

R3（2021） 
達成度 

R12（2030） R3（2021） 

イヌワシつがい数 ペア 27 29 29 26 Ｂ 

自然公園ビジターセ

ンター等利用者数 
千人 

420 

(2010～19 平均) 
470 470 339 Ｃ 

・ 自然公園ビジターセンター等利用者数は、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響による岩手緊急事
態宣言の発表に伴うビジターセンターの閉鎖等により、利用者が減少したため、達成度はＣとなりまし
た。 

 
（２）施策推進指標の状況                                     

指標名 単位 
現状値 

R1(2019) 

計画目標値 年度目標値 実績値 

R3(2021) 

達成

度 - R3(2021) 

イヌワシの繁殖率 ％ 7.4 
14.0 

（2022） 
14.0 7.7 Ⅾ 

狩猟免許所持者数 人 3,268 
3,268 

（2022） 
3,268 3,735 Ａ 

グリーンボランティア登録者数 人 226 
230 

（2022） 
230 230.0 Ａ 

ジオパーク学習会等の参加者数

（オンラインを含む）（累計） 
人 

1,648 

(2020) 

3,200 

（2022） 
2,400 3,349 Ａ 

主要ジオサイトの観光入込客数 千人 1,203 
1,115 

(2022) 
1,115 1,003 Ｂ 

農山漁村の環境保全活動への参

加人数 
人 126,100 

123,500 

（2022） 
123,000 129,418 Ａ 

県民参画による公益的な機能を

重視する森林整備面積（累計） 
ha 16,666 

20,780 

（2022） 
20,040 17,790 Ｂ 

※ ジオパーク学習会等の参加者数（オンラインを含む）（累計）については、（ ）の年値 

・ イヌワシの繁殖率は、繁殖成功率の向上を図るために給餌や営巣地の改良に取り組みましたが、天候
や野生動物による捕食などの影響により、達成度はＤとなりました。 

 
（３）点検結果                                          

総合的指標１指標（イヌワシつがい数）の達成度がＢ、１指標（自然公園ビジターセンター等利用者数）

の達成度がＣとなりましたが、施策推進指標は１指標を除き、ＡまたはＢであったことなどから、各施策は

概ね順調に進められていると認められ、「生物多様性の保全・自然との共生」分野の進捗状況は「概ね順調」

と判断しました。 
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【目指す姿（本施策分野が目指す将来像）】 

○ 環境基準を満たすとともに、安全で安心できるきれいな大気や静かな環境の中で、豊富な水の恩恵を受

けながら、県民生活が営まれている。 

○ 化学物質による環境汚染が防止されているとともに、化学物質に関する県民の理解が深まり、安全・安

心な県民生活が営まれている。 

○ 有害な化学物質等について、適切な監視、測定や指導等により、適正な管理や使用が行われ、水や大気

等の安全性が守られている。 

○ 環境影響評価制度等に基づく基準が遵守され、大規模な開発事業等における環境への影響の回避や低減

が図られている。 

 

Ⅰ 主な事例紹介                                        

  

 
 

大気汚染防止対策 
大気環境の保全のため、大気環境の常時監視を実施

し、大気の汚染実態を把握しました。また、大気環境

における有害大気汚染物質の常時監視を実施すると

もに、事業者に対して排出又は飛散の抑制等を啓発

し、事業者の自主的な排出等の抑制を促進しました。 

 

 
 

水質保全対策 
 水環境の保全のため、261 地点の公共用水域、140

地点の地下水を測定し公共用水域や地下水の水質

を把握しました。また、有害物質等を排出する事業

者への立入検査及び排水検査を実施しました。 

 

Ⅱ 個別施策の取組状況                                         

（１）大気環境の保全（環境生活部）                                     

○ 大気の汚染実態の把握のため、大気環境の常時監視を実施しました。また、大気環境における有害

大気汚染物質の常時監視を実施するともに、事業者に対して排出又は飛散の抑制等を啓発し、事業者

の自主的な排出等の抑制を促進しました。 

○ オゾン層の破壊を防止するため、フロン類の回収及び破壊の確保を図りました。 

 

（２）水環境の保全（環境生活部、農林水産部、県土整備部）                          

○ 公共用水域や地下水の水質を把握するため、261 地点の公共用水域、140 地点の地下水を測定しまし

た。【再掲】 

○ 有害物質等を排出する事業者への立入検査及び排水検査を実施しました。 

○ 磐井川中流・下流及び大川の水質環境基準類型の見直しを実施しました。また、早池峰ダム貯水池

に係る水質環境基準類型の見直し調査を業務委託により実施しました。 

○ 市町村の公共下水道や農業集落排水施設、漁業集落排水施設、浄化槽に係る事業に対し財政的支援

を行い、汚水処理施設の整備を促進しました。【再掲】 

○ 家庭の生活排水による水環境への影響について、小学生等を対象に出前講座を２回開催しました。

【再掲】  

○ 北上川上流流域下水道及び磐井川流域下水道を整備しました。 

○ 県及び関係市村が指定検査機関と連携し、浄化槽台帳の精査及び法定検査を受検していない浄化槽

４ 環境リスクの管理 
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管理者への指導等を実施しました。 

 

（３）土壌環境及び地盤環境の保全（環境生活部）                               

○ 公共用水域や地下水の水質を把握するため、261 地点の公共用水域、140 地点の地下水を測定しまし

た。【再掲】 

○ 有害物質等を排出する事業者への立入検査及び排水検査を実施しました。【再掲】  

 

（４）騒音・振動・悪臭対策の推進（環境生活部）                               

○ 新幹線の騒音・振動測定を実施し、測定結果を事業者へ情報提供するとともに、環境基準が未達成

な地域の騒音等の防止対策の推進について各事業者に要望しました。 

○ 悪臭公害は、近年、発生源が飲食店やサービス業等多岐にわたっていることから、市町村と連携し

て悪臭発生の防止について周知しました。  

 

（５）化学物質の環境リスク対策の推進（環境生活部）                             

○ ＰＲＴＲ法に基づく届出に係る事務の実施により、化学物質の適正管理や排出削減を促進するとと

もに、使用状況を把握しました。【再掲】 

○ 事業者の環境負荷低減に向けた自主的な取組を促進するため、環境報告書バンクの運営やセミナー

等を実施しました。（環境報告書バンク掲載件数：383 件（累計）、セミナー開催：1件）【再掲】 

〇 化学物質による環境汚染の未然防止を図るため、大気、河川水、河川底質および生物に含まれる化

学物質（17物質）の調査及び未規制物質（２物質）の分析法の開発を行いました。 

〇 有害化学物質の排出状況を把握するために、水質汚濁防止法に基づく対象事業場への立入（399 件）、

大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設等への立入（328 件）を行うなど、関係法令に基づく指導を

実施しました。 

○ 大気、河川水、地下水、土壌の一般環境中及び発生源周辺のダイオキシン類の常時監視を実施しま

した。 

 

（６）監視・測定体制の強化・充実と公害苦情等への的確な対応（環境生活部）                  

○ 環境保全対策の推進を図るため、研修会等の開催・参加、公害防止知識の普及啓発及び大気常時監

視測定機器等を整備しました。 

〇 化学物質による環境汚染の未然防止を図るため、大気、河川水、河川底質および生物に含まれる化

学物質（17物質）の調査及び未規制物質（２物質）の分析法の開発を行いました。【再掲】 

○ 令和３年度に県及び市町村が受理した公害に関する苦情は 629 件でした。 

○ 調停等の申請件数は０件でした。 

 

（７）放射性物質による影響の把握等（環境生活部）                              

○ 環境中の放射性物質等のモニタリングを実施し、測定結果を公表しました。 

○ 市町村による円滑な除染等を推進するために支援を行うとともに、放射線に対する基礎知識の普及

啓発を実施しました。 

〇 市町村による農林業系副産物の処理を推進するため技術的支援を実施しました。 

 

（８）環境影響評価制度の適切な運用、適正な土地利用の促進（環境生活部）                   

○ 岩手県環境影響評価条例に基づく、事業者からの電気工作物の新築等の届出はありませんでしたが、

事業者等からの問い合わせや事前相談の機会を通じ、適切に環境配慮がなされるよう助言・指導を行

いました。【再掲】 

○ 岩手県土地利用基本計画（計画図）の変更 13 件について、国及び市町村と協議のうえ岩手県国土利

用計画審議会に諮問し、承認されました。 

○ 国土利用計画法施行令の規定に基づく地価調査について、不動産鑑定評価を委託して基準地 356 地

点の標準価格を判定し、一般の土地取引価格の指標となるよう公表しました。  

 

（９）北上川清流化対策の推進（環境生活部）                                 

○ 旧松尾鉱山から排出される坑廃水の中和処理を確実に実施するとともに、施設の耐震補強工事を進

め、長期安定的な処理の確立に努め、北上川清流化を推進しました。 

○ 県農林水産部主催の農業技術者向け研修会において北上川清流化対策について講演を行い、その取

組の周知に努めました。 

○ ＮＰＯ等による旧松尾鉱山跡地での植樹活動等を支援しました。 
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Ⅲ 進捗状況の点検                                        

（１）総合的指標の達成状況                                    

指標名 
単

位 

現状値 

R1（2019） 

計画目標値 年度目標値 実績値 

R3（2021） 

達成

度 R12（2030） R3（2021） 

河川・湖沼・海域の BOD 等［注

１］環境基準達成率 
％ 98.2 99.1 99.1 95.7 Ｂ 

大気中の PM2.5 等環境基準達

成率［注２］ 
％ 100 100 100 100 Ａ 

［注１］BOD 等：BOD（生物化学的酸素要求量）及び COD（化学的酸素要求量） 

［注２］PM2.5 等：二酸化窒素、二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、微小粒子状物質（PM2.5） 

 

（２）施策推進指標の状況                                     

指標名 
単

位 

現状値 

R1（2019） 

計画目標値 年度目標値 実績値 

R3(2021) 

達成

度 - R3(2021) 

光化学オキシダント注意報の

年間発令日数 
日 0 

0 

（2022） 
0 0 Ａ 

有害大気汚染物質の環境基準

達成率 
％ 100.0 

100 

（2022） 
100 100 Ａ 

汚水処理人口普及率 ％ 82.6 
91 

（2025） 
91 84.4 Ｃ 

排水基準適用の事業場におけ

る排水基準適合率 
％ 100 

100 

（2022） 
100 100 Ａ 

新中和処理施設放流水水質

基準達成率 
％ 100 

100 

（2022） 
100 100 Ａ 

・ 汚水処理人口普及率は、下水道で計画値を上回る伸び率となりましたが、浄化槽の伸び率が計画値を

下回ったため達成度はＣとなりました。 

 

（３）点検結果                                          

総合的指標１指標（河川・湖沼・海域のＢＯＤ等環境基準達成率）の達成度がＢ、１指標（大気中の PM2.5

等環境基準達成率）の達成度がＡであり、施策推進指標も１指標を除き、達成度はＡまたはＢであったこ

となどから、各施策は順調に進められていると認められ、「環境リスクの管理」分野の進捗状況は「順調」

と判断しました。 
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【目指す姿（本施策分野が目指す将来像）】 

○ 県民が環境問題について理解を深め、自らの問題として捉え、自発的に活動することにより、持続可能

な社会づくりに取り組んでいる。 

○ 県民、ＮＰＯ、企業、行政等の協働により、環境に配慮した行動が日常生活や事業活動の場で実践され

ている。 

 

Ⅰ 主な事例紹介                                        

 

 
 

環境保全対策 
持続可能な社会づくりに向けた環境学習等の推進

のため、県内児童等 126 団体、延べ 3,618 人の参加の

もと、87 河川の延べ 134 地点で水生生物による水質

調査を実施し、水質保全意識の高揚を図ることができ

ました。 

 

 
 

環境学習交流センター管理運営 
環境に配慮した行動・協働の推進のため、環境学

習交流センターや地球温暖化防止活動推進センタ

ーにおいて、定期的にメールマガジンや広報誌を発

行するとともに、環境に関する企画展を開催するな

ど、県民へ環境情報を提供しました。 

 

Ⅱ 個別施策の取組状況                                      

（１）持続可能な社会づくりに向けた環境学習等の推進（環境生活部、教育委員会）                

■ 学校における環境学習の推進 

○ 地球温暖化防止活動推進員による学校等への研修会を開催しました。 

○ 地球温暖化防止活動推進センターと連携し、温暖化対策に取り組もうとする県内小学校に「地球温

暖化を防ごう隊員ノート」を配布し、小学生とその家庭における、省エネルギーに関する取組を支援

するとともに、「いわてわんこ節電所」での各学校の取組紹介や動画配信を通じて、取組の普及を図り

ました。  

○ 県内全小学校に環境副読本を配布し、学校における環境学習を推進しました。 

〇 環境学習交流センターにおいて、大学、高等学校、中学校、支援学校からの訪問学習を受け入れ、

観光学習の取組を支援しました。（受入実績 10 校、93 名） 

〇 岩手大学において環境学習の一環として、県の環境施策について講義を行いました。 

 

■ 多様で身近な環境学習機会の提供、支援 

○ 水生生物による水質調査は、126 団体、延べ 3,618 人の参加のもと、87 河川の延べ 134 地点で県内

児童等が実施し、水質保全意識の高揚を図ることができました。 

○ 環境学習交流センターや地球温暖化防止活動推進センターにおいて、環境アドバイザーや地球温暖

化防止活動推進員を派遣するとともに、環境学習広報車「エコカーゴ」を活用し県内各地を訪問する

出張環境学習会等を実施することにより、環境学習及び環境保全活動を支援しました。（移動環境学習

広報車による出前環境学習実施数：28回、環境アドバイザー派遣実績数：221 回）【再掲】 

○ ごみの散乱を防止し住環境の清潔を保持するとともに、廃棄物の発生を抑制し、３Ｒを推進するた

め、「クリーンいわて運動」として各種清掃活動等を実施しました。 

５ 持続可能な社会づくりの担い手の育成と協働活動の推進  
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〇 県立博物館及び県立美術館での学芸員等による公開講座を実施しました。（講座の実施回数：博物館

21 回、美術館 38 回） 

〇 新型コロナウイルス感染症の影響により利用者数は減少していますが、感染症予防対策を講じなが

ら、トレッキングやマリンスポーツ、ウィンタースポーツ体験等、各青少年の家及び各市町村と連携

しながら体験活動を実施しました。 

〇 事業所や家庭での地球温暖化防止の取組を促進するために、地球温暖化防止活動推進員による地域

の研修会・イベント等による普及啓発を実施しました。（派遣回数：80 回） 

○ 環境に関する講師派遣や見学受入等を行う企業・団体を環境学習応援隊として登録・周知すること

により、地域における体験による環境学習を推進しました。 

〇 「水の週間（８月１日から１週間）」行事の一環として、広く水に対する関心を高め、理解を深める

ことを目的に、次代を担う中学生を対象とした水の作文コンクールを実施しました。この結果は、作

文集として取りまとめ関係者に配布するとともに、県ウェブサイトに掲載し周知を図りました。 

 

■ 環境人材の育成 

○ 地域で地球温暖化対策の意識啓発等に取り組む地球温暖化防止活動推進員の活動を支援するため、

スキルアップと推進員間の連携・情報共有を図る研修会を実施しました。 

○ 環境に関する講師派遣や見学受入等を行う企業・団体を環境学習応援隊として登録・周知すること

により、地域における体験による環境学習を推進しました。【再掲】 

〇 新たな人材の発掘や、さらなる人材育成を目的とし、「いわて環境塾」を開催しました。 

○ 地球温暖化防止活動推進員を対象とする研修会を開催しました。（研修会開催回数：２回）。 

○ 三陸ジオパーク活動を担う人材を育成するため、中学校を対象とした公開モデル授業を実施（３校）

したほか、三陸ジオパーク推進協議会と連携し、認定ガイド認定講座講習会（全４回 24 講座・32 人

受講）を開催の開催を推進しました。【再掲】 

○ 事業所や家庭での地球温暖化防止の取組を促進するために、地球温暖化防止活動推進員による地域

の研修会・イベント等における普及啓発を実施しました。（派遣回数：80 回）【再掲】 

○ 岩手県ふるさとの森と川と海の保全及び創造に関する条例及びいわての水を守り育てる条例の理念

に基づき、活動団体等の顕彰、流域協議会への支援等を実施しました。【再掲】 

 

（２）環境に配慮した行動・協働の推進（環境生活部、農林水産部、県土整備部）                 

■ 環境に配慮した県民の行動・協働の推進 

○ 事業所や家庭での地球温暖化防止の取組を促進するために、地球温暖化防止活動推進員による地域

の研修会・イベント等における普及啓発を実施しました。（派遣回数：80 回）【再掲】 

○ エコショップいわて認定制度に関するミニ番組を制作、令和３年 10 月及び 12 月にテレビ放送し、

３Ｒの普及啓発を行いました。【再掲】 

○ 一定の基準を満たすリサイクル製品について、「岩手県再生資源利用認定製品」として認定した製品

は令和４年３月末で 168 製品であり、県ウェブサイト等でＰＲするとともに、県自ら優先的な使用に

努め、リサイクル製品の利用拡大を推進しました。【再掲】 

〇 東北環境パートナーシップオフィスから各種情報を収集するとともに、東北地方ＥＳＤ活動支援セ

ンター業務を地域で担う地域ＥＳＤ活動推進拠点であるＮＰＯ法人環境パートナーシップいわてと連

携し、各種行事等を通じてＥＳＤを推進しました。  

○ 農業・農村が有する多面的機能の維持・発揮のため、水路の泥上げや農道の砂利補充など、農地や

農業用水路等を守る地域共同活動（実施地区数：1,030 地区）や、水路等の長寿命化や農村環境保全

活動など、地域資源の質的向上を図る地域共同活動（実施地区数：867 地区）を支援しました。【再掲】 

○ 県民の森林づくりへの参加促進と森林保全への理解醸成を図るため、県民による森林環境保全活動

を支援しました。（県民参加の森林づくり活動団体数：34 団体）【再掲】 

〇 地域住民との協働により、道路、河川及び海岸の草刈り、清掃など、身近な社会資本の整備に取り

組みました。 

〇 岩手県ふるさとの森と川と海の保全及び創造に関する条例及びいわての水を守り育てる条例の理念

に基づき、活動団体等の環境美化活動等に係る流域協議会への支援等を実施しました。【再掲】 

〇 住民、ＮＰＯ、大学等の研究機関、事業者、行政の積極的な協力による、農地・農業用水等の地域

資源を保全する取組や森林整備、道路や河川・海岸の環境美化活動、海洋ごみの回収・処理、自然環

境保全活動等への支援を行いました。 

 

■ 環境に配慮した企業の行動・協働の推進 

○ 地球温暖化対策を積極的に行っている事業所を「いわて地球環境にやさしい事業所」として認定す
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る制度及び普及啓発を実施するとともに、温暖化対策計画書制度に基づき事業者への助言及び指導を

実施しました。【再掲】 

○ 事業者の環境負荷低減に向けた自主的な取組を促進するため、環境報告書バンクの運営やセミナー

等を実施しました。（環境報告書バンク掲載件数：383 件（累計）、セミナー開催：１件）【再掲】 

○ 岩手県海岸漂着物対策推進地域計画に基づき、市町村等が行う海岸漂着物の回収・処理等に対する

支援や、環境保全活動の促進、情報発信等を実施したほか、海洋ごみの分布調査を実施しました。（海

ごみゼロウィークに参加して河川・海岸の清掃活動を行った団体数：23 団体） 

 

■ 環境に配慮した県の率先実行 

○ 県関係施設において節電・省エネに取り組んだほか、グリーン購入基本方針等に沿って、環境に配

慮した製品の購入に努めました。 

〇 県も一事業者として、岩手県エコマネジメントシステムにより、温室効果ガス排出量の削減に取り

組みましたが、新型コロナウイルス感染症対策で換気を増やした影響等により、令和２年度は平成 26

年度(基準年度)比+2.0％、前年度比で+3.3%増となりました。 

〇 県有施設における再生可能エネルギーの導入のため、県北広域振興局において、合同庁舎の電力を

再生可能エネルギー電力に切り替えました。 

 

■ 県民等の参加による環境保全取組の推進 

〇 県民会議事業として、できることからＥＣＯアクション表彰の実施、家庭のエコチェックや省エネ・

節電キャンペーンの実施等、構成団体相互間で情報共有を行い、連携を強化しました。 

〇 「令和３年版環境報告書～持続可能な社会の構築に向けて～」を発行したほか、県ウェブサイト等

を通じて、環境に関する広報活動を推進しました。 

○ 岩手県海岸漂着物対策推進地域計画に基づき、市町村等が行う海岸漂着物の回収・処理等に対する

支援や、環境保全活動の促進、情報発信等を実施したほか、海洋ごみの分布調査を実施しました。（海

ごみゼロウィークに参加して河川・海岸の清掃活動を行った団体数：23 団体） 

○ 岩手県ふるさとの森と川と海の保全及び創造に関する条例及びいわての水を守り育てる条例の理念

に基づき、活動団体等の顕彰、流域協議会への支援等を実施しました。【再掲】 

 

■ 環境広報及び情報提供の推進 

○ 温室効果ガス排出量の 2050 年度実質ゼロに向けた県民運動の展開、岩手県地球温暖化防止活動推進

センターを拠点とした普及啓発等を実施しました。【再掲】 

○ 環境月間(６月)行事として県内では、テレビやゲームを消して、読書・読み聞かせなどにより環境

のことを考えてもらう運動を北海道、秋田県、青森県とともに実施した４道県共同行動、夏季の節電

の実施、ごみ拾い等の清掃活動の実施及び環境に関する図書展示・ミニイベントなどが行われました。 

〇 毎年度、県内の環境の現状や課題、その解決に向けた施策をとりまとめた環境報告書を出版すると

ともに、県ウェブサイトでも県の環境施策を公表しています。 

○ 岩手県ふるさとの森と川と海の保全及び創造に関する条例及びいわての水を守り育てる条例の理念

に基づき、活動団体等の顕彰、流域協議会への支援等を実施しました。【再掲】 

○ 環境学習交流センターや地球温暖化防止活動推進センターにおいて、定期的にメールマガジンや広

報誌を発行するとともに、環境に関する企画展を開催するなど、県民へ環境情報を提供しました。 

○ ライフスタイルの転換を呼びかけるウェブサイト「いわてわんこ節電所」による普及啓発などを実

施しました。（令和３年度の参加者数：11,211 人） 

 

Ⅲ 進捗状況の点検                                        

（１）総合的指標の達成状況                                    

指標名 単位 
現状値 

R1（2019） 

計画目標値 年度目標値 実績値 

R3(2021) 

達成

度 R12（2030） R3（2021） 

環境学習交流センター利用

者数 
人 49,789 50,000 31,000 33,258 Ａ 

水生生物調査参加率（注１） 

（参考：参加者数） 

％ 

（人） 

6.9（注２） 

（4,272）（注２） 

7 

（3,100） 

7 

（3,900） 

6.5 

（3,618） 
Ｂ 

 （注１）参加者数／児童数   （注２）2013～19 平均 
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（２）施策推進指標の状況                                     

指標名 
単

位 

現状値 

R1（2019） 

計画目標値 年度目標値 実績値 

R3(2021) 
達成度 

- R3（2021） 

水と緑を守り育てる環境保全

活動数（累計） 
件 965 

3,360 

（2022） 
2,520 2,696 Ａ 

身近な水辺空間の環境保全等

に継続的に取り組む団体数 

団

体 
61 

60 

（2022） 
60 67 Ａ 

 

（３）点検結果                                          

総合的指標１指標（環境学習交流センター利用者数）の達成度がＡ、１指標（水生生物調査参加率）の

達成度がＢであり、施策推進指標も達成度はＡであったことなどから、各施策は順調に進められていると

認められ、「持続可能な社会づくりの担い手の育成と協働活動の推進」分野の進捗状況は「順調」と判断し

ました。 
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【要旨】 
 「いわての水を守り育てる条例」に基づき、令和３年度の施策の実施状況を取りまとめました。令和３年

度は 69 の取組・事業を実施し、うち予算事業は 44 事業約 154 億円でした。 

 

 

 

■ 生態系の維持に配慮した河川整備、森林整備等を実施したほか、水環境のモニタリング等を通じた水質

監視、汚水処理施設の整備による生活雑排水対策等に取り組んだ結果、公共用水域のＢＯＤ等環境基準達

成率が良好に推移するなど、健全な水環境が維持されました。 

 

（１）河川などの生態系の維持及び多様な生物が生息できる親水空間の創造（環境生活部、農林水産部、県

土整備部） 

ア 公共用水域及び地下水の水質保全（工場・事業場監視） 

   263 地点の公共用水域、140 井戸の地下水質の水質測定を実

施しました。また、公共用水域及び地下水の水質保全のため、

有害物質を使用し、又は排水量が多い工場・事業場の排水の

検査を行い、排水基準を超過するなど違反が認められた場合、

改善を指導しました。 

イ 北上川清流化確保対策 

   旧松尾鉱山の坑廃水による北上川の水質汚濁を防止するた

め、新中和処理施設において処理を実施しました。 

 ウ ダイオキシン類環境モニタリング 

   公共用水域、地下水及び土壌におけるダイオキシン類の常

時監視を実施し、環境基準達成率は 100％でした。 

 エ 汚水処理施設の整備 

   生活雑排水が適正に処理されて川などに流れるようにする

ため、下水道や浄化槽などの汚水処理施設の整備を進め、汚

水処理人口普及率が 0.8％増加しました（Ｒ２：83.6％ ⇒ 

Ｒ３：84.4％）。 

オ 放射性物質モニタリング 

   公共用水域（河川 34 地点、海域２地点、海水浴場７地点）

及び地下水（22 地点）の水質測定等を実施しました。 

   その結果、放射性セシウムについては、公共用水域等の水質全地点

では不検出となっていますが、河川の底質及び河川敷土壌では昨年度

と概ね同程度の濃度で検出されています。 

周辺環境の空間線量率については、県で測定している一般環境と

同程度であり、全体としては低下傾向を示しています。 

また、盛岡市及び放射性物質汚染対処特措法に基づく汚染状況重

点調査地域である一関市、奥州市、平泉町の水道水の放射性物質濃

度を測定しました。その結果、放射性セシウムは全地点で不検出で

した。 
 カ 多自然川づくりの取組 
   河川の維持・改修工事等において、河川が本来持つ多様な生物

の生息・生育環境及び良好な水辺空間の保全と創出を図る「多自

然川づくり」を実施しました。 
キ 生物多様性に配慮した農村環境の整備 

農業農村整備事業の実施に当たっては、振興局等に設置してい

る公共事業等に係る「希少野生動植物調査検討委員会」において、

学識経験者の助言を受け、事業計画区域内に生息する希少野生動

植物等の状況確認のほか、必要に応じて動物の移送や植物の移植

を行うなど、希少野生動植物の生息環境を維持・形成する取組を

推進し、環境との調和に努めました。 

第１章 いわての水を守り育てる施策の実施状況 

１ 水環境の保全及び水資源の確保に関する施策 

放射性物質の検査 

都南浄化センター 

新中和処理施設 

希少野生動植物保護対策 
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ク 希少野生動植物の保護 

平成 14 年に指定した指定希少野生動植物 16 種、特定希少野生動植物 10 種の監視や保護対策を実施し

ました。 

 

（２）森林及び水田が持つ水源かん養機能の維持及び増進（農林水産部）                     
ア 森林の環境保全 

   森林の有する水源かん養機能の維持増進を図るため、伐採跡地への再造林や間伐等への支援、県有林

の整備、保安林制度の運用、治山施設の整備等を実施しました。 

 イ いわて環境の森の整備 

   「いわての森林づくり県民税」を活用し、水源のかん養や県土の保全等の森林の有する公益的機能の

維持増進を図るため、管理不十分な人工林の混交林誘導伐や公益上重要な伐採跡地への植栽等を実施し

ました。 

 ウ 環境保全型農業の普及 

   環境に配慮した持続的な農業を広く普及定着させるため、農薬、化学肥料の使用量を低減する取組や

堆肥の施用、長期中干等による地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動への支援を実施

しました。 

エ 中山間地域等における多面的機能の維持 

   中山間地域等直接支払制度を活用し、地域の農業者等による耕作放棄地の発生防止活動や水路、農道

等の管理活動等により、水源かん養や洪水防止等の多面的機能の維持に努めました。 

オ 農地、農業用水等の保全 

農地の水源かん養機能など、農業･農村の多面的機能の発揮に向け、地域が共同で行う農地・農業用水

等の地域資源の保全活動を支援しました。 

 

（３）都市部の道路又は公園における雨水の浸透面の保全及び浸透能力の向上（県土整備部）            
御所湖広域公園などにおいて植栽や緑化等の維持管理を実施し、公園に

おける雨水の浸透面の保全等を行いました。 

 
 
 
 
 

 

 

 

   

 

 

■ 「新いわて水道ビジョン」に基づいた水道事業者等への支援や岩手県水道地図の作成を行ったほか、農

業水利施設を活用した小水力発電設備の導入や下水熱の活用等、河川の適切な管理を通じた河川水の適切

な利用、節水型機器の導入等の呼びかけを通じた効率的、持続的な水の利用を促進する取組を行いました。 

 

（１）生活用水、農業用水、工業用水その他の用水の合理的又は効率的な利用（環境生活部、農林水産部、

県土整備部、企業局） 
ア 「新いわて水道ビジョン」の推進 

   新いわて水道ビジョンに定める「持続」「安全」「強靭」の基本方針に従っ

て、水道事業者等が進める水道施設の耐震化を財政面で支援したほか、災害

発生時の緊急対応等に活用するため、岩手県水道地図を作成し水道事業者等

に配付しました。 
 イ 農業水利施設の整備 
   農業用水を安定的に供給するため、農業水利施設を整備したほか、施設の

長寿命化を図るため、機能保全計画の策定と機能保全対策工事を実施しまし

た。 
 ウ 農業用水の活用 

   農村地域に賦存する再生可能エネルギーを有効活用するため、農業水利施

設を活用した小水力発電設備の導入を進めました。 

２ 効率的で持続的な水の利用を推進する施策 

御所湖広域公園 

新いわて水道ビジョン 
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 エ 工業用水 
   将来にわたり安定供給が図られるよう、送配水管等の施設の老朽化対策などの改良・修繕を計画的に

実施しながら、良質な工業用水を工業団地に供給しています。 
 オ 下水熱の活用 

 下水熱を回収し、盛岡駅西口地区に空調用冷温水を供給する地域熱供給事業を平成７年度から実施し、

下水が持つエネルギーの効率的な利用を図っています。 
 

（２）地下水及び河川水の適切な利用（農林水産部、県土整備部）                        

ア 河川水の適切な利用 

   県が所有する農業用水利権について、営農状況の変化等に応じた見直しに向けた協議・調整を行いま

した。 

 イ 河川の適切な管理 

   県が管理する 313 河川について、ダムや主要河川において流量観測を実施し、河川水量を的確に把握

するとともに、河川水の利用について調査・調整を行い、適正な管理及び許認可を実施しました。 

 

（３）家庭又は事業所における節水型の機器又は設備の導入促進（環境生活部）                  

環境学習交流センター及び岩手県地球温暖化防止活動推進センター事業において、節水型機器の導入等

を呼びかけました。 

 

 

   

 

 

■ 雨水利用設備を導入した県の公共施設の見学等による情報発信を行うとともに、水需給の動向調査を実

施するなど、水の有効利用についての普及啓発や調査等に取り組みました。 

 

（１）公共施設等における雑用水の利用を図る設備・雨水貯留設備の導入促進、雑用水の利用を図る設備に

関する情報発信及び技術の普及（環境生活部） 
盛岡駅西口の「いわて県民情報交流センター（アイーナ）」に設置している雨水利用や中水道利用施設等

を、ウェブサイトで紹介するなど普及啓発を行いました。 
 

（２）温泉水、雪及び氷の特性を活かした地域の取組の奨励（環境生活部）                    

近年では、温泉水の持つエネルギーを有効活用した取組が進められており、導入した施設の紹介などを

行いました。 

 

（３）水の有効利用に関する技術開発及び調査研究の推進（環境生活部）                     

県内の水需給の動向を把握し、将来的な水需給計画の基礎資料とするため、水需給動向調査などを行い

ました。 

 

 

   

 

 

■ 県民・事業者等が実施する水環境保全活動に対する顕彰として「水と緑を守り育てる活動知事感謝状」

を贈呈したほか、県内各地の学校や環境保全団体が水生生物調査等を実施するなど、活発な活動が展開さ

れました。 

 

（１）生態系の調査及び保護に関する情報の発信（環境生活部）                         
ア 公共用水域及び地下水の水質保全 

公共用水域・地下水等の水質やダイオキシン類の測定を実施するとともに、結果を県ウェブサイトや

環境報告書で公表しました。 

 

３ 雑用水の利用その他水の再利用（水の有効利用）を推進する施策 

４ 水の価値を再認識するための施策 

- 74 -



 
 

いわて環境塾 

イ 希少野生動植物の生息状況調査 

「いわてレッドデータブック」改訂に向け、希少野生動植物の生息状況調査を行いました。 

 

（２）学校及び家庭における水の大切さに関する環境学習の奨励（環境生活部、農林水産部、県土整備部、

教育委員会） 
ア 学校における環境教育の推進 

   学校における環境教育は、関係教科、特別活動や総

合的な学習の時間等において、それぞれの教科・領域等

の目標に即して取り上げられています。 

   学校ごとに地域の河川等の清掃活動やそれに関わる

調査活動等を通して地域の水について学ぶとともに、よ

りよい環境づくりを目指した実践が行われました。 

 イ 環境学習の支援 

   盛岡駅西口の「いわて県民情報交流センター（アイ

ーナ）」内に設置している環境学習交流センターにおい

て、地域の自然体験・環境学習等への講師派遣や、環境

学習広報車を活用し、地域に出向いて環境学習を行う出

張環境講座等により、学校・地域における環境学習の取

組を支援しています。 

   また、学校における環境学習の支援を図るため、本県

の自然の豊かさや様々な環境問題について紹介した児

童向け環境副読本を作成し、県内の小学校５年生全員に

配布しました。      

環境をテーマとした講習会である「いわて環境塾」

を開催し、地域で活動する環境人材の発掘及び育成を

行いました。 

 ウ 水生生物調査 

県内の 87 河川 134 地点において、地域の小学校や環

境保全団体の 3,618 名が「水生生物による水質調査」

を実施しました。県でも、広域振興局の担当者や講師の

派遣等により支援するとともに、調査結果を「水生生物

を指標とした岩手県の河川水質マップ」としてまとめ、

関係機関や参加団体等に広く配布し、周知を行っていま

す。 

なお、令和３年度は、新型コロナウイルス感染症の影

響により全国水生生物調査は中止となりましたが、調査

を希望する団体が多かったことから、調査実施者が感染

症対策を行う旨を要領に追加し、県独自の調査事業を実

施しました。 

エ 農村地域における生きもの調査 

   農業農村整備事業の計画・実施区域や多面的機能支払制

度に取り組む地域において、農家や地域住民の参加による

生きもの調査を行い、農業・農村が有する多面的な機能に

ついての理解の促進と普及啓発に努めました。 

 オ 水の作文コンクール 

   水の週間（８月１日から７日まで）行事の一環として作

文コンクールを実施し、７校から応募のあった 28 作品か

ら優秀賞５作品と佳作５作品を選定しました。これら入選

した作文は県ウェブサイトで公開するとともに、文集とし

て関係者及び県内の中学校へ配布しました。 

   なお、優秀賞５作品を優れた作品として国のコンクール

へ推薦し、うち２作品が入選しました。 

 カ 下水道・浄化槽出前講座 

   公益財団法人岩手県下水道公社、公益社団法人岩手県浄

化槽協会と連携し、小学生等を対象に汚水処理施設の役割

環境学習教材 

水生生物調査 

下水道・浄化槽出前講座 
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や機能について学習する出前講座を実施しており、令和３年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のた

め、込み受付を見合わせましたが、水循環や水の大切さについて普及啓発教材の配布などを行い、環境

教育の充実、意識の向上を図りました。 

 

（３）県民及び事業者が実施する水環境の保全及び水資源の確保に関する活動並びに水の有効利用に関する

顕彰（環境生活部） 

ア 環境大臣表彰 

   永年にわたる活動の実績が認められ、加藤直子氏（釜石

市）が地域環境保全功労者表彰を、株式会社ジャパンセミ

コンダクター 岩手事業所（北上市）及び吸川をきれいに

する会（一関市）が地域環境美化功績者表彰を受賞しまし

た。 

 イ 環境保全活動表彰 

   永年にわたり環境保全活動等に取り組んでいる５団

体・４個人に対し知事表彰の贈呈を行いました。 

 ウ 水と緑を守り育てる活動知事感謝状 

   条例に基づき創設した表彰制度により、１個人、３団体

に対し知事感謝状を贈呈しました。 

エ 「水生生物による水質調査」実施団体知事感謝状 

   永年にわたり継続して「水生生物による水質調査」活動を

行っている学校等に対し感謝状の贈呈を行いました。 
 

（４）いわての水の価値、水文化及び水質保全活動の歴史に関する情報の発信（環境生活部、農林水産部、

県土整備部） 
ア 水の価値に関する情報発信 

昭和 60 年に岩手県が選定した県内の優れた水環境「いわての名水 20

選」と平成の名水百選（平成 20 年度環境省選定）について、県ウェブサ

イト等でＰＲしています。 

   水質保全活動の歴史については、北上川清流化確保対策に関する解説

ボードを開運橋に設置し周知を図るとともに、パネル・パンフレット等

により、イベント等を通じて情報発信を行いました。 

 イ 水辺環境等の体験型観光に関する情報発信 

渓流でのシャワークライミングや手づかみによる魚とりなど、水辺環

境等の地域資源を活用した体験型観光に関する情報発信を行っています。 

 ウ 事例に係る情報発信 

県内の親水公園や多自然川づくりの事例について、県ウェブサイトで

紹介しています。 

 

 

 

 

   

 

 

■ 事業者等が県民と環境情報を共有するリスクコミュニケーションの取組に対する支援を行ったほか、県

民の取組への支援として、「環境学習交流センター」による出前環境講座や環境保全活動等を実施する団体

等に対する支援等を実施しました。 

 

（１）事業者の取組への支援（（環境生活部、農林水産部）                            

 ア 地域で事業を実施する企業の環境配慮の取組を、住民・行政と情報共有する環境コミュニケーション

について、企業が自主的に環境報告会を開催しています。県も企業向けのセミナーや研修会等を開催し、

これらの取組を支援しています。 

 イ 県内の河川の流域ごとに行政・事業者・ＮＰＯ・環境保全団体等からなる流域協議会を設置し、水環

境のあり方や、環境保全について定期的に情報交換・協議が行われています。 

５ 県民・事業者等への支援等 

名水マップ 

環境保全活動表彰 
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 ウ 農薬適正使用研修会の開催や農薬管理使用アドバイザーの認定等を行い、農業者や販売業者等の農薬

に対する適正使用･管理意識の向上を図りました。 

   また、畜産業者に対して、家畜排せつ物の適切な処理についての巡回指導や処理施設整備の支援を実

施しています。 

 

（２）県民への普及啓発・環境保全活動の促進、支援（環境生活部、農林水産部、県土整備部、企業局）       

 ア 森川海条例に基づく各流域協議会の活動を支援することによ

り、県民の環境保全活動への意識向上を図っています。 

 イ 環境学習交流センターによる講師派遣や出前環境講座、中学

生を対象とした水の作文コンクールを開催するなど、環境意識

の向上を図っています。 

 ウ 農業に関わる偉人や先人たちの功績や農業・農村の歴史を紹

介する「農業農村整備紙芝居」を上演するなど、農地や農業用

施設の重要性についての理解促進と普及啓発を図りました。 

 エ 地域住民や企業等が、農業水利施設の管理者である土地改良

区等と施設管理協定（アドプト協定）を締結し、地域が主体と

なった環境保全活動を実施しました。 

 オ ダムや農業用水路など農業水利施設が持つ多面的機能の理

解を深めるため、イベント等普及啓発活動を支援しました。 

 カ 農業・農村が有する多面的機能の維持・増進を図るため、地

域が共同で行う農地・農業用水等の地域資源の保全活動を支援

しました。 

キ 河川や海岸の清掃・美化活動等を行うボランティア団体 68

団体に対して、物品支給などの支援を実施しました。 

ク 各種イベントでのチラシ配布等、関係機関と連携し、河川へ

の油流出事故防止活動を行いました。また、植樹を行う市町村

や団体に対して苗木を提供するなど、環境保全活動を支援しま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

植樹活動支援事業 

環境学習交流センター・ 
岩手県地球温暖化防止活動推進センター 
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　岩手県の環境保全等に関する主な行政機構 （令和３年４月１日現在）

森林審議会（保安林の解除、林地開発の許可等環境に影響を及ぼす重要事項の審議機関）

環境審議会（環境及び自然の保全に関する基本的事項の審議機関）

環境影響評価技術審査会（環境影響評価その他の手続きに関する技術的な事項の調査審議）

知事－副知事 政策企画部 政策企画課（県行政の総合的企画、立案、推進）

総務部 管財課（公共施設マネジメント）

防災復興部 復興推進課（復興に向けたまちづくり支援）

ふるさと振興部 ふるさと振興企画室（活力ある小集落支援）

調査統計課（経済・農林業・漁業センサス）

交通政策室（交通の企画・調整）

科学・情報政策室（科学技術の振興）

文化スポーツ部 文化振興課（文化芸術振興、世界遺産登録）

環境生活部 環境生活企画室（環境生活行政の総合的企画及び調整、温暖化対策、

           エネルギー対策、ジオパーク推進、環境保健研究センターの企画運営）

環境保全課（大気、水質、騒音、振動、悪臭、土壌汚染、地盤沈下

　　　　　　環境アセスメント、化学物質、鉱害、土地対策、水資源対策）

資源循環推進課（廃棄物、浄化槽、リサイクル、公共関与施設の管理、災害廃棄物）

自然保護課（自然環境保全、自然公園、鳥獣保護、温泉）

県民くらしの安全課（水道、へい獣処理、と畜場）

廃棄物特別対策室（県境不法投棄問題、公共関与型廃棄物処理施設整備）

保健福祉部 保健福祉企画室（保健福祉行政の企画及び調整）

健康国保課（毒物、劇物、公害疾病予防）

子ども子育て支援室（子育て支援）

商工労働観光部 商工企画室（商工労働観光行政の企画及び調整）

経営支援課（県単融資、高度化資金、経営・起業・創業支援）

産業経済交流課（地域資源を活用した産業振興）

観光課（観光施設整備）

ものづくり自動車産業振興室（ものづくり産業の振興、産業集積の促進）

農林水産部 農林水産企画室（農林水産行政の企画及び調整）

団体指導課（制度金融）

流通課（県産材活用促進、食品リサイクル、有機農産物）

農業振興課（農業の多面的機能確保）

農業普及技術課（土壌保全、肥料取締、生産環境保全、農薬安全使用）

農村計画課（生態系に配慮した農業農村整備）

農村建設課（農地地すべり防止、農地・農業用水の公害防除、 県出先機関

　　　　　　農用地開発における環境保全） 盛岡広域振興局、

農産園芸課（農業用廃プラスチック適正処理） 県南広域振興局、

畜産課（畜産経営指導、畜産関係環境保全） 沿岸広域振興局、

林業振興課（間伐材利用促進、木材及び木材製品の利用促進) 及び県北広域振興局

森林整備課（森林計画、緑化推進、森林病害虫対策） ・経営企画部

森林保全課（保安林整備、治山事業、森林公園管理） ・保健福祉環境部

水産振興課（魚場環境保全、漁業系廃棄物、海洋資源） 　（保健所）

漁港漁村課（漁港漁村整備、漁業集落排水）　　 ・土木部・農政部

・農林部・林務部

県土整備部 県土整備企画室（県土整備行政の企画及び調整） ・水産部

建設技術振興課（建設リサイクル、公共工事におけるゼロエミッション） 環境保健研究ｾﾝﾀｰ

道路建設課（道路の新設・改築に伴う良好な環境の形成） 県民生活ｾﾝﾀｰ

道路環境課（道路環境アセス、道路の維持・修繕に伴う環境保全） 農業研究ｾﾝﾀｰ

河川課（河川区域公有水面埋立、河川整備、海岸整備） 林業技術ｾﾝﾀｰ

砂防災害課（砂防、地すべり防止、急傾斜地） 水産技術ｾﾝﾀｰ

都市計画課（都市計画、土地区画整備、街路公園、景観形成） 内水面水産技術ｾﾝﾀｰ

下水環境課（汚水処理の企画及び調整、下水道、浄化槽、農業集落排水） 生物工学研究所

建築住宅課（環境共生住宅） 病害虫防除所

港湾課（港湾区域公有水面埋立、港湾整備） 北上川上流流域

下水道事務所

出納局 総務課（グリーン購入）

企業局 経営総務室（クリーンエネルギー設備導入及び植樹活動への支援）

業務課（水力、風力及び太陽光発電事業の推進）

教育委員会 学校教育課（環境学習の推進）

事務局 生涯学習文化財課（文化財保存管理、天然記念物保護管理）

公安委員会 生活安全部（公害犯罪）

警察本部 交通部（自動車公害）

 １　県行政組織

警察署

第２章 資料
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 ２　県における環境保全関係条例の制定状況

 ３　審議会等の開催状況

(１)　岩手県環境審議会開催状況
回 開催年月日

第47回 令和3年6月10日

第48回 令和4年2月3日

大気部会

回 開催年月日

第44回 令和4年1月14日

水質部会

回 開催年月日

第37回 令和3年11月22日

第38回
令和4年2月9日
（書面開催）

自然・鳥獣部会

回 開催年月日

第1回 令和3年10月28日

第2回 令和4年1月27日

温泉部会

回 開催年月日

第1回
令和3年9月14日か
ら令和3年10月11日
まで（書面開催）

第2回 令和4年2月3日

・温泉動力装置許可について

昭和49年10月15日

岩手県土地利用審査会条例 昭和49年10月15日

主要審議事項

主要審議事項

・温泉掘削許可申請について

主要審議事項

いわての水を守り育てる条例

・大川における水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について
・県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例施行規則の一部改正について
・令和３年度地下水質測定計画の進捗状況について

・水質汚濁防止法に基づく令和４年度水質測定計画について
・ダイオキシン類対策特別措置法に基づく令和４年度ダイオキシン類調査測定計画について
・磐井川に係る水質環境基準の類型見直しについて
・高家川に係る水質環境基準の類型見直しについて（諮問）

・第13次鳥獣保護管理事業計画の策定について（諮問）
・第二種特定鳥獣管理計画の策定について（諮問）

・第13次鳥獣保護管理事業計画の策定について
・第二種特定鳥獣管理計画の策定について

主要審議事項

主要審議事項

条例名称

岩手県環境の保全及び創造に関する基本条例

岩手県環境影響評価条例

水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例

岩手県産業廃棄物税条例

県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例

県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議に関する条例

平成12年3月28日

温泉法施行条例

平成14年12月16日

岩手県自然環境保全条例

県立自然公園条例

昭和48年12月25日

平成12年3月28日

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行条例

平成14年3月29日岩手県希少野生動植物の保護に関する条例

・大気汚染防止法に基づく令和４年度大気汚染調査測定計画について
・ダイオキシン類対策特別措置法に基づく令和４年度ダイオキシン類調査測定計画について
・令和２年度測定結果について（大気及びダイオキシン類）
・自動車騒音、新幹線鉄道騒音・振動及び航空機騒音測定について

浄化槽法施行条例

平成15年10月9日

平成20年12月12日

岩手県ふるさとの森と川と海の保全及び創造に関する条例

・部会報告（大気部会、水質部会、自然・鳥獣部会、温泉部会）
・「岩手県食品ロス削減推進計画」の策定について
・令和２年度「岩手県環境基本計画」の進捗状況について

平成15年3月19日

昭和60年7月12日

新エネルギーの導入の促進及び省エネルギーの促進に関する条例

岩手県国土利用計画審議会条例

制定年月日

平成10年3月30日

平成10年7月15日

平成14年12月16日

昭和33年12月26日

・環境基本計画策定特別部会の廃止について
・住宅宿泊事業特別部会員の指名について
・部会報告（温泉部会）
・令和２年度「岩手県環境基本計画」の進捗状況について

昭和48年3月30日

循環型地域社会の形成に関する条例

平成13年12月21日

平成14年12月16日
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岩手県環境審議会委員名簿（任期R2.4.1～R4.3.31）　 部会長：◎　部会長職務代理者：●

大気 水質 鳥獣 温泉 不法投棄 民泊

青井　俊樹 岩手大学農学部　名誉教授　 ◎ 自然・鳥獣部会長

石川　奈緒 岩手大学理工学部　准教授 ○ ○

伊藤　歩 岩手大学理工学部　教授　 ◎ 〇 水質部会長

小野澤　章子 岩手大学人文社会科学部　准教授 ○ ○

齊藤　貢 岩手大学理工学部　准教授 ○

篠原　亜希 岩手弁護士会 〇

渋谷　晃太郎 岩手県立大学総合政策学部　教授 ● ◎ 会長、温泉部会長

鈴木　まほろ 岩手県立博物館　主任専門学芸員 ○

丹野　高三 岩手医科大学　特任教授 ◎ ○ 大気部会長

塚本　善弘 岩手大学人文社会科学部　准教授 ◎ 住宅宿泊事業特別部会長

辻　盛生 岩手県立大学総合政策学部　教授 ○ ● ○

晴山　渉 岩手大学理工学部　助教 ○

山﨑　朗子 岩手大学農学部　助教 ○

阿部　江利子 JA岩手県女性組織協議会　役員 ○

生田　弘子 カシオペア環境研究会　顧問 ● ○

内澤　稲子 リエゾンパブリッシング　執行役員 ○

小野寺　真澄 岩手県環境保全連絡協議会 ○

菅野　範正 公益社団法人岩手県猟友会　専務理事 ○

後藤　　均 岩手県漁業協同組合連合会　専務理事 ○

佐藤　　康 岩手県旅館ホテル生活衛生同業組合　理事長 ○ ●

鷹觜　紅子 岩手県森林・林業会議　幹事 ○

滝川　佐波子 一般社団法人盛岡市医師会　常任理事 ● ○

千葉　照子 特定非営利活動法人岩手県地域婦人団体協議会　副会長 ○

中村　　正 岩手県自然保護協会　常任理事兼事務局長 ○

今宮　英男 　（公募委員）

安原　昌佑 　（公募委員）

佐藤　信逸 岩手県町村会（山田町長） ○

主濱　了 岩手県市長会（滝沢市長） ○

内川　靖 農林水産省東北農政局生産部長 ○

奥村　浩信 経済産業省東北経済産業局資源エネルギー環境部長 ○

角湯　克典 国土交通省東北地方整備局企画部長 ○

（令和４年３月末現在）

特別
委員

委
員

部　　　　　　会
所属及び職区分 氏名 備　考
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(２)　岩手県環境影響評価技術審査会開催状況
回 開催年月日

第88回 令和3年6月16日
第89回 令和3年7月8日
第90回 令和3年9月8日
第91回 令和3年12月22日
第91回 令和4年1月25日
第91回 令和4年2月22日

区　分 氏　　　　　名

会 長 伊　藤　　　歩

会長代理 齊　藤　　　貢

委 員 石　川　奈　緒

〃 伊　藤　絹　子

〃 大　嶋　江利子

〃 大　西　尚　樹

〃 久保田　多余子

〃 櫻　井　麗　賀

〃 鈴　木　まほろ

〃 中　村　　　学

〃 永　幡　幸　司　

〃 平　井　勇　介

〃 三　宅　　　諭 岩手大学農学部教授

〃 由　井　正　敏

(３)　岩手県国土利用計画審議会開催状況
回 開催年月日

第67回 令和4年2月4日

分野 氏　　　　　名

農 業 遠　藤　美江子

農 業 菊　池　明　美

林 業 中　崎　和　久

林 業 川　村　冬　子

商 工 業 近　藤　とし子
自 然 保 護 平　山　順　子

文 教 芳　沢　茎　子
社 会 福 祉 佐　藤　哲　郎
地 方 行 政 上　田　東　一
地 方 行 政 佐　藤　信　逸

都 市 三　宅　　　諭

土 地 吉　田　美　弥

交 通 宇佐美　誠　史 岩手県立大学総合政策学部准教授

水 倉　島　栄　一

防 災 福　留　邦　洋 岩手大学地域防災研究センター教授

環 境 木　幡　英　雄
一 般 言 論 藤　原　　　哲

(４)　岩手県土地利用審査会開催状況
回 開催年月日

分野 氏　　　　　名
法 律 実 務 川　上　博　基
不 動 産 鑑 定 服　部　幸　司
自 然 環 境 保 全 欠　　　　　員
都 市 計 画 小山田　サナヱ

農 業 千　葉　洋　子

林 業 京　谷　朱　美

そ の 他 伊　藤　今　子
（令和４年３月末現在）

令和３年度は開催無し

　岩手県土地利用審査会委員名簿　（任期　令和元年11月１日～令和４年10月31日）
職　業・役　職　名

弁護士

不動産鑑定士

（令和４年３月末現在）

主　　要　　審　　議　　事　　項

１級建築士

岩手県農業農村指導士協会前副会長

遠野地方森林組合総務課長

税理士

社会福祉法人岩手福寿会特別養護老人ホーム福寿荘院長

岩手県立大学社会福祉学部准教授

県市長会（花巻市長）

県町村会副会長（山田町長）

岩手大学農学部教授

不動産鑑定士

岩手大学名誉教授

岩手県環境アドバイザー

株式会社岩手日報社総務局長

ＪＡ岩手県女性組織協議会会長

県農業農村指導士

県森林・林業会議理事長

森林インストラクター

葛巻町商工会女性部長（県商工会女性部連合会）

自然公園保護管理員

　岩手県国土利用計画審議会委員名簿　（任期　令和元年11月１日～令和４年10月31日）

岩手大学理工学部准教授

・エネルギー回収型一般廃棄物処理施設整備事業　環境影響評価方法書について
・(仮称)稲庭風力発電事業　環境影響評価方法書について

職　業・役　職　名

岩手大学理工学部教授

主　　要　　審　　議　　事　　項

・岩手県土地利用基本計画(計画図)の変更について

・（仮称）釜石広域風力発電事業更新計画環境影響評価準備書について
・（仮称）プロロジスパーク盛岡新築工事(第２種事業)判定について
・松川地熱発電所発電設備更新計画環境影響評価準備書について
・(仮称)岩手久慈風力発電事業　環境影響評価配慮書について

　環境影響評価技術審査会委員名簿　（任期　令和２年９月18日～令和４年９月17日）

主　　要　　審　　議　　事　　項

岩手大学理工学部准教授

所　　属　　及　　び　　職

岩手県立大学総合政策学部講師

岩手県立博物館主任専門学芸員

岩手県立盛岡第一高等学校指導教諭

一関工業高等専門学校未来創造工学科教授

国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所東北支所動物生態遺伝チーム長

国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所森林防災研究領域チーム長（水流出管理担当）

岩手大学理工学部准教授

元　東北大学大学院農学研究科准教授

前　田　　琢 岩手県環境保健研究センター上席専門研究員
（令和４年３月末現在）

福島大学共生システム理工学類教授

岩手県立大学総合政策学部准教授

東北鳥類研究所所長

　環境影響評価技術審査会専門調査員名簿

氏　名 所　　属　　及　　び　　職

大河原　正　文
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４ 自然環境保全地域等の指定の状況 

（１）制度の概要 

自然環境保全地域とは、優れた自然環境を有しており、学術的価値や希少性等の観点から保全するこ

とが必要な地域を、自然環境保全法及び県自然環境保全条例に基づき指定したもので、各種の行為規制

を行っています。 
 

指定地域等名 指 定 要 件 行 為 規 制 備  考 

原生自然環境保全地域

（国指定） 

① 原生状態を維持 

② 面積要件（1,000ha以上、島は300 

ha以上） 

③ 国公有地 

① 工作物の新改増築、土地

の形質変更等は原則禁止 

県内該当な

し 

自然環境保全地域 

（国指定） 

 原生自然環境保全地域を除き、保全

することが特に必要な地域 

① 高山・亜高山植生（1,000ha以上） 

② 優れた天然林（100ha以上） 

③ 特異な地形・地質（10ha以上） 

④ 野生動物の生息地(10ha以上) 

① 特別地区 

② 野生動植物保護地区 

③ 海中特別地区 

  各種行為には許可が必要 

④ 普通地区 

  各種行為には届出が必要 

和賀岳 

早池峰山（北

側） 

自然環境保全地域 

（県指定） 

 国指定の自然環境保全地域に準ずる

優れた自然を有する地域 

① 高山・亜高山植生（100ha以上） 

② 優れた天然林（10ha以上） 

③ 特異な地形・地質（５ha以上） 

④ 豊かな生態系を保っている海岸、

湖沼、湿原、河川の区域（５ha以上） 

⑤ 野生動物の生息地(５ha以上) 

① 特別地区 

② 野生動植物保護地区 

工作物の新築等保全地域

に影響を与える各種行為に

は許可が必要 

③ 普通地区 

  各種行為には届出が必要

（受理後 30 日間の行為規

制あり） 

県内12地域 

環境緑地保全地域 

（県指定） 

① 良好な生活環境を維持するために

必要な地域（３ha以上） 

② 良好な環境を形成するために緑地

の確保が必要な地域（10ha以上） 

  

届出の受理（受理後30日間の

行為規制あり） 

① 工作物の新、増、改築 

② 土地の形質の変更 

③ 鉱物、土石の採取 

④ 水面の埋め立て、干拓 

⑤ 木竹の伐採 

県内９地域 
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（２）自然環境保全地域等の指定状況 

 

区  分 地域の名称 所 在 地 
面積 

(ha) 

 

自然環境の特質 
指 定 

年月日 
特別 

地区 

国 
自然環 
境保全 
地 域 

早池峰 
 
和賀岳 

宮古市 
 
西和賀町 

1,370 

 

1,451 

1,370 

 

1,451 

わが国の代表的な蛇紋岩山地の

優れた自然環境 

わが国の代表的なブナ原生林等

の優れた自然環境 

S50. 5.17 

 

S56. 5.21 

小  計 ２地域  2,821 2,821   

県 

自然環 
境保全 
地 域 

琴畑湿原 

松森山 

荒川高原 

宇霊羅山 

滝観洞 

区界高原 

大洞カルスト 

蓬来山 

青松葉山 

櫃取湿原 

和山湿原 

春子谷地 

遠野市 

八幡平市 

遠野市 

岩泉町 

住田町 

盛岡市・宮古市 

遠野市 

奥州市・一関市 

宮古市・岩泉町 

岩泉町 

釜石市 

滝沢市 

17 

8 

281 

163 

50 

550 

250 

300 

163 

277 

38 

38 

17 

7 

 

 

50 

 

 

98 

163 

55 

6 

38 

北上高地の低層湿原 

アカマツ林 御堂松 

雄大な自然景観、ｼｬｸﾅｹﾞ群落等 

石灰岩地帯特有の植生 

原始性に富む石灰洞 

高原、残丘とｼﾗｶﾊﾞ等の樹林・草原 

典型的なカルスト地形 

蛇紋岩特有の植生 

北上高地のｱｵﾓﾘﾄﾄﾞﾏﾂ林の北端残存地  

北上高地の中間湿原 

北上高地の低層・中間湿原 

低 標 高 地 に お け る 本 県 最 大 規 模 の 低 層 湿 原 

 

S48. 2 .6 

S48. 2. 6 

S48. 2. 6 

S48.12. 5 

S48.12. 5 

S49. 1.23 

S50.12. 9 

S50.12. 9 

S56.10.23 

S56.10.23 

S58.10.14 

H8. 6.14 

１２地域  2,135 434   

環境緑 
地保全 
地 域 

国道4号・282号沿線 

正法寺及び黒石寺 

東八幡平観光施設団地 

網張観光施設団地 

胡四王山 

国見山 

蘭梅山 

天台寺 

黒森山 

盛岡市・滝沢市 

奥州市 

八幡平市 

雫石町 

花巻市 

北上市 

一関市 

二戸市 

宮古市 

22 

140 

380 

180 

90 

230 

35 

69 

24 

 沿道の樹林地 

歴史的な自然環境 

植生の保護、緑地の造成 

同 上 

歴史的な自然環境 

 同 上 

同 上 

同 上 

同 上 

S48.12. 5 

S49. 7. 1 

S49. 7. 1 

S50. 2.18 

S51. 5.25 

S51. 5.25 

S52. 6. 3 

S52. 6. 3 

S60. 1.18 

９地域  1,170    

小  計 21地域  3,305 434   

合  計 23地域  6,126 3,255   

（令和４年３月末現在） 
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５ 希少野生動植物の状況 

（１）種の保存法（※）で指定されている国内希少野生動植物種(県内関係)  

※絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成４年法律第 75 号) 

名称  主な飛来地と繁殖地 指定年月日 

【
動
物
】 

イヌワシ 

クマタカ  

オジロワシ 

オオワシ 

ハヤブサ 

マルコガタノゲンゴロウ 

クロコシジロウミツバメ 

アカモズ 

カワシンジュガイ 

コガタカワシンジュガイ 

北上山系・奥羽山系 

北上山系・奥羽山系 

三陸海岸 

三陸海岸 

三陸海岸 

北上市・一関市 

宮古市・釜石市・山田町 

県内一円 

県中部以北、北上市、陸前高田市 

八幡平市 

平成５年４月１日 

〃 

〃 

〃 

〃 

平成23年４月１日 

平成31年２月６日 

令和３年１月４日 

令和４年１月24日 

令和４年１月24日 

【
植
物
】 

アツモリソウ 

カラフトグワイ 

ヤブヒョウタンボク 

ヒメスズムシソウ 

キタカミヒョウタンボク 

ミスズラン 

北上山地 

八幡平市 

姫神山・早池峰山・五葉山 

早池峰山 

北上山地 

八幡平市 

平成９年11月１日 

平成31年２月６日 

令和２年２月10日 

〃 

令和３年１月４日 

〃 

 

（２）文化財保護法で指定されている天然記念物(県内の鳥獣関係) 

  

名称 
 

主な飛来地と繁

殖地 
指定年月日 

【
鳥
類
】 

イヌワシ 

クマゲラ  

オジロワシ 

オオワシ 

マガン 

椿島ウミネコ繁殖地 

三貫島オオミズナギドリ及びヒメクロウミツバメ繁殖地 

日出島クロコシジロウミツバメ繁殖地 

イヌワシ繁殖地 

北上山系・奥羽山系 

八幡平 

三陸海岸 

三陸海岸 

一関市(永井鹿沼) 

陸前高田市 

釜石市  

宮古市 

岩泉町 

昭和40年５月12日 

〃 

昭和45年１月23日 

〃 

昭和46年６月28日 

昭和９年12月28日 

昭和10年12月24日 

昭和10年12月24日 

昭和51年12月22日 

【
獣
類
】 

カモシカ(特別天然記念物) 

ヤマネ 

岩泉湧窟及びコウモリ 

北上山系・奥羽山系 

北上山系・奥羽山系 

岩泉町(龍泉洞) 

昭和30年２月15日 

昭和50年６月26日 

昭和13年12月14日 
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（３）希少野生動植物保護条例で指定・特定されている希少野生動植物 

分類 種名(和名) 科名(和名) 指定 特定 指定年月日 

植物 ハヤチネウスユキソウ キク科 ○ ○ 平成 14 年 12 月 16 日 

植物 ナンブトラノオ タデ科 ○ ○       〃 

植物 ナンブトウウチソウ バラ科 ○ ○       〃 

植物 トチナイソウ サクラソウ科 ○ ○       〃 

植物 ヒメコザクラ サクラソウ科 ○ ○       〃 

植物 ナンブイヌナズナ アブラナ科 ○ ○       〃 

植物 チシマツガザクラ ツツジ科 ○ ○       〃 

植物 エゾノツガザクラ ツツジ科 ○ ○       〃 

植物 チシマギキョウ キキョウ科 ○ ○       〃 

植物 ゴヨウザンヨウラク ツツジ科 ○        〃 

植物 チシマウスバスミレ スミレ科 ○        〃 

植物 ホソバノシバナ シバナ科 ○        〃 

植物 リシリシノブ ホウライシダ科 ○ ○       〃 

植物 ゲイビゼキショウ ユリ科 ○        〃 

動物 ゴマシジミ シジミチョウ科 ○        〃 

動物 イワテセダカオサムシ オサムシ科 ○        〃 

※注  「指定」は指定希少野生動植物：捕獲・採取等が禁じられている種 

「特定」は特定希少野生動植物：個体の取引等の監視が必要な種 
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（４）いわてレッドデータブック（2014 年版）掲載種数一覧 

区分 絶滅 野生絶滅 A ランク B ランク C ランク D ランク 情報不足 計 

植物 １１ ０ １６７ ２１７ １５１ ２０ ５８ ６２４ 

動物 ５ ０ ４７ ７３ １１９ １８３ ４５ ４７２ 

計 １６ ０ ２１４ ２９０ ２７０ ２０３ １０３ １，０９６ 

 

区分 基本概念 要件 

絶滅 

（Eｘ） 

すでに絶滅したと考えられる種 

 

環境省レッドデータブックカテゴリーの

「絶滅」の基準に相当する種 

野生絶滅 

（Eｗ） 

飼育・栽培下でのみ存続している種 環境省レッドデータブックカテゴリーの

「野生絶滅」の基準に相当する種 

A ランク 

 

1 絶滅の危機に瀕している種 

現在の状態をもたらした圧迫要因 

が引き続き作用する場合、野生での

存続が困難な種 

2 岩手県固有で分布が局限しており、

存続基盤が極めて脆弱な種 

次のいずれかに該当するもの 

1 環境省レッドデータブックカテゴ 

リーの「絶滅危惧Ⅰ類」の基準に相当

する種 

2 岩手県固有で分布が局限しており、存 

続基盤が極めて脆弱な種 

B ランク 

 

絶滅の危機が増大している種 

 現在の状態がもたらした圧迫要因が

引き続き作用する場合、近い将来 A ラ

ンクに移行することが考えられるもの 

環境省のレッドデータブックカテゴリー

の「絶滅危惧Ⅱ類」の基準に相当する種 

C ランク 存続基盤が脆弱な種 

 現時点での絶滅危険度は小さいが、

生息・生育条件の変化によっては A ラ

ンク及び B ランクに移行する要素を有

するもの 

環境省レッドデータブックカテゴリーの

「準絶滅危惧」の基準に相当する種 

D ランク 

 

1 C ランクに準ずる種 

2 優れた自然環境の指標となる種 

3 岩手県を南限又は北限とする種等 

次のいずれかに該当するもの 

1 現状では絶滅のおそれはないが、最近 

減少が著しい等、C ランクに準ずる種 

2 優れた自然環境の指標となる種 

3 岩手県を南限又は北限とする種や特

殊な分布をする種 

情報不足 情報不足 環境省のレッドデータブックカテゴリー

の「情報不足」の基準に相当する種 
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６ 国立公園等の指定の状況 

 

（１）国立公園法の制定 

昭和６年４月制定、同年９月施行された。  

 

（２）国立公園法の一部改正 

昭和24年５月19日法律改正が行われ、同年６月１日施行された。 

この改正により、国立公園に準ずる公園として国定公園の制度が設けられた。 

三陸復興国立公園・・・・・・・平成25年５月24日 名称変更・区域変更告示、平成27年３月 

31日 区域変更告示 

（注）昭和30年５月２日、陸中海岸国立公園として指定。その後、指定区域が拡張され、名称が変更され

た。 

十和田八幡平国立公園・・・・・昭和31年７月10日 指定告示、平成28年２月22日 区域変更告示 

（注）昭和11年２月１日、十和田国立公園として指定。その後、八幡平が追加され、十和田八幡平国立公

園として指定された。 

 

（３）自然公園法の制定 

昭和32年６月１日法律第161号で国立公園法を改め自然公園法が制定され、国立公園、国定公園、都道府県

立自然公園の３つを体系的に制度化した。 

栗駒国定公園・・・・・・・・・昭和43年７月22日 指定告示 

    早池峰国定公園・・・・・・・・昭和57年６月10日 指定告示 

 

（４）県立自然公園条例の制定 

  昭和32年６月１日の自然公園法制定に基づき、県は県立自然公園条例を昭和33年12月26日条例第53号で

公布し、翌年の昭和34年４月１日施行した。 

   この県立自然公園条例の施行に伴い、昭和23年５月19日公布の岩手県公園条例を昭和34年４月１日に廃止

した。 

 

岩手県立公園の指定（昭和23年～昭和34年） 

 岩手県立公園名（指定当初） 指定告示 

1 花 巻 温 泉 郷 県立公園 S23.7.11 

2 須 川 夏 油 焼 石 山 郷 〃 S24.7.11 

3 八 幡 平 〃 S24.10.5 

4 三 陸 海 岸 〃 〃 

5 早 池 峰 山 郷 〃 〃 

（注）三陸海岸県立公園は、昭和30年５月２日陸中海岸国立公園に、八幡平県立公園は、昭和31年７月10日十和

田八幡平国立公園として指定され、岩手県立公園から除外された。 
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県立自然公園の指定（令和４年３月末現在） 

 県立自然公園名（現名） 指定告示 

1 花 巻 温 泉 郷 県立自然公園 S36.5.8 

2 久 慈 平 庭 〃 〃 

3 外 山 早 坂 高 原 〃 〃 

4 早 池 峰 〃 〃 

5 須 川 焼 石 〃 〃 

6 湯 田 温 泉 峡 〃 〃 

7 折 爪 馬 仙 峡 〃 S37.11.27 

8 五 葉 山 〃 S41.6.1 

9 室 根 高 原 〃 S49.6.4 

（注）須川焼石県立自然公園は昭和43年７月22日栗駒国定公園に、早池峰県立自然公園は昭和57年６月10日早池

峰国定公園に指定され、県立自然公園から除外された。 

 

（５）自然公園の面積等一覧表     （令和４年３月末現在） 

公園の

種 別 
公 園 名 指定年月日 関 係 市 町 村 

面    積（ｈa） 

計 
特 別 地 域 

普通地

域 
特別保護

区 
第一種 第二種 第三種 

国
立
公
園 

十和田 

八幡平 
Ｓ31.7.10 八幡平市、滝沢市、雫石町 1,885 1,742 7,085 7,262  17,974 

三陸復興 H25.5.24 

久慈市、野田村、普代村、 

田野畑村、岩泉町、宮古市、 

山田町、大槌町、釜石市、 

大船渡市、陸前高田市 

438 779 4,984 3,156 1,875 11,232 

小計 2  2,323 2,521 12,069 10,418 1,875 29,206 

国
定
公
園 

栗駒 Ｓ43.7.22 
一関市、北上市、奥州市、 

金ケ崎町、西和賀町 
247 6,362 3,711 4,436  14,756 

早池峰 Ｓ57.6.10 遠野市、花巻市、宮古市 698 1,230 1,682 1,853  5,463 

小計 2  945 7,592 5,393 6,289  20,219 

県
立
自
然
公
園 

花巻温泉郷 Ｓ36.5.8 花巻市    597 990 1,587 

久慈平庭 Ｓ36.5.8 久慈市、葛巻町   1,106 738  1,844 

外山早坂高原 Ｓ36.5.8 岩泉町、盛岡市  146 3,936 4,715 536 9,333 

湯田温泉峡 Ｓ36.5.8 西和賀町  4 1,000 40 653 1,697 

折爪馬仙峡 Ｓ37.11.27 
二戸市、一戸町、軽米町、 

九戸村 
  98 845  943 

五葉山 Ｓ41.6.1 釜石市、大船渡市、住田町  235 1,023 4,660  5,918 

室根高原 Ｓ49.6.4 陸前高田市、一関市   166 1,329  1,495 

小計 7   385 7,329 12,924 2,179 22,817 

合計 11  3,268 10,498 24,791 29,631 4,054 72,242 
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【
注
】

１
．
継
続
測
定
局
　
 
 
：
 
 
＊
印
は
、
1
0
年
間
以
上
の
測
定
を
継
続
し
て
い
る
局
。
継
続
局
の
平
均
値
で
過
去
1
0
年
間
の
推
移
を
評
価
す
る
。

２
．
有
効
測
定
局
　
 
 
：
 
 
測
定
が
年
間
 
6
,
0
0
0
時
間
以
上
の
局
。

３
．
環
境
基
準
達
成
率
：
 
 
［
達
成
局
数
］
／
［
有
効
測
定
局
数
］
の
百
分
率
。

４
．
年
間
２
％
除
外
値
：
 
 
１
日
平
均
値
に
つ
い
て
、
測
定
値
の
高
い
方
か
ら
２
％
の
範
囲
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に
あ
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の
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最
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８
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．
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化
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超
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１
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の
８
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間
平
均
値
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2
0
p
p
m
を
超
え
た
回
数
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0
0
%

2 2

2

1
0
0
%

短
期
的
評
価

短
期
的
評
価

0

環
境
基
準

達
成
状
況

2
日

間
連

続
超

過

2
日

間
連

続
超

過

平
均
値

平
均
値

8 8

8

1
0
0
%

8

1
0
0
%

8

1
0
0
%

2
日

間
連

続
超

過

2
日

間
連

続
超

過

2

年
平

均
値

長
期
的
評
価

2
%
除

外
値

年
平

均
値

長
期
的
評
価

2 2 2

1
0
0
%

二
酸
化
硫
黄
（
ｐ
ｐ
ｍ
）

浮
遊
粒
子
状
物
質
（
ｍ
ｇ
/
ｍ

3 ）
一
酸
化
炭
素
（
ｐ
ｐ
ｍ
）

1
2

1
2

1
2

1
0
0
%

8 8

短
期
的
評
価

短
期
的
評
価

二
酸
化
窒
素
（
ｐ
ｐ
ｍ
）

2 2

1 1

8

1
0
0
%

5 -

8

1
0
0
%

6
～
9
時
の

年
平
均
値

6
～
9
時
の

年
平
均
値

長
期
的
評
価

年
平

均
値

9
8
%
値

9
8
%
値

長
期
的
評
価

年
平

均
値

微
小
粒
子
状
物
質
（
μ
ｇ
/
ｍ

3
）

微
小
粒
子
状
物
質
（
μ
ｇ
/
ｍ

3
）

浮
遊
粒
子
状
物
質
（
ｍ
ｇ
/
ｍ

3 ）
一
酸
化
炭
素
（
ｐ
ｐ
ｍ
）

オ
キ
シ
ダ
ン
ト
（
ｐ
ｐ
ｍ
）

短
期
的
評
価

短
期
的
評
価

2
%
除

外
値

所
 
在
 
地

測
 
定
 
局

非
メ
タ
ン
炭
化
水
素
(
p
p
m
C
)

非
メ
タ
ン
炭
化
水
素
(
p
p
m
C
)

1 - - -

所
 
在
 
地

測
 
定
 
局

昼
間
の

年
平
均
値

昼
間
の

年
平
均
値

2
日

間
連

続
超

過

2
日

間
連

続
超

過

8 8
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　８　水質に係る環境基準の類型指定状況及び達成状況

(１)　水質にかかる環境基準の類型指定状況
範　　囲 当該類型 達成期間

告 示 番 号
年 月 日

指定機関 備　　考　

第21号
S48.3.31

第21号

S48.3.31

第21号
S48.3.31
第21号
S48.3.31
第93号

H18.6.30

第36号
H15.3.27
第36号
H15.3.27
第93号
H18.6.30

第283号

H15.3.31

第309号
H22.3.31
第384号
S50.3.25
第309号
H22.3.31

第210号

H12.3.14

第210号

H12.3.14

第309号

H22.3.31

第210号
H12.3.14
第210号
H12.3.14
第309号
H22.3.31

第188号

H20.3.18

第534号
H1.6.9
第534号
H1.6.9
第309号

H22.3.31

第534号
H1.6.9
第534号
H1.6.9
第309号
H22.3.31
第384号
S50.3.25
第309号
H22.3.31
第384号
S50.3.25
第309号
H22.3.31
第384号
S50.3.25
第309号
H22.3.31
第384号
S50.3.25
第309号
H22.3.31
第384号
S50.3.25
第309号
H22.3.31

                ハ：５年を超える期間で可及的速やかに達成

　　　　　　　　　　速やかな達成に努める

イ 環境庁

S50.3.25県告示を改訂（中津川上流の分割）

S50.3.25県告示（達成期間ロ）を改訂

暫定目標B

全窒素を適用しない

S50.3.25県告示を改訂（範囲の変更、貯水池を
除く）

S50.3.25県告示を改訂（範囲の変更、貯水池を
除く）
H1.6.9県告示（A類型）を改訂

湖沼
生物A

岩手県

丹藤川
S50.3.25県告示を改訂（水域名、貯水池に統
一）岩手県

イ

イ

中津川

ハ

乙部川

イ

イ

イ

岩手県

岩手県

A イ

イ

綱取ダム貯水池

湖沼
A

生物A

A

上流

A

AA

イ

イ

ロ

生物A

A

A

　注　達成期間　イ：直ちに達成　　　ロ：５年以内で可及的速やかに達成

                ニ：段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的

水　　域

A

生物A

岩洞ダムえん堤及びそれに続く陸岸に囲まれた水
域（同水域に流入する各支流を除く。）

中津川と北上川との合流点より上流の中津川本流
及び米内川本流（綱取ダム貯水池を除く。）

滝名川

簗川

彦部川

中流

下流

浅岸橋から綱取ダムえん堤までの中津川本流及び
米内川本流
浅岸橋から中津川と北上川との合流点までの中津
川本流

雫石川

上流

下流

御所ダム貯水池

中津川

湖沼
生物A

生物A

御所ダムえん堤から雫石川と北上川の合流点まで
の雫石川本流及び諸葛川本流

雫石川と北上川との合流点より上流の雫石川本
流、葛根田川本流、南川本流、鶯宿川本流及び諸
葛川本流（御所ダム貯水池を除く。）

生物A

湖沼
生物A

湖沼
Ⅱ

御所ダムえん堤及びそれに続く陸岸に囲まれた水
域（同水域に流入する雫石川本流と各支流を除
く。）

岩手県

岩手県

岩手県

S50.3.25県告示を改訂（範囲の変更）

雫石川

全窒素を適用しない
岩手県

イ

湖沼
Ⅲ

イ

湖沼
A

イ

A

A

湖沼
A

ロ

AA

A

松川合流点より上流

松川合流点から南大橋までに限る。ただし、四十
四田ダム貯水池（南部片富士湖）（全域）を除
く。

南大橋から和賀川合流点まで

A

A

イ 環境庁 pHを適用しない

環境庁

イ

イ

彦部川と北上川との合流点から上流の彦部川本流

湖沼
A

岩手県

生物A イ

イ

岩手県

pHを適用しないロA

彦部川と北上川との合流点より上流の彦部川本流

滝名川と北上川との合流点より上流の滝名川本流

イ

岩手県

イ

イ

イ

宮城県の水域を含む
北上川橋より上流についてはpHは適用しない

環境庁A

生物A イ 環境省

イ

イ

イ

生物A

岩崎川と北上川との合流点から上流の岩崎川本流

岩崎川と北上川との合流点より上流の岩崎川本流

イ

イ

生物A

イ

環境省
湖沼
Ⅲ

イ
全窒素を適用しない

湖沼
生物A

イ

北
上
川
水
域

（１）

（２）

（３）北上川

（４）

四十四ダム
貯水池

（南部片富士湖）

和賀川合流点より下流

全域。ただし、四十四田ダム貯水池（南部片富士
湖）（全域）を除く。

簗川と北上川との合流点から上流の簗川本流

簗川と北上川との合流点より上流の簗川本流

乙部川と北上川との合流点から上流の乙部川本流

乙部川と北上川との合流点より上流の乙部川本流

四十四田ダムえん堤及びこれに続く陸岸に囲まれ
た水域（同水域に流入する北上川本流と各支流を
除く）

御所ダムえん堤から上流の雫石川本流、葛根田川
本流、南川本流及び鶯宿川本流（御所ダム貯水池
を除く。）

岩洞ダムえん堤から丹藤川と北上川との合流点ま
での丹藤川本流

綱取ダムえん堤から上流の中津川本流（綱取ダム
貯水池を除く。）

綱取ダムえん堤及びそれに続く陸岸に囲まれた水
域（同水域に流入する中津川本流と各支流を除
く。）

北
上
川
支
流
水
域

滝名川と北上川との合流点から上流の滝名川本流

岩洞ダム貯水池
（岩洞湖）

丹藤川

岩崎川
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範　　囲 当該類型 達成期間
告 示 番 号
年 月 日

指定機関 備　　考　水　　域

第384号
S50.3.25
第309号
H22.3.31
第384号
S50.3.25
第309号
H22.3.31
第384号
S50.3.25
第309号
H22.3.31

第291号

H13.3.30

第309号

H22.3.31

第291号

H13.3.30

第291号

H13.3.30

第309号
H22.3.31
第384号
S50.3.25
第309号
H22.3.31

第283号

H15.3.31

第283号
H15.3.31
第309号
H22.3.31
第919号
S48.7.3
第919号
S48.7.3
第309号
H22.3.31
第225号
H16.3.26
第309号
H22.3.31

第291号

H13.3.30

第291号
H13.3.30
第919号
S48.7.3

第309号

H22.3.31

第283号

H15.3.31

第309号

H22.3.31

第291号
H13.3.30
第291号

H13.3.30

第309号
H22.3.31
第384号
S50.3.25
第309号
H22.3.31
第283号
H15.3.31
第384号
S50.3.25
第309号
H22.3.31

第283号

H15.3.31

第309号
H22.3.31

胆沢川

イ

イ

イ

上流

岩手県

生物A イ

生物A

豊沢ダムのえん堤から豊沢川と北上川と合流点ま
での豊沢川本流

生物A

S50.3.25県告示（B類型・ロ）を改訂

夏油川
H13.4.1適用

S50.3.25県告示を改訂（範囲の変更、貯水池に
統一）

S48.7.3県告示を改訂（範囲の変更）
H13.4.1適用

全窒素を適用しない
暫定目標全隣0.012mg/ｌ

S48.7.3県告示を改訂（範囲の変更、貯水池に統
一）
H13.4.1適用

岩手県

S50.3.25県告示を改訂（範囲の変更、貯水池を
除く）
H13.4.1適用

豊沢川
S50.3.25県告示を改訂（水域名、貯水池に統
一）
H14.3.26県告示を改訂（水域名の変更）

全窒素を適用しない

岩手県

イ

イ

湖沼
生物A

石淵ダムえん堤及びこれに続く陸岸に囲まれた水
域（同水域に流入する胆沢川本流と各支流を除
く。）

石淵ダム貯水池

胆沢川と北上川との合流点より上流の胆沢川本流
及び前川本流（石淵ダム貯水池を除く。）

湖沼
A

湖沼
Ⅲ

生物A

生物A

AA

湖沼
A

湯田ダムのえん堤及びこれに接続する陸岸に囲ま
れた水域（上流端は、湯田ダムの満水時（総貯水
量47.100.000立方メートルが貯水した時点をい
う。）のバックウォーターの終端とする。）

和賀川と北上川との合流点より上流の和賀川本流
及び夏油川本流（湯田ダム貯水池及び入畑ダム貯
水池に係る部分を除く。）

湖沼
Ⅱ

岩手県

葛丸川

田瀬ダム貯水池

広表端から和賀川と北上川との合流点までの和賀
川本流

生物A

イ

イ

イ

A

田瀬ダムえん堤及びそれに続く陸岸に囲まれた水
域（同水域に流入する猿ヶ石川本流と各支流を除
く。）

豊沢川

飯豊川
飯豊川と北上川との合流点から上流の飯豊川本流

豊沢ダムのえん堤から不動橋までの豊沢川本流

豊沢ダムえん堤及びそれに続く陸岸に囲まれた水
域（同水域に流入する豊沢川本流と各支流を除
く。）

A

A

湯田ダムのえん堤から広表橋までの和賀川本流及
び夏油川本流（入畑ダム貯水池を除く。）

AA

下流

A

入畑ダムえん堤及びそれに続く陸岸に囲まれた水
域（同水域に流入する夏油川本流と各支流を除
く。）

イ生物A

A

イ

AA

石淵ダムえん堤から胆沢川と北上川との合流点ま
での胆沢川本流

A

イ

A

宿内川と北上川との合流点より上流の宿内川本流

生物A

添市川と北上川との合流点より上流の添市川本流

瀬川

豊沢ダム貯水池
（豊沢湖）

上流

岩手県

生物A イ

A

湯田ダムのえん堤より上流の和賀川本流であっ
て、湯田ダム貯水池（錦秋湖）に係る部分を除い
たもの

宿内川と北上川との合流点から上流の宿内川本流

下流

湖沼
生物A

中流

湖沼
生物A

石淵ダムえん堤から上流の胆沢川本流及び前川本
流（石淵ダム貯水池を除く。）

イ

ニ

湖沼
生物A

イ

生物A

湖沼
Ⅱ

A

イ

イ

宿内川

湯田ダム貯水池
（錦秋湖）

入畑ダム貯水池

和賀川

下流
不動橋から豊沢川と北上川と合流点までの豊沢川
本流

中流

飯豊川と北上川との合流点より上流の飯豊川本流

イ

湖沼
A

イ

A

A

湖沼
AA

ロ

イ

岩手県

岩手県

岩手県

イ

イ

岩手県

岩手県

イ

イ

イ

イ

イ

岩手県

イ

岩手県

Ｈ13.4.1適用
全窒素は適用しない

岩手県

岩手県

胆沢川
S50.3.25県告示を改訂（水域名、貯水池に統
一）

和賀川
S48.7.3県告示を改訂（水域名、貯水池に統一）

イ

イ

イ

イ

イ

イ

瀬川と北上川との合流点より上流の瀬川本流

湖沼
生物A

葛丸川と北上川との合流点から上流の葛丸川本流

猿ヶ石川と北上川との合流点から上流の猿ヶ石川
本流、小烏瀬川本流、早瀬川本流、小友川本流及
び達曽部川本流（田瀬ダム貯水池を除く。）

猿ヶ石川と北上川との合流点より上流の猿ヶ石川
本流、小烏瀬川本流、早瀬川本流、小友川本流及
び達曽部川本流（田瀬ダム貯水池を除く。）

瀬川と北上川との合流点から上流の瀬川本流

猿ヶ石川
S50.3.25県告示を改訂（水域名、貯水池に統
一）
H13.4.1適用

イ

岩手県

稗貫川と北上川との合流点より上流の稗貫川本流

添市川と北上川との合流点から上流の添市川本流

猿ヶ石川

湖沼
A

葛丸川と北上川との合流点より上流の葛丸川本流

稗貫川と北上川との合流点から上流の稗貫川本流

北
上
川
支
流
水
域

稗貫川

添市川
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範　　囲 当該類型 達成期間
告 示 番 号
年 月 日

指定機関 備　　考　水　　域

第384号
S50.3.25
第309号
H22.3.31
第919号
S48.7.3
第309号
H22.3.31
第919号
S48.7.3
第309号
H22.3.31
第384号
S50.3.25
第309号
H22.3.31
第384号
S50.3.25
第309号
H22.3.31
第384号
S50.3.25
第309号
H22.3.31
第220号
H17.3.22
第173号
R4.3.25
第173号
R4.3.25
第309号
H22.3.31
第919号
S48.7.3
第309号
H22.3.31
第384号
S50.3.25
第309号
H22.3.31
第919号
S48.7.3
第919号
S48.7.3
第309号
H22.3.31
第384号
S50.2.25
第309号
H22.3.31
第405号

H11.5.7

第484号

H23.8.5

第384号
S50.3.25
第484号
H23.8.5
第283号

H15.3.31

第309号
H22.3.31
第189号
R2.3.27
第189号

R2.3.27
第190号
R2.3.27
第189号
R2.3.27
第190号
R2.3.27
閣議決定
S46.5.25
第891号
H27.11.13
第919号
S48.7.3
第309号
H22.3.31
第173号
R3.3.16
第309号
H22.3.31
第459号
S51.3.30
第122号
H30.2.9

新
井
田
川

河
口
水
域

イ

生物A イ

岩手県

久伝橋より上流の千厩川本流

下流

千厩川と北上川との合流点から上流の千厩川本流

イ

米代川本流、瀬の沢川本流及び兄川本流であって
秋田県に属する部分を除いたもの

瀬月内川本流であって世増ダム貯水池に係る部分
を除いたもの

青森県櫛引橋より上流

岩手県

A

イ

イ

イ

生物A

久保川
イ

生物A

生物A

磐井川と北上川との合流点より上流の磐井川本流 イ

磐井川
イ

岩手県
磐井川と吸川との合流点から磐井川と北上川との
合流点までの磐井川本流

イ

S48.7.3県告示（達成期間ロ）を改訂

S48.7.3県告示（C類型、達成期間ロ）を改訂

衣川

広瀬川と北上川との合流点より上流の広瀬川本流

イ

人首川

太田代川

白鳥川

生物A

S48.7.3県告示（C類型）を改訂

H22.3.31県告示を改訂（範囲の変更）

全窒素を適用しない
暫定目標全隣0.038mg/ｌ

S52.3.22県告示を改訂（範囲の変更）

県際水域（青森県）

磐井川支流

Ｓ48.7.3県告示（A類型）を改訂

人首川支流

イ

イ

イ

岩手県

イ

イ

イ

AA

生物A

生物A

A

生物A

A

湖沼
生物A

A

A

AA

A

生物A

A

A

A

生物A

人首川と伊手川との合流点より上流の伊手川本流

人首川と北上川との合流点より上流の人首川本流

久保川と磐井川との合流点より上流の久保川本流

上流

広瀬川

下流

衣川と北上川との合流点より上流の衣川本流

黒沢橋から磐井川と吸川との合流点までの磐井川
本流

生物A

生物A

米
代
川
水

域

中流

生物A

A

黒沢橋より上流の磐井川本流

B

岩手県

イ

イ

岩手県

イ

イ

イ

太田代川と北上川との合流点から上流の太田代川
本流
太田代川と北上川との合流点より上流の太田代川
本流

岩手県

伊手川 岩手県
A イ

A

生物A

A

岩手県

イ

イ

イ

岩手県
イ

イ

千厩川

イ
岩手県

白鳥川と北上川との合流点から上流の白鳥川本流

白鳥川と北上川との合流点より上流の白鳥川本流

衣川と北上川との合流点から上流の衣川本流

生物A

A

岩手県
イ

久伝橋から千厩川と北上川との合流点までの千厩
川本流

イ上流

イ

砂鉄川と北上川との合流点から上流の砂鉄川本流
及び猿沢川本流
砂鉄川と北上川との合流点より上流の砂鉄川本流
及び猿沢川本流

C ロ

岩手県

A

A

岩手県

イ

生物A

イ

岩手県

A

イ

岩手県

安比川
A

馬淵川水域

環境庁

生物A イ

イ

馬淵川上流

馬淵川本流であって青森県に属する部分を除いた
もの

米代川

岩手県

生物A

馬淵川と白鳥川との合流点より上流の白鳥川本流

岩手県

雪谷川 雪谷川本流

馬
淵
川
支
流
水
域

金流川支流

イ

有馬川と金流川との合流点より上流の有馬川本流
であって宮城県に属する部分を除いたもの

金流川と北上川との合流点から上流の金流川本流

世増ダム貯水池（世増ダムえん堤及びこれに続く
陸岸に囲まれた水域であって、青森県に属する部
分を除いたもの（同水域に流入する瀬月内川と各
支流を除く。））

北
上
川
支
流
水
域

黄海川

馬淵川と安比川との合流点より上流の安比川本流

広瀬川と北上川との合流点から上流の広瀬川本流

イ

白鳥川

新
井
田
川
支
流
水
域

世増ダム貯水池

黄海川と北上川との合流点より上流の黄海川本流

有馬川と金流川との合流点から上流の有馬川本流
であって宮城県に属する部分を除いたもの

黄海川と北上川との合流点から上流の黄海川本流

砂鉄川

瀬月内川

有馬川

金流川

金流川支流

金流川と北上川との合流点より上流の金流川本流
であって宮城県に属する部分を除いたもの

生物A

S52.3.22県告示を改訂（範囲の変更、貯水池に
統一）

岩手県

イ

湖沼
A

イ

湖沼
Ⅲ

ニ 岩手県

イ
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範　　囲 当該類型 達成期間
告 示 番 号
年 月 日

指定機関 備　　考　水　　域

第283号
H15.3.31
第309号
H22.3.31
第283号
H15.3.31
第309号
H22.3.31
第363号
S52.3.22
第309号
H22.3.31
第363号
S52.3.22
第309号
H22.3.31
第363号
S52.3.22
第309号
H22.3.31
第919号
S48.7.3
第919号
S48.7.3
第309号
H22.3.31
第919号
S48.7.3
第919号
S48.7.3
第309号
H22.3.31
第919号
S48.7.3
第309号
H22.3.31
第919号

S48.7.3

第459号
S51.3.30
第309号
H22.3.31
第459号
S51.3.30
第309号
H22.3.31
第459号
S51.3.30
第309号
H22.3.31
第363号
S52.3.22
第1540号
S53.11.24
第309号
H22.3.31
第363号
S52.3.22
第309号
H22.3.31
第1540号
S53.11.24
第558号
S47.4.18
第558号
S47.4.18
第309号
H22.3.31
第363号
S52.3.22
第309号
H22.3.31
第363号
S52.3.22
第309号
H22.3.31
第363号
S52.3.22
第309号
H22.3.31

田老湾

下流

刈屋川と閉伊川との合流点から上流の刈屋川本流

神田川と田代川との合流点から上流の神田川本流

神田川と田代川との合流点より上流の神田川本流

小国川と閉伊川との合流点から上流の小国川本流

閉伊川

小国川

薬師川

小国川と閉伊川との合流点より上流の小国川本流

薬師川と小国川との合流点から上流の薬師川本流

薬師川と小国川との合流点より上流の薬師川本流

上流

小本川本流及び大川本流

田老橋から下流の田代川本流

神田川

刈屋川と閉伊川との合流点より上流の刈屋川本流

イ

イ

イ

海域
A

AA

A

岩手県

閉伊川本流 生物A

ロ

花輪橋より上流の閉伊川本流

暫定目標B-イ

AA

花輪橋から閉伊川河口までの閉伊川本流

イ

久慈川 岩手県

長内川と久慈川との合流点より上流の長内川本流 生物A イ 久慈川支流

長内川

久慈川支流

久慈川支流

A

普代川本流及び茂市川

安家川本流

閉伊川支流

田代川支流

田代川支流

久慈川支流

岩手県

イ

イ

イ

イ

イ

岩手県

岩手県

ロ

ロ

イ

イ

イ

イ

イ

イ

イ

AA

AA

AA

AA

生物A

A

生物A

生物A

AA

生物A

生物A

イ生物A

田老町三王東端と佐賀部東端とを結ぶ線及び陸岸
に囲まれた海域

下流

宮
古
湾
水
域

陸
中
海
岸
北
部
水
域

高家川本流

安
家
川
河
口
水
域

上流

久慈川本流 イ

小本川

久慈牛島燈台北緯40度12分55秒東経141度50分16
秒から180度に引いた線及び陸岸に囲まれた海域

A

生物A

AA イ

白山橋より上流の長内川本流

イ

岩手県
A

生物A

上流

安家川

生物A

イ

田老橋から上流の田代川本流

田代川本流

田代川

岩手県

岩手県

岩手県

岩手県

イ

AA

A

イ
海域
A

A

田
老
湾
水
域

小
本
川

水
域

下流

イ

イ

岩手県

岩手県

岩手県

生物A

普代川 岩手県
イ

イ

普代川本流及び茂市川本流

小本川水域 AA小本川本流及び大川

閉伊川支流

生物A イ 小国川支流

生物A イ 閉伊川支流
岩手県

AA

イ

刈屋川
イ

生物A イ

小国川支流

閉伊川支流
岩手県

岩手県
イ

摂待川 摂待川本流

川尻川

宇部川

有家川 有家川本流

宇部川本流

A

生物A

AA

A

高家川

生物A

川尻川本流 岩手県
イ S52.3.22県告示（A類型）を改訂

イ

久
慈
湾
水
域

夏井川 夏井川と久慈川と合流点より上流の夏井川本流

久慈湾

上流

下流

白山橋から長内川と久慈川との合流点までの長内
川本流

鳶の巣地点より上流の久慈川本流

岩手県
S52.3.22県告示（A類型）を改訂

鳶の巣地点から河口までの久慈川本流

イ
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範　　囲 当該類型 達成期間
告 示 番 号
年 月 日

指定機関 備　　考　水　　域

第363号
S52.3.22
第309号
H22.3.31
第363号
S52.3.22
第309号
H22.3.31
第558号
S47.4.18
第309号
H22.3.31
第558号
S47.4.18
第462号
H10.5.1
第384号
S50.3.25
第309号
H22.3.31
第384号
S50.3.25
第309号
H22.3.31
第384号
S50.3.25
第873号
H9.9.5
第384号
S50.3.25
第309号
H22.3.31
第384号
S50.3.25
第309号
H22.3.31
第264号
H18.3.3
第309号
H22.3.31
第384号
S50.3.25

第462号

H10.5.1

第298号

H5.3.23

第309号
H22.3.31

第234号

H19.3.20

第309号
H22.3.31
第256号
S48.2.27
第309号
H22.3.31
第210号
H12.3.14
第213号
H12.3.14

第210号

H12.3.14
第459号
S51.3.30
第309号
H22.3.31
第459号
S51.3.30
第309号
H22.3.31
第459号
S51.3.30
第459号
S51.3.30

第873号

H9.9.5
第459号
S51.3.30
第309号
H22.3.31

岩手県吉浜川

陸
中
海
岸

（

三
陸
南
部
）

水
域

宮古市舘ヶ崎南端と山田町小根ヶ崎北端とを結ぶ
線及び陸岸に囲まれた海域
宮古市舘ヶ崎南端と山田町小根ヶ崎北端とを結ぶ
線及び陸岸により囲まれた海域

小川川と甲子川との合流点から上流の小川川本流

小川川と甲子川との合流点より上流の小川川本流

大根崎と死骨崎を結ぶ線及び陸岸に囲まれた海域

釜石市鎧島先端と同市鷲ノ巣崎を結ぶ線及び陸岸
により囲まれた海域

女遊部橋より上流

小鎚川 小鎚川本流

片岸川本流

山田湾

大槌湾

長沢川と閉伊川との合流点より上流の長沢川本流

近内川と閉伊川との合流点から上流の近内川本流

長沢川

イ

イ

イ

イ

イ

ロ

イ

弁天島東端と野島北端を結ぶ線及び船越湾沿岸の
陸岸に囲まれた海域

海域
A

海域
Ⅱ

生物A

女遊部橋から上流

海域
Ⅱ

AA

海域
A

海域
Ⅱ

イ

S46.5.25閣議決定
S48.2.27県告示（改訂）
H5.3.23県告示（B類型）を改訂

海域
A

イ

山
田
湾
水
域

唐
丹
湾
水
域

釜石湾（甲）

釜石湾（乙）

釜
石
湾
水
域

唐丹湾

片岸川

熊野川

水海川上流

大
槌
湾
水
域

オイデ崎から尾崎に至る陸岸の地先海岸であっ
て、釜石湾（甲）に係る部分を除いたもの

大槌町野島北端と釜石市御箱崎北端とを結ぶ線及
び大槌湾内陸岸に囲まれた海域

釜石市御箱崎と大槌町野鳥鮫鼻を結ぶ線、同島南
端から236度に引いた線及び陸岸により囲まれた
海域

大槌川 大槌川本流

小川川

イ

イ

イ

イ

ハ

S48.3.1適用

S48.2.27県告示を改訂（釜石湾(甲)・(乙)の統合）

全燐についてはⅡ類型が維持されるように努める

S46.5.25閣議決定
S48.2.27県告示を改訂（甲子川上・中・下流の
統合）
H5.3.26適用

閉伊川支流

S48.2.27県告示を改訂（水域名及び範囲の変更）

岩手県

岩手県

イ

生物A

AA

A

生物A

生物A

海域
A

イ

イ

イ

岩手県船越湾

宮
古
湾
水
域

吉浜川本流

閉伊崎北端と姉ヶ崎西端を結ぶ線及び陸岸に囲ま
れた海域

岩手県

AA長沢川と閉伊川との合流点から上流の長沢川本流

生物A イ

イ 閉伊川支流

岩手県
イ

閉伊川支流

近内川 岩手県
閉伊川支流ロA

近内川と閉伊川との合流点より上流の近内川本流 生物A

津軽石川 岩手県
イAA

山田町との境より下流の部分

山田町との境から下流の部分

生物A イ

織笠川 織笠川本流
イ

宮古市閉伊北端と同市姉ヶ崎東端を結ぶ線及び陸
岸に囲まれた海域

宮古湾

関口川 関口川本流 岩手県
イ

岩手県

イ

AA

岩手県
A

生物A イ

岩手県
イ

岩手県

イ
鵜住居川 鵜住居川本流 岩手県

S50.3.25県告示（A類型）を改訂

生物A イ

甲子川 甲子川本流

AA

海域
Ⅱ

岩手県
A

イ

生物A イ

A

イ

イ

海域
A

海域
A

AA

岩手県

岩手県

生物A

岩手県イ

海域
A

生物A イ

熊野川本流

岩手県

AA

生物A
岩手県

イ

岩手県

大槌町野島鮫鼻から18度に引いた線、同島南端か
ら237度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域

海域
Ⅱ

AA イ

生物A イ
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範　　囲 当該類型 達成期間
告 示 番 号
年 月 日

指定機関 備　　考　水　　域

第459号
S51.3.30
第459号
S51.3.30
第462号
H10.5.1
第459号
S51.3.30
第459号
S51.3.30
第138号
R4.3.18
第558号
S47.4.18
第558号
S47.4.18
第309号
H22.3.31
第398号

H8.4.12

第398号
H8.4.12

第398号

H8.4.12

第919号
S48.7.3
第309号
H22.3.31
第919号
S48.7.3
第309号
H22.3.31
第919号
S48.7.3
第309号
H22.3.31

第919号

S48.7.3

第462号

H10.5.1

イ生物A
岩手県

A

陸
中
海
岸

（

三
陸
南
部
）

水
域

大川

佐野橋より上流の盛川本流及び立根川本流

大塩崎と脚崎を結ぶ線及び陸岸に囲まれた海域

大川本流で宮城県に属する部分を除いたもの

海域
Ⅱ

海域
A

佐野橋より河口まで

岩手県

三陸町大塩崎と同町脚崎を結ぶ線及び陸岸により
囲まれた海域

死骨崎と首崎を結ぶ線及び陸岸に囲まれた海域

脚崎と綾里崎を結ぶ線及び陸岸に囲まれた海域

暫定目標B-イ

暫定目標B-イ
S47.4.18県告示を改訂（範囲の変更）

全燐についてはⅡ類型が維持されるように努める

S47.4.18県告示を改訂（範囲の変更）

気仙川支流

イ

イ

大船渡湾（甲）

大船渡湾（乙）

A

綾里湾

広
田
湾
水
域

大船渡港湾口防波堤両突端を結ぶ線、同防波堤及
び陸岸により囲まれた海域 海域

Ⅱ

広田湾

海域
Ⅱ

海域
A

大
船
渡
湾
水
域

陸前高田市広田崎南端と宮城県本吉郡唐桑町字高
石浜396番地東端を結ぶ線及び陸岸により囲まれ
た海域であって宮城県に属する部分を除いたもの

陸前高田市広田町広田崎南端と宮城県本吉郡唐桑
町御崎岬南端とを結ぶ線及び陸岸に囲まれた海域
であって宮城県に属する部分を除いたもの

気仙川

矢作川

大船渡港湾口防波堤両突端を結ぶ線、同防波堤、
海馬島西端及びコオリ崎南端を結ぶ線並びに陸岸
により囲まれた海域

岩手県

岩手県

上流

下流

海域
A

A

イ

イ

イ

イA

越喜来湾
イ

吉浜湾
海域
A

盛川

岩手県

海域
A

盛川本流及び立根川本流

生物A イ

ハ

岩手県

岩手県ロ

岩手県

イ

イ

岩手県
イ

岩手県
ロ

イ

気仙川本流。大股川本流を含む。

イ

海域
A

生物A

気仙川本流及び大股川本流

長部川

生物A
矢作川と気仙川との合流点より上流の矢作川本流

イ

AA

岩手県
イA

生物A イ
長部川本流
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水域 指定 水域 指定

統一 統一

番号 年度 24 25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3 番号 年度 24 25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3

007 閉伊川 上流 AA ｲ S47 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 067 黄海川  A ｲ S49 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

008 下流  A ﾛ S47 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 068 金流川  A ｲ S49 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

009 津軽石川 AA ｲ S47 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 069 関口川 AA ｲ S49 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

010 盛川 上流  A ｲ S47 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 070 織笠川 AA ｲ S49 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

011 下流  A ﾛ S47 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 071 大槌川 AA ｲ S49 ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

012 甲子川  A ｲ H04 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 072 小鎚川  A ｲ S49 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

013 小川川  A ｲ H18 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 073 鵜住居川 AA ｲ H17 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

015 水海川 上流  A ｲ S47 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 074 米代川 AA ｲ S50 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

016 北上川 (1) AA ｲ S47 × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ 075 安家川 AA ｲ S50 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

017 (2)  A ｲ S47 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 076 普代川 AA ｲ S50 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○

018 (3)  A ﾛ S47 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 077 小本川 AA ｲ S50 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

019 (4)  A ｲ S47 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 078 片岸川 AA ｲ S50 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

020 白鳥川  A ｲ S48 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 079 熊野川 AA ｲ S50 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

021 安比川  A ｲ S48 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 080 吉浜川 AA ｲ S50 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

022 豊沢川 中流  A ｲ S48 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 081 大川  A ｲ S50 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

023 下流  A ﾛ S48 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 082 瀬月内川  A ｲ S51 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

024 和賀川 上流 AA ｲ S48 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 083 雪谷川  A ｲ S51 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

025 中流 AA ｲ H12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 084 川尻川 AA ｲ H14 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

026 下流  A ｲ S48 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 085 有家川 AA ｲ H14 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

027 人首川  A ｲ S48 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 086 高家川  A ｲ S51 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

028 伊手川  A ｲ S48 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 087 宇部川  A ｲ S51 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

029 磐井川 上流 AA ｲ H16 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 088 摂待川 AA ｲ S51 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

030 中流  A ﾛ S48 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 089 田代川 上流  A ｲ S51 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

031 下流  C ﾛ S48 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 090 神田川  A ｲ S51 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

032 久保川  A ｲ S48 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 091 小国川 AA ｲ S51 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

033 千厩川 上流  A ｲ S48 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 092 薬師川 AA ｲ S51 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

034 下流  C ﾛ S48 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 093 刈屋川 AA ｲ S51 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

035 久慈川 上流 AA ｲ S48 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 094 長沢川 AA ｲ S51 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

036 下流  A ｲ S48 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 095 近内川  A ﾛ S51 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

037 夏井川  A ｲ S48 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 096 田代川 下流  A ﾛ S53 ― ― ― ― ○ ○ ○ ○ ○ ○

038 長内川 上流 AA ｲ S48 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 097 中津川 上流 AA ｲ H19 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

039 下流  A ｲ S48 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 098 有馬川  A ｲ H11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

040 気仙川  A ｲ S48 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 501 湯田ダム貯水池  A ｲ S48 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○

041 矢作川 AA ｲ S48 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 502 岩洞ダム貯水池  A ｲ S49 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

042 長部川  A ｲ S48 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 503 田瀬ダム貯水池  A ｲ S49 ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × × ×

043 丹藤川  A ｲ S49 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 504 石淵ダム貯水池 AA ｲ S49 × ※２　H25年度から評価対象外

044 中津川 中流  A ｲ S49 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 505 豊沢ダム貯水池  A ｲ S49 × × ○ × × ○ ○ ○ ○ ○

045 下流  A ﾛ S49 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 506 綱取ダム貯水池  A ｲ H01 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

046 雫石川 上流  A ｲ H11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 507 御所ダム貯水池  A ｲ H11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

047 下流  A ｲ H11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 508 入畑ダム貯水池  A ｲ H12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

048 簗川  A ﾊ S49 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 509 四十四田ダム貯水池  A ｲ H14 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

049 乙部川  A ｲ S49 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 510  A ｲ R1 × ×

050 岩崎川  A ﾛ S49 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 604 宮古湾  A ｲ S47 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

051 彦部川  A ｲ S49 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 605 大船渡湾 (甲)  A ﾛ S47 ○ ○ ○ × ○ × × × ○ ×

052 滝名川  A ｲ S49 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 606 (乙)  A ｲ S47 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

053 葛丸川  A ｲ S49 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 610 久慈湾  A ｲ S48 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

054 稗貫川  A ｲ S49 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 611 広田湾  A ｲ S48 ― ― × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

055 添市川  A ｲ S49 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 612 山田湾  A ｲ S49 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

056 猿ケ石川  A ｲ S49 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 613 大槌湾  A ｲ S49 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

057 瀬川  A ｲ S49 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 614 唐丹湾  A ｲ S50 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

058 飯豊川  A ｲ H15 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 615 船越湾  A ｲ S50 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

059 宿内川  A ｲ S49 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 616 吉浜湾  A ｲ S50 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

060 胆沢川 上流 AA ｲ S49 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 617 越喜来湾  A ｲ S50 ― ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

061 下流  A ｲ S49 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 618 綾里湾  A ｲ S50 ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

062 広瀬川  A ｲ S49 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 619 田老湾  A ﾛ S53 ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

063 太田代川  A ｲ S49 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 620 釜石湾 (甲)  A ｲ H11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

064 白鳥川  A ｲ S49 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 621 (乙)  A ｲ H11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

065 衣川  A ｲ S49 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 環 境 基 準 達 成 率　（％） 96.3 98.2 99.1 97.3 98.2 99.1 99.1 98.2 96.5 95.7

066 砂鉄川  A ｲ S49 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

水域 指定

統一

番号 年度 24 25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3

503 田瀬ダム貯水池 Ⅲ ｲ H12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

505 豊沢ダム貯水池 Ⅱ ｲ H14 × ○ × × × ○ × × × ×

506 綱取ダム貯水池 Ⅲ ｲ H01 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

507 御所ダム貯水池 Ⅱ ﾛ H11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○

508 入畑ダム貯水池 Ⅱ ﾆ H12 ○ × × ○ ○ × × ○ ○ ○

509 Ⅲ ｲ H14 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

510 世増ダム貯水池 Ⅲ ﾆ R1 × ×

604 宮古湾 Ⅱ ﾛ H10 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

605 大船渡湾 (甲) Ⅱ ﾊ H08 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○

611 広田湾 Ⅱ ｲ H10 ― ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

612 山田湾 Ⅱ ｲ H09 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

613 大槌湾 Ⅱ ｲ H10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

615 船越湾 Ⅱ ｲ H09 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

617 越喜来湾 Ⅱ ｲ H10 ― ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

620 釜石湾 (甲) Ⅱ ﾊ H11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

環 境 基 準 達 成 率　（％） 91.7 91.7 71.4 92.9 92.9 92.9 78.6 92.9 80.0 80.0

※２　世増ダム貯水池はR1年度に類型指定され、R2年度から測定を開始した。

※２　石淵ダム貯水池については、胆沢ダム竣工により平成25年度から評価対象外としている。

※３　「―」の水域については、東日本大震災津波の影響により測定不能であったもの。

最近10年度間における

達成状況の推移

※１「―」の水域については、東日本大震災津波の影響により測定不能であったもの。

環境基準類型

類型

（３）　全窒素・全燐の達成状況表（経年変化）

（２）　BOD(COD)の達成状況表（経年変化）

当てはめ水域名

四十四田ダム貯水池

世増ダム貯水池

※４　世増ダム貯水池はR1年度に類型指定され、R2年度から測定を開始した。

※１　北上川 (4) については、県内の環境基準点により評価したもので、他県部分も含めた水域全体の達
成状況とは異なる場合がある。

最近10年度間における

達成状況の推移

最近10年度間における

達成状況の推移

環境基準類型

当てはめ水域名

環境基準類型

当てはめ水域名

類型 類型
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９ 騒音に係る環境基準の類型指定状況 

 

ア 新幹線鉄道騒音環境基準（S50.7.29 環境庁告示第 46 号） 

地域の類型 基準値 
岩 手 県 に お い て 当 て は め る 地 域 

（S52.9.30 岩手県告示第 1221 号） 

Ⅰ 70 デシベル以下 

沿線区域のうち、都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第８条

第１項第１号に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専

用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、

第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び田園住居地域 

Ⅱ 75 デシベル以下 

沿線区域のうち都市計画法第８条第１項第１号に掲げる近隣商

業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域並びに同法の規定によ

る用途地域の定めのない地域であって住居等が存在する地域 

備考 １ 「沿線区域」とは、別に定められた東北新幹線に係る工事実施計画による東京起点から軌道中心線に沿って八戸側に

500m ごとに軌道中心線から 300m の線に囲まれた区域で岩手県内にあるものをいう。 

   ２ 「住居等」とは、人が居住して日常生活に用いる家屋等の場所をいう。 

３ 沿線区域のうち、トンネルの出入口から中央部方向へ 150m 以上奥の地域及び河川法（昭和 39 年法律第 167 号）第６

条第１項に定める河川区域は、地域の類型を当てはめる地域から除く。 

 

達成目標期間 

 a b c 

新幹線鉄道の沿線 

区域の区分 
80 デシベル以上の区域 

75 デシベルを超え 

80 デシベル未満の区分 

70 デシベルを超え 

75 デシベル未満の区分 

達成目

標期間 

東京 

盛岡間 
開業時に直ちに 開業時から３年以内 開業時から３年以内 

盛岡以北 開業時に直ちに 

 

 

イ 航空機騒音環境基準（S48.12.27 環境庁告示第 154 号） 

環境基準 
岩手県において当てはめる地域 

（S60.10.11 岩手県告示第 1019 号） 
地域の 

類型 
基準値 

Ⅰ 57 デシベル以下 

別図に示す区域のうち、都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第８条

第１項第１号に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地

域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域及び田園住居

地域並びにこれらの地域に準じて生活環境を保全する必要のある地域と

して別図に示す地域（以下「住専地域等」という。） 

Ⅱ 62 デシベル以下 

別図に示す区域のうち、住専地域等以外の地域。 

ただし、国土利用計画法（昭和 49 年法律第 92 号）第９条第２項第３号

に規定する森林地域、河川法（昭和 39 年法律第 167 号）第６条第１項に

規定する河川区域及び花巻空港の敷地である区域を除く。 

（注）「別図」は省略 
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 ウ 騒音に係る環境基準（H10.9.30 環境庁告示第 64 号） 
地 域 類 型 環 境 基 準 値 

 当てはめ地域 

（用途地域との原則的対応） 地域の区分 
昼間（午前６時 

から午後10時） 

夜間（午後10時から

翌日の午前６時） 

ＡＡ 特に静穏を要する地域  50デシベル以下 40デシベル以下 

Ａ 

専ら住居の用に供される地域 

第一種低層住居専用地域 

第二種低層住居専用地域 

田園住居地域 

 第一種中高層住居専用地域 

第二種中高層住居専用地域 

一般の地域 55デシベル以下 45デシベル以下 

２車線以上の車線を

有する道路に面する

地域 

60デシベル以下 55デシベル以下 

Ｂ 

主として住居の用に供される

地域 

第一種住居地域 

第二種住居地域 

準住居地域 

一般の地域 55デシベル以下 45デシベル以下 

２車線以上の車線を

有する道路に面する

地域 

65デシベル以下 60デシベル以下 

Ｃ 

相当数の住居と併せて商業、工

業等の用に供される地域 

近隣商業地域 

商業地域 

準工業地域 

工業地域 

一般の地域 60デシベル以下 50デシベル以下 

車線を有する道路に

面する地域 
65デシベル以下 60デシベル以下 

特別 

幹線交通を担う道路に近接す

る空間 

  高速自動車国道 

  一般国道 

  県道 

  ４車線以上の市町村道 

  自動車専用道路 

２車線以下の道路の

端から15ｍ 

 

２車線を超える道路

の端から20ｍ 

70デシベル以下 65デシベル以下 

備考 

 個別の住居等において騒音の影響を受けやす

い面の窓を主として閉めた生活が営まれている

と認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る

基準（昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあ

っては40デシベル以下）によることができる。 

備考 車線とは、１縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分を

いう。 
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10 いわての名水二十選 
 

（昭和 60 年岩手県選定）    

名  称 水の形態 所   在   地 

中津川
なかつがわ

 河川 盛岡市 

杉
すぎ

之
の

堂
どう

大清水
おおしみず

 湧水 奥州市水沢佐倉河字杉ノ堂 

水
みず

分
わけ

神社
じんじゃ

湧水
ゆうすい

 湧水 花巻市轟木 

不老
ふろう

泉
せん

 湧水 久慈市大川目町 

清水
し ず

の湧口
わっくつ

 湧水 陸前高田市矢作町字清水 

岳
たけ

川
かわ

源 流
げんりゅう

 河川 花巻市大迫町国有林花巻事業区 

長
なが

清水
しみず

 湧水 北上市和賀町藤根 

女神
めがみ

霊泉
れいせん

 湧水 和賀郡西和賀町西山国有林地内 

大清水
おおしみず

 湧水 一関市東山町長坂字里前 

滝
ろう

観
かん

洞
どう

内
ない

水
すい

 湧水 気仙郡住田町上有住字土倉 

不動
ふどう

滝
たき

の水
みず

・不動
ふどう

川
かわ

 爆布・河川 大船渡市三陸町綾里字熊之入 

安
あっ

家
か

川
かわ

 湧水 下閉伊郡岩泉町・九戸郡野田村 

岳
だけ

の湧口
わっくつ

 湧水 九戸郡軽米町大字山内 

不動
ふどう

の滝
たき

・不動
ふどう

川
がわ

 爆布・河川 八幡平市高畑 

柳
やなぎ

沢
さわ

大
だい

湧口
わっくつ

 湧水 滝沢市柳沢 

長 者
ちょうじゃ

屋敷
やしき

清水
きよみず

 湧水 八幡平市松尾 

一本
いっぽん

杉
すぎ

清水
しみず

 湧水 盛岡市姫神岳国有林内 

新渡戸
に と べ

観音
かんのん

泉
せん

 湧水 北上市下江釣子 

稲荷
いなり

穴
あな

 湧水 遠野市宮守町達曽部 

清水
しみず

川
がわ

 湧水 久慈市山形町霜畑 

 

   

参考：国の名水百選に指定された県内の湧水 

昭和の名水百選                          （昭和 59 年環境庁選定）    

名称 水の形態 所在地 

龍
りゅう

泉
せん

洞
どう

地底
ちてい

湖
こ

の水
みず

 湧水 下閉伊郡岩泉町 

金沢
かなざわ

清水
しみず

 湧水 八幡平市松尾寄木 

 

平成の名水百選                          （平成 20 年環境省選定） 

名称 水の形態 所在地 

大慈
だいじ

清水
しみず

・青 龍 水
せいりゅうすい

 井戸水 盛岡市鉈屋町 

中津川
なかつがわ

綱取
つなとり

ダム
だ む

下流
かりゅう

 河川 盛岡市 

須川
すかわ

岳秘水
だけひすい

ぶなの恵
めぐ

み 湧水 一関市厳美町祭畤山国有林内 
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2 杉之堂大清水

3 水分神社湧水
（水神堂）

4 不老泉

5 清水の湧口

6 岳川源流

7 長清水
8 女神霊泉

9 大清水

10 滝観洞内水

11 不動滝の水
・不動川

12 安家川

13 岳の湧口

14 不動の滝
・不動川

15 柳沢大湧口

16 長者屋敷清水

17 一本杉清水

18 新渡戸観音泉

19 稲荷穴

20 清水川

1 龍泉洞
地底湖の水

2 金沢清水

1 大慈清水・青龍水

1   2 中津川

3 須川岳秘水
ぶなの恵み

いわての名水マップ
環境省や岩手県では、国内、県内に存在する清澄な水の中から、地域の生活に溶け込んでいる

湧水や井戸水、美しい景観を持つ瀑布や河川など、人々に親しまれている優れた水環境を『名水』
として選定し、国民、県民のみなさんに紹介しています。

岩手県内の個性豊かな名水の数々。ひとつひとつ巡って、あなたのお気に入り『名水』を見つけ
てみませんか？

昭和の名水百選（昭和59年度環境庁選定） 平成の名水百選（平成20年度環境省選定）

日本三大鍾乳洞の一つ。
透明度は世界一、
水深は日本一で、
生きた化石「バスネラ」
が生息しています。

岩手山の北麓に湧き出る７箇所の総称。
多くの伝説があり、「蛇竜の滝」「座頭清水」
とも呼ばれています。

川のまち盛岡のシンボルの一つ。
市の中心部を流れ、水遊び、釣り、
秋には鮭の産卵を見ることができ
ます。

伝説をもとに探索したところ、
平成12年に発見された湧水。豊

かな生態系に恵まれているとと
もに、良好な水質、豊富な水量
を誇っています。

マップ中の名水の番号の色は、次のとおり名水の種類を表しています。
昭和の名水百選 平成の名水百選 いわての名水二十選

江戸時代から地域の人々の
生活を支えてきた井戸水。
用水組合は明治8年から活動
を続け、伝統的なルールが
守られています。

①龍泉洞地底湖の水
（岩泉町）

②金沢清水
（八幡平市）

①大慈清水・青龍水
（盛岡市）

②中津川綱取ダム下流
（盛岡市）

③須川岳秘水ぶなの恵み
（一関市）

【飲用に関する御注意】
名水の選定にあたっては、飲用可能かどうかは評価対象としていないため、選定され

た名水が飲用できることを保証するものではありませんのでご注意ください。

- 100 -



⑧女神霊泉（西和賀町）

⑤清水の湧口
（陸前高田市）

いわての名水二十選（昭和60年度岩手県選定）

①中津川（盛岡市）
※平成の名水百選参照

②杉之堂大清水
（奥州市）

弘法大師が立ち寄ったと

言われており、また、周辺
から縄文晩期の土偶や遺物
も発見される等、昔人の生
活の場であった所です。

③水分神社湧水（水神堂）

（花巻市）

坂上田村麻呂ゆかりの
清水で、近くには白鳥が
飛来する堤があります。

④不老泉（久慈市）

この水を飲むと不老長
寿になるという伝説から
「不老泉」と名づけられ
ました。

冷たい豊かな水量は、
ニジマス、ヤマメ等の養
殖にも利用され、淡水魚
の産地となっています。

⑥岳川源流（花巻市）

早池峰山の登山コースに
あって「七折の滝」「笛貫の
滝」「頭后離」等の名所が登
山者を楽しませてくれます。

⑦長清水（北上市）

魚の形をした池の頭部の底
から清水が砂をあげて湧き出
しています。公園として整備
され、住民の憩いの場となっ
ています。

「女神霊泉」を中心に「降
る滝」「白糸の滝」等があり、
一帯は「下前風景林」として
指定されています。

⑨大清水（一関市）

善龍寺境内の湧水。出羽三
山にお参りする人がこの泉で
清めてから出かけたと言い伝
えられています。

⑩滝観洞内水（住田町）

洞窟内の滝
では日本一の
「天の岩戸の
滝」があり、
歌人 柳原百
蓮が命名した
ものです。

⑪不動滝の水・不動川
（大船渡市）

女滝、男
滝があり、
五大明王の
一つ不動明
王も祀られ、
名勝地とし
て市の文化
財に指定さ
れています。

⑫安家川
（岩泉町・野田村）

清流にしか住まないという
「カワシンジュガイ」が生息
しており、日本では数少ない
原始河川の一つです。

⑬岳の湧口（軽米町）

飲み水やお茶の湯として利
用すると長寿に効くと言われ
ています。

⑭不動の滝・不動川
（八幡平市）

修験者の霊場地、豪族の
祈願社として信仰を集めた
桜松神社の隣にあり、落差
15ｍ。水量極めて多く壮観。

⑮柳沢大湧口（滝沢村）

岩手山麓一帯が馬産地であった
頃、馬が水を飲みに集まった所。
また、宮沢賢治の詩集「春と修
羅」の中で「あの柳沢の湧水」と
詠われた所でもあります。

⑯長者屋敷清水（八幡平市）

長峰神社の
境内にあり、
農繁期の水不
足の時、岩穴
をかきまぜる
と雨が降ると
の伝説があり
ます。

⑰一本杉清水（盛岡市）

姫神山の麓
の一本杉の根
元から湧き出
しており、登
山者のオアシ
スとなってい
ます。

⑱新渡戸観音泉（北上市）

人当山新渡
戸寺の境内南
側にあり、野
菜洗いや芹栽
培に利用され、
部落の人々の
語らいの場と
なっています。

⑲稲荷穴（遠野市）

稲荷穴神社境内の奥行き1,000ｍ程

の鍾乳洞から湧き出ており、鍾乳洞
にはコウモリなどが生息しています。

⑳清水川（久慈市）

縄文時代の土器が発見された所
でもあり、昔は湧水を利用して鳥
兜を栽培し、今は上水道の水源と
して利用しています。
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11 岩手県環境保健研究センター研究体系 

 

 

No. 

いわて県民計画（2019-2028） 

研究テーマ名 
研究 
年度 

共同研究
機関 

担当部 
10 の政策 政策項目 

1 

健康・ 

余暇 

感染症による脅
威から一人ひと
りの暮らしを守
る 

ヒトと環境における薬剤耐性菌サ
ーベイランス 

R3-R4  保健科学部 

2 
環境水サーベイランスにおける病
原ウイルスアセスメント（R3中止） 

R3  

3 
岩手県における小児呼吸器ウイル
スの疫学に関する研究（R3 中止） 

R3  

4 
生涯にわたり心
身ともに健やか
に生活できる環
境をつくる 

地域の健康課題解決を目的として
保健情報の効果的活用に向けた基
礎的研究（R3 中止） 

R3  

5 

安全 
食の安全・安心
を確保する 

岩手県におけるノロウイルスの疫
学に関する研究（R3 中止） 

R3  

6 
自然毒食中毒の原因物質の特定方
法等に関する研究 

R3-R5 水産技術
センター 

衛生科学部 
 

7 
安全性審査済み遺伝子組換え大豆
のLLS遺伝子及びRRS2遺伝子の定
量分析法の確立 

R3  

8 
残留農薬検査に係る前処理方法の
検討 

R3  

9 食品添加物の試験法に関する研究 
R3  

10 
腸管出血性大腸菌の分離に用いる
選択分離培地の検討 

R2-R3  検査部 

11 

自然環境 
多様で優れた環
境を守り、次世
代に引き継ぐ 

医薬品・生活関連物資の環境実態
及び環境リスク解明に関する研究 

R2-R4 岩手大学 環境科学部 

12 
海洋プラスチックごみの調査法に
係る基礎検討 

R3  

13 
重要な絶滅危惧植物を存続させる
ための技術開発に関する研究 

H29-R3  地球科学部 

14 
ツキノワグマの個体群動態と将来
予測手法の開発ならびに人里への
出没メカニズム 

H29-R3  

15 
個体特性および個体群構造に基づ
いたイヌワシの保全に関する研究 

R3-R5  

16 
酸性雨による環境影響の総合的評
価 

R3  

17 
微小粒子状物質（PM2.5）の発生源
解明に関する研究 

R3  

18 
岩手県におけるニホンジカの個体
数推定法に関する研究 

R3  
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12 環境保全等活動に対する顕彰 表彰者一覧 

 

１ 環境保全活動表彰 

団体等名（敬称略） 市町村 功  績 

【環境保全部門】 

雫石町立 

御明神小学校 

雫石町 

平成２年から学校林保護活動やチョウセンアカシジミの観察を

継続して実施し、児童の環境保全精神を育んでいるほか、水生生

物調査や地域住民と協力した河川の清掃活動等を行い、地域の環

境保全意識の向上に貢献している。 

【環境保全部門】 

特定非営利活動法人 

里山自然学校はずみの里 

一関市 

平成 15 年の設立から、生態系の調査や自然体験活動を開催し、

地域における環境保全意識の高揚や青少年の健全育成に貢献して

いるほか、平成 19 年度から環境省の里山環境モニタリングサイト

1000 事業を通じて、花泉町内で生態系調査を実施している。 

【環境美化部門】 

赤石環境衛生組合 
紫波町 

平成 22 年から、ごみ分別説明会を行っており、ごみの減量啓発

活動に尽力しているほか、地域内にある 103 個所のごみ集積所を

定期的にパトロールし、環境美化に努めている。 

【環境美化部門】 

内澤 久夫 
盛岡市 

平成 16 年以来、盛岡市きれいなまち推進員として、ごみ集積所

等の管理指導による廃棄物の適正処理を図るなど地域美化活動に

寄与している。 

【環境美化部門】 

海沼 正憲 
盛岡市 

 平成 16 年以来、盛岡市きれいなまち推進員として、ごみ集積所

等の管理指導による廃棄物の適正処理を図るなど地域美化活動に

寄与している。 

【自然保護部門】 

武藤 瑞雄 
山田町 

平成 21 年度から県自然公園保護管理員として、三陸復興国立公

園の環境保全に努め、町内の遊歩道整備等に尽力しているほか、

有害鳥獣捕獲に従事し、農業等の被害防止に貢献している。 

また、有害鳥獣捕獲等に従事し、農業等の被害防止に貢献する

とともに、後進の狩猟者の育成にも努めている。 

【自然保護部門】 

武田 新六 
宮古市 

平成22年度から自然公園保護管理員として、早池峰国定公園の

環境保全に努め、主に門馬口を担当し、安全確保や環境整備に尽

力している。 

また、動植物の保護に尽力するとともに、外来種駆除作業や遭

難時捜索時における関係機関への協力も行っている。 

【地球温暖化対策部門】 

株式会社 

エヌエスオカムラ 

釜石市 

環境への負荷が高かった金属製品の塗装前処理工程を見直し、

平成 27 年度の熱原単位を対前年比で 16％の大幅な削減を達成す

るとともに、その後も継続した取組により、令和２年度は平成 29

年度比 13.5％の二酸化炭素排出原単位の削減を達成した。 

【水環境・水資源部門】 

花巻市立八重畑小学校 
花巻市 

昭和 61 年に稗貫川の水生生物調査を開始し、以降 35 年にわた

り、児童の水環境の保全意識を高めるための活動に継続的に取り

組んでいるほか、田植えやりんごの収穫作業等の農業体験を取り

入れた環境学習にも地域ぐるみで取り組んでいる。 

 

 

 

 

※敬称略 
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２ 水と緑を守り育てる活動知事感謝状 

団体等名（敬称略） 市町村 功  績 

望月 達也 花巻市 

昭和 63 年から、「花巻のブナ原生林に守られる市民の会」事務

局長として調査研究や自然観察会等を開催するとともに、「希少野

生動植物等保護検討委員会」の委員として地域の希少動植物の保

護等に対して積極的に助言等を行うなど、水環境の保全に貢献し

ている。 

史跡五郎沼愛護会 紫波町 

平成 16 年４月の設立以来、蓮池の整備及び維持管理と五郎沼の

堤体の雑草・草刈りを中心に活動し、水資源と鳥や花などの生き

物との共存環境保護に貢献している。 

安比高原ふるさと倶楽部 八幡平市 

平成 23 年の設立以来、地元の学校等へ体験学習による安比高原

環境教育を提供しているほか、森林内での下刈、歩道や標識管理、

イベント・セミナーの実施や保全活動ボランティア育成活動等、

幅広い活動を展開し、水環境の保全に貢献している。 

洋野町立中野小学校 洋野町 

平成 26 年度に文部科学省の教育課程特例校の指定を受けてか

ら、河川の水生生物調査、サケ及びウニを対象とした水産業体験

を通じた海洋保全意識の形成、海洋清掃活動等を各学年で実施し、

卒業年度は 6 年間の学習のまとめとして全国海洋教育サミットで

発表している。 

 

 

３ 「水生生物による水質調査」実施団体知事感謝状 

団体等名（敬称略） 市町村 功  績 

ボーイスカウト 

盛岡第５団ビーバー隊 
盛岡市 

平成３年に初回の調査を実施して以降、継続して調査を続け、

令和３年度までで計 21 年実施。 

八幡平市立 田山小学校 八幡平市 

舘市小学校が平成５年に、田山小学校が平成６年に初回の調査

を実施して以降継続して調査を実施。平成 16 年に舘市小学校が田

山小学校に統合した後も調査を継続し、令和３年度で連続４年間、

計 20 年実施。 

八幡平市立 安代小学校 八幡平市 

細野小学校と五日市小学校が平成 4 年に初回の調査を実施。平

成 15 年度に細野小学校、荒屋小学校、五日市小学校、浅沢小学校、

畑小学校の５校が統合し、安代小学校となった後も調査を継続し、

令和３年度で連続３年間、計 19 年実施。 

雫石町立 御明神小学校 雫石町 

平成 13 年に旧御明神小学校が初回の調査を実施。平成 30 年に

橋場小学校と統合した後も調査を継続し、令和３年度で計 19 年実

施。 

遠野市立 遠野小学校 遠野市 
平成元年に初回の調査を実施して以降、継続して調査を実施。

令和３年度で計 19 年実施。 

久慈市立 宇部小学校 久慈市 
平成２年に初回の調査を実施して以降、継続して調査を実施、

令和３年度で計 19 年実施。 
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 13　岩手県環境基本計画関連事業

決算額

（百万円）

地球温暖化対策事業費(地球温暖化防止活動推進センター
事業費）

環境生活企画室 7.9

地球温暖化対策事業費 環境生活企画室 3.4

水と緑の活動促進事業費（環境コミュニケーション推進事
業費）

環境保全課 0.1

いわてものづくりイノベーション推進事業費
ものづくり自動車産業振興室（岩手県工業
技術センター）

12.0

再生可能エネルギー利用発電設備導入促進資金貸付金 環境生活企画室 1,006.0
循環型地域社会形成推進事業費 資源循環推進課 118.8
水素利活用による再生可能エネルギー推進事業費 環境生活企画室 8.1

地球温暖化対策事業費(地球温暖化防止活動推進センター
事業費）

環境生活企画室 再掲

いわての県産木材利用促進事業費（木造建築設計技術者等
育成・需要拡大事業費）

林業振興課 1.9

消費者行政活性化推進事業費 県民生活センター 44.5
環境に配慮した金融 再生可能エネルギー利用発電設備導入促進資金貸付金 環境生活企画室 再掲

ゼロカーボン推進事業費 環境生活企画室 16.9
再生可能エネルギー導入促進事業費 環境生活企画室 8.8
水素利活用による再生可能エネルギー推進事業費 環境生活企画室 再掲
木質バイオマス熱電利用促進事業費 林業振興課 0.2
畜産基盤再編総合整備事業費 畜産課 157.9
循環型地域社会形成推進事業費 資源循環推進課 再掲
自動車関連産業創出推進事業費 ものづくり自動車産業振興室 24.9
商店街にぎわい創出支援事業費 経営支援課 0.7
環境と共生する産地づくり確立事業費 農業普及技術課 120.3

林業成長産業化総合対策事業費（間伐・路網・再造林関
係）

森林整備課 385.7

海洋資源管理事業費 水産振興課 16.6
鳥獣被害防止総合対策事業費 農業振興課 203.3

いわての県産木材利用促進事業費（需要創出・販路拡大事
業費）

林業振興課 5.5

木質バイオマス熱電利用促進事業費 林業振興課 再掲
広葉樹材乾燥技術開発事業費 林業振興課（林業技術センター） 0.3
木質バイオマス熱電利用促進事業費 林業振興課 再掲
三陸周遊・滞在型観光推進事業費 観光・プロモーション室 1.5

御所野遺跡等観光資源連携推進事業費
県北広域振興局
二戸地域振興センター

4.3

北いわて広域観光推進事業費 県北広域振興局経営企画部 1.4
いわて観光キャンペーン推進協議会負担金 観光・プロモーション室 17.3
平泉の世界遺産登録10周年交流人口拡大推進事業費 県南広域振興局経営企画部 8.3
三陸沿岸観光新時代創造事業費 沿岸広域振興局経営企画部 4.7
温泉法施行事務費 自然保護課 0.1
こころ高まる農山漁村感動体験創出事業費 農業振興課 2.2
地域活性化スポーツ推進事業費 スポーツ振興課 24.8
美味ぇがすと三陸構想推進プロジェクト事業費 流通課 13.2
農道整備事業費 農村建設課 375.0
下水道事業債償還基金費補助（漁業集落排水） 漁港漁村課 15.0
農業集落排水事業費補助 下水環境課 85.9
農業集落排水施設整備事業費補助 下水環境課 3.0
下水道事業債償還基金費補助（農業集落排水） 下水環境課 6.5
浄化槽設置整備事業費補助 下水環境課 92.2
浄化槽下水道事業債償還基金費補助 下水環境課 33.1

いわて農林水産業６次産業化推進事業費(いわて地域ぐる
み６次産業化支援事業費)

流通課 1.6

いわて食農連携プロジェクト推進事業費 流通課 15.1
中山間地農業農村活性化推進対策事業費 農業振興課 7.9
いわて食の聖地プロモーション展開事業費 流通課 5.6

自然公園施設整備事業費（国立公園）、国定公園等施設整
備事業費自然公園施設整備事業費

自然保護課 77.9

三陸観光地域づくり推進事業費 観光・プロモーション室 22.6
平泉の世界遺産登録10周年交流人口拡大推進事業費 県南広域振興局経営企画部 再掲
三陸沿岸観光新時代創造事業費 沿岸広域振興局経営企画部 再掲
北いわて広域観光推進事業費 県北広域振興局経営企画部 再掲
御所野遺跡等観光資源連携推進事業費 県北広域振興局二戸地域振興センター 再掲
こころ高まる農山漁村感動体験創出事業費 農業振興課 再掲
水と緑の活動促進事業費 環境生活企画室 0.5
環境学習交流センター管理運営費 環境生活企画室 23.9
三陸ジオパーク活用強化事業費 環境生活企画室 6.2

三陸ジオパーク活用強化事業費（三陸ジオパーク地域基盤
強化事業費）

環境生活企画室 9.3

市町村や金融機関と連携した
低炭素な地域づくり

再生可能エネルギー利用発電設備導入促進資金貸付金 環境生活企画室 再掲

循環型地域社会形成推進事業費 資源循環推進課 再掲
環境と共生する産地づくり確立事業費 農業普及技術課 再掲
水素利活用による再生可能エネルギー推進事業費 環境生活企画室 再掲
いわてスマート農業推進事業費 農業普及技術課 3.5
次世代革新的技術導入加速化事業費 農業普及技術課 1.3
新たな価値を創造する水稲育種基盤強化事業費 農業普及技術課 6.4
北いわてスマート農業プラットフォーム創造事業費 農業普及技術課 16.7
スマート林業推進事業費 森林整備課 1.8
科学技術イノベーション活用推進費 科学・情報政策室 12.5

環境保健研究センター試験研究費（環境関係） 環境生活企画室（環境保健研究センター） 17.7

医療機器関連産業創出推進事業費 ものづくり自動車産業振興室 6.1
情報関連産業競争力強化事業費 ものづくり自動車産業振興室 2.3
海洋研究拠点形成促進事業費 科学・情報政策室 0.4
ＩＬＣ推進事業費 事業推進課 49.1

環境分野における海外との交
流や環境の保全に関する研究
の推進

環境保健研究センター試験研究費（環境関係） 環境生活企画室（環境保健研究センター） 再掲

小計 事業数　75 3,121

環境・経済・社会の一体的向上に向けた横断的施策事業一覧

分
野

項目 小項目

R3事業

事業名 担当課

１
　
地
域
資
源
の
活
用
に
よ
る
環
境
と
経
済
の
好
循
環

（１）持続可能な生産
と消費を実現するグ
リーンな経済システム
の構築

環境経営の推進

環境関連産業の育成・集積

環境負荷の低減に資する製
品・サービスの需要拡大

エネルギーや資源の地域循環

自然資本を活用した地域産業
の付加価値向上

循環型経済の構築に向けた新
たなビジネス形態の促進

（２）地域資源を活用
した自然共生型産業の
振興

環境と調和した農林水産業の
推進

豊富な森林資源を活用した木
材関連産業の振興

優れた自然を活用した観光産
業の振興

自然の恵みを活用した各種
ツーリズムの推進

（３）都市と農山漁村
の連携・交流と広域的
なネットワークづくり

地域資源を活用した都市と農
山漁村の連携・交流

人づくりによる地域づくり

（４）豊かな環境づく
りに資する科学技術の
振興

豊かな環境づくりに資する研
究開発の促進

産学官共同研究等の推進
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決算額

（百万円）

分
野

項目 小項目

R3事業

事業名 担当課

水と緑の活動促進事業費 環境生活企画室 再掲
基幹水利施設ストックマネジメント事業費 農村建設課 1,125.5
治山事業費 森林保全課 2,036.6
広域公園整備事業費 都市計画課 33.5
基幹水利施設ストックマネジメント事業費 農村建設課 再掲

水道施設耐震化等推進事
業費

県民くらしの安全課 1,357.2

水道事業広域連携推進費 県民くらしの安全課 44.2
下水道整備促進対策費 下水環境課 24.0
農業集落排水事業費補助 下水環境課 再掲
農業集落排水施設整備事業費補助 下水環境課 再掲
下水道事業債償還基金費補助（農業集落排水） 下水環境課 再掲
浄化槽設置整備事業費補助 下水環境課 再掲
浄化槽下水道事業債償還基金費補助 下水環境課 再掲
流域下水道事業会計建設費 下水環境課 1,570.3
道路維持修繕費(維持修繕) 道路環境課 4,116.8
広域公園整備事業費 都市計画課 再掲
都市計画道路整備事業費 都市計画課 57.1
水辺環境再生事業費 河川課 20.0
美しいまちづくり推進事業費 都市計画課 0.7
道路環境改善事業費（防災安全事業：無電柱化推進） 道路環境課 2.4
都市計画道路整備事業費 都市計画課 再掲
公共団体区画整理事業費補助 都市計画課 76.2
三陸鉄道経営移管交付金 交通政策室 155.2
三陸鉄道運営支援対策費 交通政策室 302.3
三陸鉄道安全輸送設備等整備事業費補助 交通政策室 73.3
いわて銀河鉄道経営安定化対策費 交通政策室 0.0
バス運行対策費 交通政策室 276.7
地域バス交通支援事業費補助 交通政策室 32.7
公共交通利用推進事業費 交通政策室 0.2
地域公共交通再編・活性化推進事業費 交通政策室 16.0
草の根コミュニティ再生支援事業費 地域振興室 0.4

住宅ストックリノベーション事業費（既存住宅流通促進支
援事業）

建築住宅課 再掲

住宅ストックリノベーション事業費 建築住宅課 10.0

空港整備費
（維持補修）

県土整備企画室（空港管理担当） 65.8

道路環境改善事業費（防災安全事業：橋梁補修・補強） 道路環境課 615.3

道路環境改善事業費（防災安全事業：舗装補修） 道路環境課 0.0

道路環境改善事業費（防災安全事業：老朽化(トンネル)） 道路環境課 142.0

道路環境改善事業費（防災安全事業：老朽化(大型道路構
造物)）

道路環境課 91.3

橋りょう補修事業費 道路環境課 71.9
橋りょう補強事業費 道路環境課 0.0

河川整備基本方針策定費
（河川台帳整備費）

河川課 3.7

河川海岸等維持修繕費 河川課 930.0
河川水門管理費 河川課 260.1
砂防設備修繕費 砂防災害課 74.9
水防警報施設整備事業費 河川課 21.6
堰堤改良事業費 河川課 0.0

ダム管理費
（ダム管理・修繕費）

河川課 218.4

港湾快適環境推進事業費 港湾課 86.1
公共施設マネジメント推進費 管財課 0.0
文化財保護推進費（文化財保護事業費補助） 生涯学習文化財課 57.5

文化財保護推進費（埋蔵文化財緊急発掘調査事業費補助） 生涯学習文化財課 9.7

いわて文化芸術王国構築事業費（いわて文化芸術王国構築
事業費）

文化振興課 1.1

世界遺産登録推進事業費 文化振興課 14.4
道路環境改善事業費（防災安全事業：無電柱化推進） 道路環境課 再掲
美しいまちづくり推進事業費 都市計画課 再掲
いわての漆産業新時代開拓事業費 産業経済交流課 1.9
いわての地場産品魅力拡大事業費 産業経済交流課 7.0
新たな価値を創造する水稲育種基盤強化事業費 農業普及技術課 再掲
道路環境改善事業費（防災安全事業：災害防除） 道路環境課 234.1
道路災害防除事業費 道路環境課 73.4
河川改修事業費 河川課 925.8
急傾斜地崩壊対策事業費 砂防災害課 211.9
砂防事業費 砂防災害課 177.2
海岸高潮対策事業費 河川課 0.0
森林整備事業費補助 森林整備課 1,101.9

災害に備えた土地利用 土地利用対策費 環境保全課 31.5
水辺環境再生事業費 河川課 再掲
治山事業費 森林保全課 再掲
循環型地域社会形成推進事業費 資源循環推進課 再掲
再生可能エネルギー導入促進事業費 環境生活企画室 再掲
ゼロカーボン推進事業費 環境生活企画室 再掲
地球温暖化対策推進費（気候変動対策推進事業） 環境生活企画室 11.8
化学物質環境対策費 環境保全課 0.1

小計 事業数　73 16,772

２
　
自
然
と
共
生
し
た
持
続
可
能
な
県
土
づ
く
り

（１）快適で魅力ある
まちづくりの推進

健全な水循環

水インフラの適切な維持管理
等の推進

水と緑のうるおいある空間の
確保

（２）自然と調和した
歴史的文化的環境の保
全と活用

歴史的・文化的環境の保存と
活用

環境と共生する生活文化の継
承と創造

（３）気候変動リスク
を踏まえた防災・減災

気候変動の影響への適応の推
進

良好な景観の形成

持続可能なまちづくり・地域
づくり

グリーンインフラや生態系を
活用した防災・減災の推進

平時から災害時まで一貫した
安全の確保
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決算額

（百万円）

分
野

項目 小項目

R3事業

事業名 担当課

地球温暖化対策事業費(地球温暖化防止活動推進センター
事業費）

環境生活企画室 再掲

循環型地域社会形成推進事業費 資源循環推進課 再掲
消費者行政活性化推進事業費 県民生活センター 再掲
食品ロス削減推進事業費 資源循環推進課 0.2
いわて木づかい住宅普及促進事業費 林業振興課 86.7

住宅ストックリノベーション事業費（住みたい岩手の家づ
くり促進事業）

建築住宅課 再掲

住宅ストックリノベーション事業費 建築住宅課 再掲

県民総参加型健幸度アップ支援事業費（県民総参加型チャ
レンジマッチ）

健康国保課 9.4

道路環境改善事業費（防災安全事業：交通安全（自転
車））

道路環境課 0.0

いわて働き方改革加速化推進事業費 定住推進・雇用労働室 75.1
子育て応援推進事業費 子ども子育て支援室 1.3
いわて観光キャンペーン推進協議会負担金 観光・プロモーション室 再掲
温泉法施行事務費 自然保護課 再掲
いわてインバウンド新時代戦略事業費 観光・プロモーション室 0.0

人と動物の共生を目指した
ペットの適正飼養の推進

動物愛護管理推進事業費（動物愛護思想普及啓発事業費） 県民くらしの安全課 0.0

自然体験活動等の推進 森林公園機能強化事業費 森林保全課 12.0
いわて移住・定住促進事業費 定住推進・雇用労働室 27.2
県外人材等U・Iターン推進事業費 定住推進・雇用労働室 7.2
こころ高まる農山漁村感動体験創出事業費 農業振興課 再掲

いわての県産木材利用促進事業費（需要創出・販路拡大事
業費）

林業振興課 再掲

いわての森林づくり推進事業費(県民参加の森林づくり促
進事業費)

林業振興課 21.2

事業数　21 240

環境分野別施策一覧
地球温暖化対策事業費(地球温暖化防止活動推進センター
事業費）

環境生活企画室 再掲

ゼロカーボン推進事業費 環境生活企画室 再掲

住宅ストックリノベーション事業費（住みたい岩手の家づ
くり促進事業）

建築住宅課 再掲

循環型地域社会形成推進事業費 資源循環推進課 再掲

ゼロカーボン推進事業費 環境生活企画室 再掲

地球温暖化対策事業費 環境生活企画室 再掲

循環型地域社会形成推進事業費 資源循環推進課 再掲

地球温暖化対策事業費 環境生活企画室 再掲

地球温暖化対策推進費（気候変動対策推進事業） 環境生活企画室 再掲

地域連携道路整備事業 道路建設課 5,030.5

都市計画道路整備事業費 都市計画課 再掲

地球温暖化対策事業費 環境生活企画室 再掲

住宅ストックリノベーション事業費 建築住宅課 再掲

都市計画道路整備事業費 都市計画課 再掲

三陸鉄道強化促進協議会負担金 交通政策室 20.7

地球温暖化対策事業費 環境生活企画室 再掲

道路環境改善事業費（防災安全事業：交通安全（自転
車））

道路環境課 再掲

化学物質環境対策費 環境保全課 再掲

自動車リサイクル推進事業費 資源循環推進課 0.2

再生可能エネルギー導入促進事業費 環境生活企画室 再掲

ゼロカーボン推進事業費 環境生活企画室 再掲

再生可能エネルギー導入促進事業費 環境生活企画室 再掲

小水力等再生可能エネルギー導入推進事業費 農村計画課・農村建設課 138.4

簗川発電所建設事業 企業局経営総務室 335.1

稲庭高原風力発電所再開発事業 企業局経営総務室 14.7

クリーンエネルギー導入支援事業 企業局経営総務室 29.1

海洋エネルギー研究拠点構築事業費 科学・情報政策室 0.7

環境影響評価制度推進費 環境保全課 1.0

畜産基盤再編総合整備事業費 畜産課 再掲

木質バイオマス熱電利用促進事業費 林業振興課 再掲

水素の利活用推進 水素利活用による再生可能エネルギー推進事業費 環境生活企画室 再掲

森林整備事業費補助 森林整備課 再掲

いわての森林づくり推進事業費(いわて環境の森整備事業
費)

林業振興課 477.9

いわての県産木材利用促進事業費（木造建築設計技術者等
育成・需要拡大事業費）

林業振興課 再掲

いわての県産木材利用促進事業費（木造建築設計技術者等
育成・需要拡大事業費）

林業振興課 再掲

木質バイオマス熱電利用促進事業費 林業振興課 再掲

模範林造成事業費(森林環境ビジネスモデル事業) 森林保全課 1.8

木質バイオマス熱電利用促進事業費 林業振興課 再掲

地球温暖化対策事業費（地球温暖化対策推進費） 環境生活企画室 7.4

地球温暖化対策推進費（気候変動対策推進事業） 環境生活企画室 再掲

小計 事業数　40 6,058

３
　
環
境
に
や
さ
し
く
健
康
で
心
豊
か
な
暮
ら
し
の
実
現

（１）環境にやさしく
健康で質の高い生活の
推進

持続可能なライフスタイルと
消費活動

県産木材を活用した低炭素で
健康な住まい

徒歩・自転車移動等による二
酸化炭素の削減と健康寿命の
延伸

環境負荷の低減につながるテ
レワークなど働き方改革等の
推進

「新・湯治」等による健康寿
命の延伸

低炭素なまちづくり

（２）再生可能エネル
ギーの導入促進

自立分散型エネルギーシステ
ムの構築

地域に根ざした再生可能エネ
ルギーの導入促進

（２）森・里・川・海
とつながるライフスタ
イルの充実

森・里・川・海の保全・再生
に貢献する地方移住等の促進

新たな木材需要の創出及び消
費者等の理解の醸成

（１）省エネルギー対
策の推進

エネルギー消費の少ないライ
フスタイルへの転換

事業活動における低炭素化の
推進

自動車交通における低炭素化
の推進

木材資源の有効利用の促進

（４）地球温暖化に伴
う気候変動の影響への
適応

地球温暖化に伴う気候変動の
影響への適応

１
　
気
候
変
動
対
策

（３）適切な森林整備
等の取組による森林吸
収源対策の推進

適切な森林整備等の取組によ
る森林吸収源対策の推進

二酸化炭素以外の温室効果ガ
ス排出
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決算額

（百万円）

分
野

項目 小項目

R3事業

事業名 担当課

循環型地域社会形成推進事業費 資源循環推進課 再掲

廃棄物処理事業等改善指導費 資源循環推進課 1.1

自動車リサイクル推進事業費 資源循環推進課 再掲

海岸漂着物等地域対策推進事業費 資源循環推進課 34.0

循環型地域社会形成推進事業費 資源循環推進課 再掲

自動車リサイクル推進事業費 資源循環推進課 再掲

畜産基盤再編総合整備事業費 畜産課 再掲

海岸漂着物対策 海岸漂着物等地域対策推進事業費 資源循環推進課 再掲

循環型地域社会形成推進事業費 資源循環推進課 再掲

廃棄物処理事業等改善指導費 資源循環推進課 再掲

循環型地域社会形成推進事業費 資源循環推進課 再掲

産業廃棄物処理モデル事業推進費 資源循環推進課 5.7

産業廃棄物処理モデル施設整備費 資源循環推進課 2.7

産業廃棄物処理施設整備事業促進費 廃棄物特別対策室 200.9

廃棄物処理事業等改善指導費 資源循環推進課 再掲

廃棄物適正処理監視等推進費 資源循環推進課 35.0

循環型地域社会形成推進事業費 資源循環推進課 再掲

畜産基盤再編総合整備事業費 畜産課 再掲

県境不法投棄現場環境再生事業費 廃棄物特別対策室 516.2

小計 事業数　19 796

自然公園等保護管理費 自然保護課 43.4

自然環境保全対策事務費 自然保護課 3.2

環境影響評価制度推進費 環境保全課 再掲

希少野生動植物保護対策事業費 自然保護課 10.5

水と緑の活動促進事業費 環境生活企画室 再掲

いわての森林づくり推進事業費 林業振興課 再掲

森林整備事業費補助 森林整備課 再掲

環境と共生する産地づくり確立事業費 農業普及技術課 再掲

中山間地域等直接支払事業費 農業振興課 2,670.4

中山間地域総合整備事業費 農村建設課 968.1

いきいき農村基盤整備事業費補助 農村建設課 70.7

水辺環境再生事業費 河川課 再掲

水質保全対策費 環境保全課 41.4

漁場保全総合対策事業費 水産振興課 3.0

試験研究費（漁場環境保全調査費） 水産振興課（水産技術センター） 1.2

水産多面的機能発揮対策事業費 水産振興課 2.0

鳥獣行政運営費 自然保護課 49.6

野生動物との共生推進事業費 自然保護課 3.4

指定管理鳥獣捕獲等事業費 自然保護課 233.6

野生鳥獣救護体制整備費 自然保護課 0.3

鳥獣被害防止総合対策事業費 農業振興課 再掲

希少野生動植物保護対策事業費 自然保護課 再掲

鳥獣行政運営費 自然保護課 再掲

自然公園等保護管理費 自然保護課 再掲

松くい虫等防除事業費
（松くい虫等防除事業）

森林整備課 159.4

養殖業振興事業費 水産振興課 1.6

希少野生動植物保護対策事業費 自然保護課 再掲

鳥獣行政運営費 自然保護課 再掲

水と緑の活動促進事業費 環境生活企画室 再掲

自然公園等保護管理費 自然保護課 再掲

野生動物との共生推進事業費 自然保護課 再掲

指定管理鳥獣捕獲等事業費 自然保護課 再掲

野生鳥獣救護体制整備費 自然保護課 再掲

自然公園等保護管理費 自然保護課 再掲

自然公園施設整備事業費（国立公園）国定公園等施設整備
事業費自然公園施設整備事業費

自然保護課 再掲

自然公園等保護管理費（火山ガス観測調査費） 自然保護課 1.8

自然公園等保護管理費（早池峰地域保全対策事業） 自然保護課 5.8

森林公園機能強化事業費 森林保全課 12.0

広域公園整備事業費 都市計画課 再掲

里山など身近な自然環境の整
備・保全の推進

いわての森林づくり推進事業費(県民参加の森林づくり促
進事業費)

林業振興課 再掲

エコツーリズムの推進 三陸ジオパーク活用強化事業費 環境生活企画室 再掲

三陸ジオパーク活用強化事業費 環境生活企画室 再掲

三陸ジオパーク活用強化事業費 環境生活企画室 再掲

温泉の保護と安全安心な利用
の推進

温泉法施行事務費 自然保護課 再掲

環境と共生する産地づくり確立事業費 農業普及技術課 再掲

いわての森林づくり推進事業費(県民参加の森林づくり促
進事業費)

林業振興課 再掲

いわての森林づくり推進事業費(いわて森林づくり推進人
材育成事業費)

森林整備課 3.0

農地維持支払交付金 農村建設課 1,611.3

中山間地域等直接支払事業費 農業振興課 再掲

森林・山村多面的機能発揮対策事業費 森林整備課 21.8

いわての森林づくり推進事業費(いわて環境の森整備事業
費)

林業振興課 再掲

森林整備事業費補助 森林整備課 再掲

保安林強化事業費 森林保全課 10.9

様々な海の生き物の産卵・生
育の場となる藻場・干潟の保
全活動の促進

水産多面的機能発揮対策事業費 水産振興課 再掲

河川海岸等維持修繕費 河川課 再掲

海岸漂着物等地域対策推進事業費 資源循環推進課 再掲

治山事業費 森林保全課 再掲

砂防事業費 砂防災害課 再掲

小計 事業数　58 5,928

２
　
循
環
型
地
域
社
会
の
形
成

（１）廃棄物の発生抑
制・再使用・再生利用
（３R）の推進

一般廃棄物の抑制及び適正な
処理の推進

産業廃棄物の抑制及び適正な
処理の推進

（２）災害に強く持続可能な廃棄物処理体制の構築

（３）廃棄物の適正処理の推進

３
　
生
物
多
様
性
の
保
全
・
自
然
と
の
共
生

（１）生物多様性の保
全

多様な自然環境の保全

多様な動植物が生息・生育で
きる環境の確保

野生動植物との共生の推進と
鳥獣被害の抑制

外来生物の駆除

生物多様性に配慮した県民参
加型の自然環境保全活動の促
進

（２）自然とのふれあ
いの促進

自然公園等の整備の推進及び
利用の促進

都市公園や森林公園等の整備
の推進及び利用の促進

三陸ジオパークに関する取組
の推進

（３）森林、農地、海
岸の環境保全機能の向
上

農地や森林の多面的機能の維
持・増進

多様な森林の整備、保安林の
適正配備の推進

陸と海がつながる多様で豊か
な水辺空間としての河川・海
岸の保全
生態系に配慮した災害に強い
県土づくり
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決算額

（百万円）

分
野

項目 小項目

R3事業

事業名 担当課

大気汚染防止対策費 環境保全課 49.9

化学物質環境対策費 環境保全課 再掲

水質保全対策費 環境保全課 再掲

下水道事業債償還基金費補助（漁業集落排水） 漁港漁村課 再掲

下水道整備促進対策費 下水環境課 再掲

農業集落排水事業費補助 下水環境課 再掲

農業集落排水施設整備事業費補助 下水環境課 再掲

下水道事業債償還基金費補助（農業集落排水） 下水環境課 再掲

浄化槽設置整備事業費補助 下水環境課 再掲

浄化槽下水道事業債償還基金費補助 下水環境課 再掲

流域下水道事業会計
建設費

下水環境課 再掲

廃棄物処理事業等改善指導費 資源循環推進課 再掲

水質保全対策費 環境保全課 再掲

騒音、振動、悪臭防止対策費 環境保全課 1.0

道路交通騒音モニタリング事業費 環境保全課 1.5

化学物質環境対策費 環境保全課 再掲

水と緑の活動促進事業費（環境コミュニケーション推進事
業費）

環境保全課 再掲

環境調査費（環境調査費（エコ調査）） 環境保全課 3.8

大気汚染防止対策費
水質保全対策費

環境保全課 再掲

化学物質環境対策費（ダイオキシン類モニタリング事業） 環境保全課 10.8

環境保全費 環境保全課 16.0

環境調査費（環境調査費（エコ調査）） 環境保全課 再掲

環境影響評価制度推進費（公害審査会） 環境保全課 0.1

環境放射能水準調査費 環境保全課 14.2

放射線対策費 環境保全課 0.1

放射性物質汚染廃棄物処理円滑化事業 資源循環推進課 0.1

環境影響評価制度推進費 環境保全課 再掲

土地利用対策費 環境保全課 再掲

休廃止鉱山鉱害防止事業費 環境保全課 1,114.3

小計 事業数　29 1,212

（３）土壌環境及び地盤環境の保全

（４）騒音・振動・悪臭対策の推進

（５）化学物質の環境リスク対策の推進

（６）監視・測定体制の強化・充実と公害苦情等への的

（７）放射性物質による影響の把握等

４
　
環
境
リ
ス
ク
の
管
理

（１）大気環境の保全

（２）水環境の保全

（８）環境影響評価制度の適切な運用、適正な土地利用

（９）北上川清流化対策の推進
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決算額

（百万円）

分
野

項目 小項目

R3事業

事業名 担当課

地球温暖化対策事業費(地球温暖化防止活動推進センター
事業費）

環境生活企画室 再掲

環境学習交流センター管理運営費 環境生活企画室 再掲

いわての優れた環境を守る人づくり事業費 環境生活企画室 11.0

環境保全対策費(水生生物調査) 環境保全課 3.7

環境学習交流センター管理運営費 環境生活企画室 再掲

循環型地域社会形成推進事業費 資源循環推進課 再掲

(博物館)管理運営費
(美術館)管理運営費

生涯学習文化財課 751.1

地球温暖化対策事業費(地球温暖化防止活動推進センター
事業費）

環境生活企画室 再掲

いわての優れた環境を守る人づくり事業費 環境生活企画室 再掲

水利用対策費 環境保全課 0.6

環境学習交流センター管理運営費 環境生活企画室 再掲

いわての優れた環境を守る人づくり事業費 環境生活企画室 再掲

地球温暖化対策事業費(地球温暖化防止活動推進センター
事業費）

環境生活企画室 再掲

いわて若者活躍支援強化事業費 若者女性協働推進室 2.4

三陸ジオパーク活用強化事業費 環境生活企画室 再掲

三陸ジオパーク活用強化事業費（三陸ジオパーク地域基盤
強化事業費）

環境生活企画室 再掲

水と緑の活動促進事業費 環境生活企画室 再掲

地球温暖化対策事業費(地球温暖化防止活動推進センター
事業費）

環境生活企画室 再掲

循環型地域社会形成推進事業費 資源循環推進課 再掲

農地維持支払交付金 農村建設課 再掲

資源向上支払事業費 農村建設課 2,049.9

いわての森林づくり推進事業費(県民参加の森林づくり促
進事業費)

林業振興課 再掲

道路維持修繕費(維持修繕) 道路環境課 再掲

河川海岸等維持修繕費 河川課 再掲

水と緑の活動促進事業費 環境生活企画室 再掲

海岸漂着物等地域対策推進事業費 資源循環推進課 再掲

地球温暖化対策事業費 環境生活企画室 再掲

水と緑の活動促進事業費（環境コミュニケーション推進事
業費）

環境保全課 再掲

海岸漂着物等地域対策推進事業費 資源循環推進課 再掲

環境に配慮した県の率先実行 地球温暖化対策事業費 環境生活企画室 再掲

地球温暖化対策事業費 環境生活企画室 再掲

循環型地域社会形成推進事業費 資源循環推進課 再掲

海岸漂着物等地域対策推進事業費 資源循環推進課 再掲

水と緑の活動促進事業費 環境生活企画室 再掲

地球温暖化対策事業費 環境生活企画室 再掲

いわての優れた環境を守る人づくり事業費 環境生活企画室 再掲

水と緑の活動促進事業費 環境生活企画室 再掲

環境学習交流センター管理運営費 環境生活企画室 再掲

地球温暖化対策事業費(地球温暖化防止活動推進センター
事業費）

環境生活企画室 再掲

小計 事業数　39 2,819

５
　
持
続
可
能
な
社
会
づ
く
り
の
担
い
手
の
育
成
と
協
働
活
動
の
推
進

（１）持続可能な社会
づくりに向けた環境学
習等の推進

学校における環境学習の推進

多様で身近な環境学習機会の
提供、支援

環境人材の育成

（２）環境に配慮した
行動・協働の推進

環境に配慮した県民の行動・
協働の推進

環境に配慮した企業の行動・
協働の推進

県民等の参加による環境保全
取組の推進

環境広報及び情報提供の推進
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(事業の場合） (事業の場合） (事業の場合） (事業の場合）

関連事業又は取組 事　業　名 R3当初予算額 R3決算額 R4当初予算額 関係室課名

（千円） （千円） （千円）

・公共用水域及び地下水の水質保全
  公共用水域水質及び地下水質の常時監視や工場、事業場の監視・指導等
を実施

水質保全対策費 55,820 41,389 55,563 環境保全課

・ダイオキシン類環境モニタリング事業
　公共用水域及び地下水におけるダイオキシン類の濃度を調査測定

化学物質環境対策費
（ダイオキシン類環境モ
ニタリング事業）

11,160 10,762 11,159 環境保全課

・北上川清流化確保対策
　旧松尾鉱山の坑廃水による北上川の水質汚濁を防止するため、新中和処理
施設において坑廃水処理を実施

休廃止鉱山鉱害防止事
業費

1,442,145 1,229,030 1,454,052 環境保全課

・休廃止鉱山坑廃水処理事業費補助
　義務者存在の休廃止鉱山の坑廃水処理費に対し補助 休廃止鉱山坑廃水処理

事業費
27,679 25,705 28,497 環境保全課

・放射性物質モニタリング
　水道水や土壌等の放射性物質を測定し、県民へ情報提供を実施 環境放射能モニタリング

強化費
3,584 3,158 4,098 環境保全課

・希少野生動植物の保護
　希少野生動植物の生息・生育状況の調査や保護活動の実施 条例指定種等保護事業

費
529 354 521 自然保護課

・多自然川づくりの推進
　県管理河川の改修及び維持管理等に際し、河川の豊かな自然環境の保全・
創出を行う取組を推進

（河川事業・河川管理事
務全般での取組）

― ― ― 河川課

･農業農村整備事業（全般）
　実施にあたっては、生物多様性保全に配慮するなど環境との調和に配慮し
事業を実施

― ― ― ― 農村建設課

・畜産基盤再編総合整備事業
　汚水等の流出を防止するための家畜排せつ物処理施設等整備を支援 畜産基盤再編総合整備

事業費
417,280 157,897 225,556 畜産課

・流域下水道事業会計　建設費
　下水道整備により、未処理家庭雑排水の削減を図る 流域下水道事業会計

/建設費
2,138,771 535,457 1,518,575 下水環境課

・農業集落における汚水処理
　水洗化を促進するために市町村が行う事業へ補助し、未処理家庭雑排水の
削減を図る

農業集落排水事業費補助
農業集落排水施設整備事業費
補助
小規模農業集落排水推進事業

295,228 88,907 283,715 下水環境課

・下水道事業債償還基金費補助
　市町村が実施する農業集落排水や下水道の整備を支援し、未処理家庭雑
排水の削減を図る

下水道事業債償還基金費補助
（農集排）
下水道整備促進対策費(うち公
共下水道償還基金費補助）

56,715 30,526 58,166 下水環境課

・浄化槽設置整備事業費補助
　個人の浄化槽設置に対して市町村が補助する事業へ補助し、未処理家庭
雑排水の削減を図る

浄化槽設置整備事業費
補助

121,999 92,217 147,747 下水環境課

・浄化槽下水道事業債償還基金費補助
　市町村が実施する浄化槽整備を支援し、未処理家庭雑排水の削減を図る 浄化槽下水道事業債償

還基金費補助
33,595 33,075 40,267 下水環境課

・中山間地域等直接支払事業費
　中山間地域等直接支払交付金を活用した共同取組活動を支援
　水田の耕作放棄を防止し、農業生産活動を通じた水源涵養機能の維持・増
進を図る

中山間地域等直接支払
事業費

2,677,622 2,670,373 2,678,465 農業振興課

・環境と共生する産地づくり確立対策事業
　環境保全型農業直接支払制度を活用し、環境保全型農業の取組を推進
　環境保全型農業の普及のため、適正施肥や農薬の適正使用等研修会を開
催

環境と共生する産地づく
り確立事業費

152,564 120,328 162,692
農業普及技
術課

・農地維持支払交付金、資源向上支払交付金
　農村地域内において、農業者や地域住民が共同で農業用水路の保全管理
や環境保全活動を実施

農地維持支払交付金、資
源向上支払事業費

3,753,428 3,661,188 3,716,591 農村建設課

･いわて環境の森整備事業
　水源のかん養や県土の保全等の公益上特に重要な森林の混交林誘導伐や
伐採跡地への植栽等を実施

いわて環境の森整備事
業費補助

760,740 477,932 781,518 林業振興課

・保安林強化事業
　保安林制度の普及啓発の実施や、保安林の配備と管理を推進 保安林強化事業費 31,003 28,034 23,270 森林保全課

・治山事業
　水源かん養等の保安林機能の向上のため、治山施設や森林の整備を実施

治山事業
（水源森林再生対策事
業）

3,300 28,814 0 森林保全課

・森林整備事業
　森林の持つ水土保全機能等を発揮するための造林や間伐等の森林整備を
促進

森林整備事業費補助 525,904 1,101,903 525,634 森林整備課

第８条(３)　都市部の道路ま
たは公園における雨水の浸
透面の保全および浸透能
力の向上

・公園・緑地の整備により、都市部における雨水の浸透面の保全の確保（御所
湖広域公園）

広域公園整備事業費 155,790 33,541 82,166 都市計画課

 14　いわての水を守り育てる条例　関連事業・取組一覧

第８条(１)　河川などの生態
系の維持および多様な生物
が生息できる親水空間の創
造

第８条(２)　森林および水田
が持つ水源かん養機能の
維持および増進

該　当　条　文

第４条（１）
水環境の保
全および水
資源の確保
に関する施
策

第８条　水環
境の保全お
よび水資源
の確保に関
する事業

- 111 -



(事業の場合） (事業の場合） (事業の場合） (事業の場合）

関連事業又は取組 事　業　名 R3当初予算額 R3決算額 R4当初予算額 関係室課名

（千円） （千円） （千円）

該　当　条　文

・国から交付金を受けて、市町村及び一部事務組合が行う水道施設の耐震化
や老朽化対策、水道事業の広域化の取組みに対して補助

水道施設耐震化等推進
事業費

1,220,944 777,984 1,276,043
県民くらしの
安全課

・水安全計画策定に関する研修会（新型コロナウイルス感染症の影響により中
止、令和４年度に実施予定）
新いわて水道ビジョン推進のため、水安全計画策定に関する研修会を開催
・岩手県水道地図の作成
災害発生時の緊急対応等に活用するため、岩手県水道地図を作成し水道事
業者等に配付

水道事業広域連携推進
費

46,315 44,170 18,251
県民くらしの
安全課

・利水調整
・工業用水道事業の経営健全化支援 工業用水道事業会計貸

付金
― ― ― 環境保全課

・新岩手県水需給計画
・全国水需給動態調査
・渇水情報連絡会議
・利水調整

水利用対策費
水資源確保対策費

921 670 893 環境保全課

【再掲】
・中山間地域等直接支払事業費
　中山間地域等直接支払交付金を活用した共同取組活動を支援
　活動例：農業用用排水路等の整備及び維持管理の実施

【再掲】中山間地域等直接
支払事業費

【再】2,677,622 【再】2,670,373 【再】2,678,465 農業振興課

・かんがい排水事業
　農業用水の安定供給を図るため、農業用水路等の整備を実施

かんがい排水事業費 521,400 429,631 509,202 農村建設課

・基幹水利施設ストックマネジメント事業
　基幹的な農業水利施設について、劣化状況に応じた機能保全計画の策定
と機能保全対策工事を実施

基幹水利施設ストックマ
ネジメント事業費

961,400 1,125,527 1,058,487 農村建設課

・土地改良事業調査
　水田の区画整理や用排水路等の整備に係る調査を実施 土地改良事業調査（事

業計画）
438,541 337,883 423,200 農村計画課

・小水力等再生可能エネルギー導入推進事業
　農村地域に賦存する再生可能エネルギーを有効活用するため、農業水利
施設を活用した小水力発電設備を設置

小水力等再生可能エネ
ルギー導入推進事業費

42,400 138,400 0 農村建設課

・下水熱を回収し、盛岡駅西口地区に空調用冷温水を製造・供給する地域熱
供給事業を平成７年度から実施 ― ― ― ― 下水環境課

・下水処理の放流渠の落差を利用した発電施設を整備し、平成25年から運転
を開始 - ― ― ― 下水環境課

・計画的な施設の改良・修繕を行うことにより、良質の工業用水の安定供給を
確保 工業用水道事業 ― ― ―

企業局
経営総務室

・工業用水道事業の事業計画調査等（地下水含む）

― ― ― ― 環境保全課

・農業水利管理調査
　河川から取水するための県有水利権について、営農状況等に応じた見直し
を実施

土地改良事業調査（農
業水利管理調査）

7,000 3,739 23,000 農村計画課

【再掲】
・森林整備事業
　森林の持つ水土保全機能等を発揮するための造林や間伐等の森林整備を
促進

【再掲】森林整備事業費
補助

　【再】525,904 【再】1,101,903 【再】525,634 森林整備課

・河川の流水占用の管理
　河川法に基づき、県管理河川における河川水の利用（占用）について、種々
の調査及び調整を行い、適正な管理及び許認可事務を実施
・河川流量の観測
　県管理河川の河川水量を的確に把握するため、ダムや県内主要河川にお
いて河川流量観測を実施

（河川管理事務） ― ― ― 河川課

第９条(3)　家庭または事業
所における節水型の機器ま
たは設備の導入促進

・水に関する普及啓発を実施
　新岩手県水需給計画等 ― ― ― ― 環境保全課

第10条(1)　公共施設におけ
る雑用水の利用を図る設備
の導入促進

第10条(2)　公共施設および
民間施設における雨水貯留
設備の導入促進

第10条(3)　雑用水の利用を
図る設備に関する情報発信
および技術の普及

【再掲】
・水に関する普及啓発を実施
　新岩手県水需給計画等

― ― ― ― 環境保全課

第10条(4)　温泉水、雪およ
び氷の特性を生かした地域
の取組の奨励

温泉熱など多様なエネルギーの利活用に向けた普及啓発を実施

― ― ― ―
環境生活企
画室

【再掲】
温泉熱など多様なエネルギーの利活用に向けた普及啓発を実施 ― ― ― ―

環境生活企
画室

【再掲】
・全国水需給動態調査 【再掲】水利用対策費 【再】806 【再】670 【再】780 環境保全課

第10条(5)　水の有効利用
に関する技術開発および調
査研究の推進

第10条　水
の有効利用
のための事
業

第９条(２)　地下水および河
川水の適切な利用

第９条(1)　生活用水、農業
用水、工業用水その他の用
水の合理的または効率的な
利用

第４条（２）
効率的で持
続的な水の
利用を推進
する施策

第４条（３）
雑用水の利
用その他水
の再利用（水
の有効利用）
を推進する
施策

第9条　効率
的で持続的
な水の利用
に関する事
業

個別施設等における対応
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(事業の場合） (事業の場合） (事業の場合） (事業の場合）

関連事業又は取組 事　業　名 R3当初予算額 R3決算額 R4当初予算額 関係室課名

（千円） （千円） （千円）

該　当　条　文

【再掲】
・公共用水域水質、地下水の水質測定結果を公表 【再掲】水質保全対策費 【再】55,820 【再】41,389 【再】55,563 環境保全課

【再掲】
・公共用水域水質、地下水のダイオキシン類の調査測定結果を公表

【再掲】化学物質環境対
策費（ダイオキシン類環
境モニタリング事業）

【再】11,160 【再】10,762 【再】11,159 環境保全課

・いわてレッドデータブックの掲載種を対象とした生息状況調査を実施 【再掲】条例指定種等保
護事業費 【再】529 【再】354 【再】521 自然保護課

・いわてレッドデータブックの改訂検討委員会等の開催及び改訂に向けた生
息状況調査の実施

いわてレッドデータブック
改訂事業費 10,000 9,262 10,000 自然保護課

・環境アドバイザーの派遣回数　221回
・出張環境学習の実施回数　28回 環境学習交流センター

管理運営費
23,917 23,864 21,874

環境生活企
画室

・北東北三県合同による環境副読本の作成による学校における環境学習の奨
励(県内小学５年生全員へリーフレット配布)
・環境学習応援隊の登録及び周知により地域・家庭における環境学習の支援
(R3：56団体登録)
・いわて環境塾（全６回、38名認定）

いわての優れた環境を
守る人づくり事業費

11,859 10,964 8,680
環境生活企
画室

・水生生物調査の奨励
　小中学校等団体に対する水生生物調査への参加呼びかけ、出前講座の実
施等による支援

環境保全対策費（水生
生物調査）

4,042 3,701 3,508 環境保全課

・こどもホタレンジャー（環境省事業）への参加奨励

― ― ― ― 環境保全課

資源向上支払事業費 2,110,310 2,049,894 2,093,948 農村建設課

【再掲】土地改良事業調
査（事業計画）

【再】438,541 【再】337,883 【再】423,200 農村計画課

・各学校において、学校の方針により教育課程の年間計画に環境教育を盛り
込み、学校全体として環境教育を推進
・関連教科、特別活動及び総合的な学習の時間における指導

― ― ― ― 学校教育課

・環境保全活動表彰（知事表彰）
　毎年度、永年にわたり環境保全活動を実施している団体を表彰（４個人・５団
体）
・水と緑を守り育てる活動を実施している地域の中心団体へ感謝状を贈呈(１
個人、３団体)

水と緑の活動促進事業
費

1,768 487 1,768
環境生活企
画室

【再掲】
・水生生物調査の永年調査団体への感謝状の贈呈 【再掲】環境保全対策費

（水生生物調査）
【再】4,042 【再】3,701 【再】3,508 環境保全課

・水に関する普及啓発を実施
　水資源功績者表彰等 【再掲】水利用対策費 【再】806 【再】670 【再】780 環境保全課

・河川愛護団体等への感謝状贈呈
　河川環境の美化保全等に顕著な功績があった個人又は団体に対し、知事
又は広域振興局長から感謝状を贈呈

河川愛護団体等感謝状
贈呈事業

― ― ― 河川課

・いわての名水選定・情報発信
　県内のすぐれた水環境をいわての名水20選として選定。パンフレット作成、イ
ベントでのPRを実施
・水生生物調査マップの作成・配布

【再掲】環境保全対策費
（水生生物調査）

【再】4,042 【再】3,701 【再】3,508 環境保全課

・北上川清流化確保対策に関するパンフレット作成、イベントでのPRを実施
【再掲】休廃止鉱山鉱害
防止事業費

【再】1,442,145 【再】1,229,030 【再】1,454,052 環境保全課

・いわての水道概況の作成、情報発信

水道施設等指導監督費 1,405 1,023 1,390
県民くらしの
安全課

第11条(5)　水辺景観の保
全に関する情報の発信

・多自然川づくりの情報発信
　県管理河川における多自然川づくり事例を、河川課ホームページで紹介 ― ― ― ― 河川課

・流域協議会の運営支援
　各流域における協議会において、情報共有・優良事例の紹介などを通じて、
流域における水環境保全活動等の活性化を図る
・森川海事例集のHP掲載
　各地域で行われる先進的・特徴的な水環境保全活動等を紹介し、県民への
活動に対する理解と促進を図る

【再掲】水と緑の活動促
進事業費

【再】1,768 【再】487 【再】1,768
環境生活企
画室

・環境ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ（企業と住民による環境対話）の推進
  環境報告会開催企業への支援や企業向け研修会、セミナーを開催

水と緑の活動促進事業費
（環境コミュニケーション推
進費）

402 72 189 環境保全課

・環境影響評価制度の適切な運用
　事業者に対し、環境影響評価法又は岩手県環境影響評価条例に基づく環
境影響評価方法書等の公告・縦覧、並びに環境影響評価準備書の関係地域
内における説明会の開催に関する指導を実施

環境影響評価制度推進費 2,731 1,030 3,696 環境保全課

・公害防止協定等の締結の推進
　事業者と住民との環境保全に関する合意形成を図る

【再掲】水と緑の活動促進
事業費（環境コミュニケー
ション推進費）

【再】402 【再】72 【再】189 環境保全課

・農薬適正販売・使用推進事業費（農薬展示圃設置費）
　適正な農薬使用の普及を図るため、農薬展示圃を18箇所設置。

農薬適正販売・使用推進事
業費 630 335 630

農業普及技
術課

・農薬安全使用対策指導
　環境負荷低減のため、農薬使用者に対する農薬の適正使用・管理指導を実
施

農薬安全使用対策指導費
（一般行政経費）

3,918 3,616 3,918
農業普及技
術課

・家畜排せつ物法の遵守に関する指導
　畜産事業者に対し、家畜排せつ物の適切な処理に関する指導を実施 ― ― ― ― 畜産課

第６条　事業
者の責務

第12条　事
業者の自主
的な情報提
供の促進

第6条第２項　事業者は、そ
の事業活動が水環境に及
ぼす影響について必要な
情報を地域住民に提供する
とともに、地域住民から要望
があった場合には、説明お
よび意見交換を行うことによ
り、その理解を得るよう努め
る。

第12条　県は、第６条第２項
の規定に基づく情報の提供
が促進されるよう、広報、啓
発活動その他必要な措置を
講じる。

第11条(4)　いわての水の価
値、水文化および水質保全
活動の歴史に関する情報の
発信

第11条(3)　県民および事業
者が実施する水環境の保
全および水資源の確保に
関する活動ならびに水の有
効利用に関する顕彰

第11条(2)　学校および家庭
における水の大切さに関す
る環境学習の奨励

・農村地域における生きもの調査
　農業農村整備事業の計画・実施地区内において、農家や地域住民に対し、
生きもの調査を通じた農村環境保全に関する意識啓発活動を実施

第４条（４）
水の価値を
再認識する
ための施策

第４条第２項
県は、第６条
第２項および
第７条第２項
から第４項ま
でに規定す
る取組に対
し、指導、助
言その他の
必要な支援
を行う。

第11条　水
の価値の再
認識のため
の事業

第11条(1)　生態系の調査
および保護に関する情報の
発信
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(事業の場合） (事業の場合） (事業の場合） (事業の場合）

関連事業又は取組 事　業　名 R3当初予算額 R3決算額 R4当初予算額 関係室課名

（千円） （千円） （千円）

該　当　条　文

・環境情報誌「てとて」の発行　３回
・環境学習講座の開催　17回 【再掲】環境学習交流セン

ター管理運営費
【再】23,917 【再】23,864 【再】21,874

環境生活企
画室

【再掲】
・水に関する普及啓発を実施
 　中学生水の作文コンクール

【再掲】水利用対策費 【再】806 【再】670 【再】780 環境保全課

【再掲】
・中山間地域等直接支払事業費
　中山間地域等直接支払交付金を活用した共同取組活動を支援
　活動例：農業用用排水路等の整備及び維持管理の実施

【再掲】中山間地域等直接
支払事業費

【再】2,677,622 【再】2,670,373 【再】2,678,465 農業振興課

・農業用水の重要性に関する意識啓発
　農業用水の大切さを啓発するため、農業用水に関わる偉人や、先人達の苦
労等を紹介する農業農村整備紙芝居を年５回ほど上演

― ― ― ― 農村計画課

・農業用水利施設等の保全活動の促進
　地域住民や企業等が、施設管理者である土地改良区等と施設管理協定（ア
ドプト協定）を締結し、農業用水利施設の保全活動を実施

ふるさとの水と土保全対策
費

20,658 8,543 20,658 農村建設課

【再掲】
・農地維持支払交付金、資源向上支払交付金
　農村地域内において、農業者や地域住民が共同で農業用水路の保全管理
や環境保全活動を実施

【再掲】農地維持支払交付
金、資源向上支払交付金

【再】3,753,428 【再】3,661,188 【再】3,716,591 農村建設課

・いわての川と海岸ボランティア活動等支援事業
　河川の清掃・美化活動等を行うボランティア団体に対し、物品支給等の支援
を実施

いわての川と海岸ボラン
ティア活動等支援事業

2,930 1,104 4,261 河川課

・汚水処理の普及啓発事業
　水の循環や汚水処理の大切さを周知するため、主に小学生を対象とした出
前講座を開催

― ― ― ― 下水環境課

・水源涵養や森林資源を確保する取り組みとして、植樹活動を行う団体に対し
て苗木等を支援
・施設見学会を通じて、クリーンな水力発電や良質な工業用水の役割に関す
る啓蒙・普及
・油漏れ流出事故による河川等の汚染を防止するためのキャンペーンの実施

植樹活動支援事業
施設見学会
油流出事故防止活動

5,758 3,204 6,416
企業局
経営総務室

第７条第３項　県民は、地域
に生まれた水文化が持つ高
い価値を改めて認識し、そ
の水文化を保存および継承
していくよう努める。

【再掲】
・いわての名水選定・情報発信
　県内のすぐれた水環境をいわての名水20選として選定。HP等でのPRを実施

― ― ― ― 環境保全課

・水源地域整備計画地域対策の取りまとめ
　水源地域整備計画の策定及び水源地域に係る整備事業の実施状況取りま
とめ

【再掲】水資源確保対策
費

【再】115 【再】0 【再】113 環境保全課

【再掲】
・中山間地域等直接支払事業費
　中山間地域等直接支払交付金を活用した共同取組活動を支援
　　水田の耕作放棄を防止し、農業生産活動を通じた水源涵養機能の維持・
　増進を図る
　また、毎年度6月に本制度の実施状況を県民に公表

【再掲】中山間地域等直接
支払事業費

【再】2,677,622 【再】2,670,373 【再】2,678,465 農業振興課

【再掲】
・環境と共生する産地づくり確立事業
　環境保全型農業直接支払制度を活用し、環境保全型農業の取組を推進
　環境保全型農業の普及のため、適正施肥や農薬の適正使用等研修会を開
催

【再掲】環境と共生する産地
づくり確立事業

【再】152,564 【再】120,328 【再】162,692
農業普及技
術課

【再掲】
・農地維持支払交付金、資源向上支払交付金
　農村地域内において、農業者や地域住民が共同で農業用水路の保全管理
や環境保全活動を実施

【再掲】農地維持支払交付
金、資源向上支払交付金

【再】3,753,428 【再】3,661,188 【再】3,716,591 農村建設課

・県民参加の森林づくり促進事業
　地域住民が主体的に取り組む森林づくり、森林学習等を支援 県民参加の森林づくり促進

事業
43,049 21,244 30,709 林業振興課

・いわて森林づくり推進事業費（いわて森のゼミナール推進事業）
　児童・生徒をはじめ、広く県民を対象に森林・林業に関して学習する機会を
提供

いわて森林づくり推進事業
費（いわての森ゼミナール
推進事業）

5,019 4,996 4,988 森林整備課

第４条第２項
県は、第６条
第２項および
第７条第２項
から第４項ま
でに規定す
る取組に対
し、指導、助
言その他の
必要な支援
を行う。
（続き）

第７条　県民
の役割

第７条第２項　県民は、水を
大切にする心を育むため、
日常生活において水の価
値について相互に教え、お
よび学ぶとともに、水と親し
む機会を持ち、水環境の保
全に関する活動を行うよう努
める。

第７条第４項　県民は、森林
や水田の持つ水源のかん
養、水環境の保全などの役
割に関する理解を深め、水
源地域が維持されるよう努
める。
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15 参考ＵＲＬ一覧 

全般 

〇県環境政策 

https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/kankyou/seisaku/index.html 

〇岩手県環境基本計画 

 https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/kankyou/seisaku/1005539.html 

 

Ｐ２ 第１部第１章 気候変動 

〇第２次岩手県地球温暖化対策実行計画 

 https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/kankyou/seisaku/1005573.html 

 

Ｐ４ 第１編第２章 資源循環 

〇 第三次岩手県循環型社会形成推進計画（第五次岩手県廃棄物処理計画・岩手県ごみ処理広域

化計画） 

https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/kankyou/ippai/1006105.html 

 

Ｐ11 第１部第３章 生物多様性と自然環境（３ 希少野生動植物保護対策） 

〇 いわてレッドデータブック 

 https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/shizen/yasei/rdb/index.html 

 

Ｐ14 第１部第４章 環境リスク（１ 大気環境の保全） 

〇 大気測定結果 

https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/kankyou/hozen/taiki/1018362.html 

 

Ｐ19 第１部第４章 環境リスク（２ 水環境の保全） 

〇 水質測定結果 

https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/kankyou/hozen/suishitsu/1005889/index.html 

 

Ｐ29 第１部第４章 環境リスク（７ 放射性物質による影響） 

〇 放射能・放射線 

 https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/kankyou/hozen/houshanou/index.html 

〇 放射能に関する情報 

 https://www.pref.iwate.jp/houshasen/index.html 

 

Ｐ32 第１部第４章 環境リスク（８ 環境影響評価制度の適切な運用、適正な土地利用） 

〇 環境影響評価 

https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/kankyou/hozen/hyoka/index.html 
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Ｐ72 第３部第１章 いわての水を守り育てる施策の実施状況 

〇 いわての水を守り育てる施策の実施状況 

https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/kankyou/seisaku/1033226/index.html 

  

Ｐ79 第３部第２章 資料編 

○ 環境審議会 

 https://www.pref.iwate.jp/kensei/shingikai/kankyou/1021421/index.html 

 

Ｐ81 第３部第２章 資料編 

○ 環境影響評価技術審査会 

 https://www.pref.iwate.jp/kensei/shingikai/kankyou/eikyouhyouka/index.html 

 

Ｐ99 第３部第２章 資料編 

○ いわての名水 

https://www.pref.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/889/iwate_meisu

i.pdf 
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【キャラクターの説明（裏表紙）】 

（右側）「エコわんこきょうだい」 

・地球温暖化などによる気候変動の影響を抑制するため、2050

年度温室効果ガス排出量実質ゼロに向けた地球温暖化対策の

取組について、分かりやすくイメージで表現したキャラクター 

 

（左側）「エコロル」 

・岩⼿県３Ｒ推進キャラクター 

・岩⼿のみんなに３Ｒを普及させるために⾶び回っています。 

・常にマイバッグ・マイボトル・マイ箸を携帯。 

・お気に⼊りの古着でちょっぴりお洒落さん。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

発行：令和５年１月   

■お問合せ先 

岩手県環境生活部 環境生活企画室 

〒020-8570 

盛岡市内丸１０－１ 

電話 019-629-5329 
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